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平成27年10月２日（金曜日）

午後０時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第23号 平成26年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（７人）

主 査 渡 辺 創

副 主 査 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

環境森林部次長
甲 斐 正 文

（ 総 括 ）

環境森林部次長
佐 藤 浩 一

（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
川 添 哲 郎

環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
廣 津 和 夫

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 黒 木 裕 一

循環社会推進課長 温 水 豊 生

自 然 環 境 課 長 下 沖 誠

森 林 経 営 課 長 西 山 悟

山村･木材振興課長 石 田 良 行

み や ざ き ス ギ 長 友 善 和
活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長 那 須 幸 義

木 材 利 用 技 術
小 田 久 人

セ ン タ ー 所 長

工 事 検 査 監 山 本 知 治

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺主査 ただいまから、決算特別委員会環

境農林水産分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。お

手元に配付をいたしております日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 それでは、そのように決定をいた

します。

次に、本日開催されました主査会における協

議内容について御報告をいたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会審査説明要領により行わ

れますが、決算事項別の説明は、目の執行残が100

万円以上のもの及び執行率が90％未満のものに

ついて、また、主要施策の成果は、主なものに

ついて説明がありますので、審査に当たりまし

てはよろしくお願いをいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合の審査の進め方についてですが、その場合、

主査において他の分科会との時間調整を行った

上で、質疑の場を設けることとする旨、確認が

なされておりますので、よろしくお願いをいた

します。

次に、審査の進め方ですが、お手元に配付の

分科会審査の進め方（案）のとおりでよろしい

でしょうか。

平成27年10月２日(金)
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 それでは、分科会審査の進め方の

とおり進めさせていただきます。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時休憩

午後１時２分再開

○渡辺主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成26年度決算について執行部の

説明を求めます。なお、委員の質疑は、執行部

の説明が全て終了した後にお願いをいたします。

○大坪環境森林部長 環境森林部でございます。

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、平成26年度の決算について御説明

をいたします。

お手元に配付しております決算特別委員会の

資料の１ページをごらんいただけますでしょう

か。

１ページが総合計画に基づく施策の体系表で

ございまして、環境森林部で所管する施策を抜

粋したものでございます。大きな柱としまして、

くらしづくりがございます。その中で、自然と

共生した環境にやさしい社会づくりとしまして、

低炭素・循環型社会への転換、良好な自然環境、

生活環境の保全、環境にやさしい社会の基盤づ

くりを進めてきたところでございます。

それから、２つ目の柱としまして、安全な暮

らしが確保される社会の中では、安全で安心な

県土づくりとしまして、環境森林部としまして

も、風水害や土砂災害への的確な対応を実施し

たところでございます。

それから、２つ目の大きな柱、産業づくりに

つきましては、魅力ある農林水産業が展開され

る社会で、持続可能や森林・林業の振興という

テーマに基づきまして、人と環境を支える多様

で豊かな森林づくり、それから、循環型の力強

い林業・木材産業づくり、森林・林業・木材産

業を担う山村・人づくりといったテーマに沿っ

て施策を進めてきたところでございます。

それでは、３ページをごらんください。平成26

年度歳出決算の状況について御説明をいたしま

す。

表の一番下の合計の欄をごらんいただけます

でしょうか。一般会計と特別会計合わせまして、

予算額は358億6,123万39円に対しまして、支出

済額が275億6,753万3,070円となっております。

また、翌年度への繰越額は、繰越明許費が62

億8,670万4,000円となっております。この結果、

不用額は20億699万2,969円となり、執行率は76.9

％となっておりますが、翌年度への繰越額を含

めた執行率は94.4％でございます。

続きまして、６ページごらんいただけますで

しょうか。

（３）平成26年度環境森林部に係る監査結果

報告書指摘事項等についてでございます。ごら

んのとおり、指摘事項が２件、注意事項が１件

ございました。このうち、指摘事項につきまし

ては、後ほど関係課長が御説明をいたします。

また、別途お手元に配付されておりますが、

平成26年度の宮崎県歳入歳出決算審査及び基金

運用状況審査意見書という白い表紙の冊子がご

ざいますが、その中で２件ほど意見・留意事項

等が記されてございます。その中身につきまし

ても、後ほど関係課長が御説明をさせていただ

きます。

詳細につきましては、それぞれ担当課長が説

明しますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

○川添環境森林課長 環境森林課の平成26年度

の決算状況につきまして御説明いたします。再

平成27年10月２日(金)
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度、委員会資料の３ページをお開きください。

まず、一般会計でございますが、環境森林課

は、予算額36億9,770万7,000円に対しまして、

支出済額は36億6,247万9,469円、不用額は3,522

万7,531円、執行率99％でございます。

次に、特別会計ですが、予算額３億2,340

万5,000円に対しまして、支出済額は２億8,084

万5,668円、不用額4,255万9,332円、執行率86.8

％でございます。

それでは、目で不用額が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものにつきまして御説明

いたします。この説明の内容は、各課同じにな

りますので、よろしくお願いいたします。

では、７ページをお開きください。一般会計

についてでございます。

まず、（目）環境保全費でございます。不用額

が849万8,512円となっており、その主なものは、

負担金・補助及び交付金の797万3,402円でござ

います。これは、右の説明欄にあります再生可

能エネルギー等導入推進基金事業─この事業

は、公共施設への太陽光発電設備の補助でござ

いますが、事業実施主体である市町村におきま

して、事業実績が見込みを下回ったことなどに

よる執行残でございます。

８ページをごらんください。

（目）林業総務費の不用額2,476万7,985円で

ございます。この主なものは、給料、職員手当

等の人件費に係る執行残でございます。

９ページをお開きください。

（目）の林業振興指導費の不用額169万4,781

円でございます。この主なものは、委託料106

万7,480円であり、これは、川南の遊学の森にお

ける枯損木─枯れた樹木を伐倒除去するため

の費用などにおきまして執行残が生じたもので

ございます。

10ページをごらんください。

ここから特別会計になりますが、山林基本財

産の特別会計についてでございます。これは、

県有林の会計になります。（目）基本財産造成費

につきまして、不用額1,512万1,132円、執行率77

％となっています。その主なものは、役務費286

万7,250円と、委託料1,166万8,125円でございま

す。役務費につきましては、間伐材を市場で売

り払う際の市場に支払う手数料等が、売払量の

確定に伴いまして執行残となったものでござい

ます。また、委託料につきましては、県有林の

間伐事業とともに、作業路の補修を行う予定で

ございましたが、関係者との協議が整いません

で、事業が実施できなかったことなどによる執

行残が生じたものでございます。

11ページをお開きください。

拡大造林事業特別会計についてでございます。

これは、県行造林の会計になります。上から３

段目の（目）の拡大造林事業費の不用額が2,743

万6,590円、執行率80.7％となっております。

その主なものは、委託料1,599万7,305円と、

負担金・補助及び交付金の998万6,463円でござ

います。委託料につきましては、県行分収造林

の造成事業におきまして、作業路の開設ととも

に、間伐事業を行う予定でございましたが、現

地の状況等から作業路の開設ができなくなった

ため、執行残が生じたものでございます。また、

負担金・補助及び交付金につきましては、土地

所有者等への分収交付金に執行残が生じたもの

でございます。

決算状況の説明につきましては、以上でござ

います。

続きまして、主要施策の成果について主なも

のを御説明いたします。お手元の主要施策の成

果に関する報告書の125ページになります。１の
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自然と共生した環境にやさしい社会の（１）の

低炭素・循環型社会への転換についてでござい

ます。

新規事業「新エネルギー地産地消推進事業」

では、幼稚園や保育所に対してのモデル的な新

エネルギー設備導入への補助や県民への普及啓

発のための研修会等を実施したところでござい

ます。

みやざき新エネルギーづくり推進事業では、

県内の有識者等で構成します新エネルギー導入

促進協議会を開催しまして、ビジョンの進捗管

理や施策への提言等をいただきますとともに、

日之影町が実施しました導入可能性調査に対す

る補助等を行ったところでございます。

再生可能エネルギー等導入推進基金事業では、

災害時において、防災拠点等となります公共施

設に、太陽光発電システムを設置する５つの市

町村に対し補助を行ったところでございます。

126ページをお開きください。

改善事業「みやざき低炭素社会推進事業」で

は、事業者向けの省エネルギーセミナーの開催

や温室効果ガス排出抑制事業者の表彰等を行っ

たところでございます。

127ページをごらんください。

（２）の良好な自然環境・生活環境の保全に

ついてでございます。

改善事業「みやざき森づくりコミッション活

動強化事業」では、森林づくりを支援する組織

でございます、みやざき森づくりコミッション

の活動を促進しまして、多様な主体による森林

づくりを進めたところでございます。

改善事業「森林づくり応援団活動支援事業」

では、森林づくりボランティアの活動支援など

を行いまして、県民参加の森林づくりを推進し、

改善事業「森林環境教育活動実践推進事業」で

は、森林環境教育の実践活動に取り組む学校や

地域を支援しまして、次代を担う子供たちに対

し、森林づくりの重要性についての意識の醸成

を図ったところでございます。

128ページをお開きください。

改善事業「わが町の水とくらしを守るいきい

き森林づくり推進事業」では、過疎化や高齢化

等によりまして、森林所有者だけでは維持管理

が難しくなっている公益上重要な森林を、市町

村が公有林化する取り組みを支援したところで

ございます。

次に130ページをお開きください。

（３）の環境にやさしい社会の基盤づくりに

ついてでございます。

県民総力戦による環境実践行動推進事業では、

県民、事業者などで構成されます環境みやざき

推進協議会による環境保全の実践活動や普及啓

発に取り組んだところでございます。

環境情報センター運営事業では、環境学習の

推進拠点でございます環境情報センターにおい

て、利用者への相談対応や環境講座の開催など

を実施しますとともに、家庭から支える省エネ

ルギー・省資源推進事業では、家庭から排出さ

れます温室効果ガスを削減するため、地球温暖

化防止活動推進員の育成・活用を図りますとと

もに、節電等の取り組みにポイントを付与する

九州版炭素マイレージ制度に、九州各県と一体

となって取り組んだところでございます。

以上が主要施策の成果であります。

次に、監査指摘要望事項について、御説明い

たします。

お手元の宮崎県歳入歳出決算審査意見書、宮

崎県基金運用状況審査意見書の37ページになり

ます。

（３）の山林基本財産特別会計についてでご
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ざいます。ページの一番下の意見・留意事項等

にありますように、「多額の借入金があることか

ら、諸経費の節減に努めるなど、より効率的な

運営が望まれる」との御意見がございました。

また、ページをめくっていただきまして、38

ページになりますが、（４）の拡大造林事業特別

会計につきましても、同様の御意見をいただい

ているところでございます。

県有林と県行分収造林につきましては、これ

までも計画的な収入の確保を図りますとともに、

低利な資金への借り換え、さらには、運営経費

の節減に取り組んできたところでありますが、

今後とも、有利な補助事業の活用や収入の確保

などに努めてまいりたいと考えております。

環境森林課につきましては、以上でございま

す。よろしくお願いいたします。

○黒木環境管理課長 環境管理課でございます。

委員会資料の３ページをお開きください。

当課の決算の状況は、予算額３億5,383万7,000

円に対しまして、支出済額は３億3,538万6,074

円で、不用額は1,845万926円であります。その

結果、執行率は94.8％となっております。

次に、12ページをお開きください。

不用額の主なものとしまして、１つ目は、節

の欄、表の下から４段目の負担金・補助及び交

付金1,005万3,000円であります。これは、新築

時に合併処理浄化槽を設置する場合、また、単

独処理浄化槽もしくはくみ取り槽から合併処理

浄化槽に転換する場合等の補助でありまして、

不用の主な理由は、住宅着工件数の減少等によ

り設置基数が見込みを下回ったことによるもの

であります。

２つ目は、扶助費391万1,766円であります。

これは、旧土呂久鉱山に係る公害健康被害者に

対する補償給付等でありまして、その不用の主

な理由は、補償給付費の中の医療費の実績が見

込みを下回ったことによるものでございます。

続きまして、主要施策の成果について御説明

します。施策の報告書の132ページをごらんくだ

さい。

自然と共生した環境にやさしい社会の（２）

良好な自然環境・生活環境の保全であります。

まず、大気汚染常時監視では、大気汚染防止

法に基づき、延岡保健所測定局等の19局で二酸

化硫黄等の大気汚染物質について常時監視を行

いました。その結果、ＰＭ2.5や光化学オキシダ

ントが大陸からの越境汚染の影響等により環境

基準を未達成でございました。

次に、水質環境基準等監視では、水質汚濁防

止法に基づき、公共用水域と地下水について、

有機性汚濁物質等の状況を常時監視し、その結

果、一部の河川と地下水で環境基準を達成して

おりませんでしたが、本県の水質は例年どおり

おおむね良好な状況でございました。

133ページをごらんください。

公害保健対策では、土呂久地区住民の健康観

察検診と保健指導を実施するとともに、公害健

康被害補償法に基づき、認定患者に対して医療

費や障害補償費等の給付を行いました。

次に、浄化槽整備では、第２次生活排水対策

総合基本計画に基づき、浄化槽の整備を促進す

るため、個人と市町村が1,893基の合併処理浄化

槽を設置する場合等の費用の一部を補助しまし

た。

次に、○新浄化槽適正管理支援・強化では、浄

化槽の法定検査の受検率を向上させるため、約

３万7,000の未受検者に対し、文書等による啓発

を行い、その結果、平成26年度の受検率は52.2

％まで上昇しました。

以上が、環境管理課の決算の状況と主要施策
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の成果であります。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して特

に報告すべき事項はございません。以上でござ

います。

○温水循環社会推進課長 循環社会推進課でご

ざいます。恐れ入りますが、委員会資料の３ペ

ージにお戻りください。

当課の決算の状況は、予算額17億6,443万2,000

円に対しまして、支出済額は17億4,867万5,610

円でありまして、不用額は1,575万6,390円となっ

ております。なお、執行率は99.1％でございま

す。

次に、同じ資料の13ページをお開きください。

（目）環境保全費でありますが、不用額は1,575

万6,390円となっております。その主なものとい

たしましては、負担金・補助及び交付金1,354

万9,130円ですが、これは、循環型社会推進総合

対策におけます産業廃棄物リサイクル施設整備

費補助事業において、補助金申請を行った事業

者が事業実施のため必要となります廃棄物処理

法上の手続のおくれがありまして、年度内の事

業実施が不可能となり、申請を取り下げたこと

によります執行残でございます。

また、旅費101万5,418円ですが、これは、業

務の対応に備えまして確保していたものや、当

初予定しておりました国との協議、会議などの

ために確保していたものの執行残でございます。

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

の136ページをお開きください。

１、自然と共生した環境にやさしい社会の

（１）低炭素・循環型社会への転換であります。

まず、海岸漂着物発生抑制対策についてであ

ります。これは、県民や事業者に対し、本県に

おける海岸漂着物の現状や漂着物の発生を抑制

する取り組みの実践を呼びかける普及啓発事業

を実施したところであります。

具体的には、海岸利用時に発生したごみの持

ち帰りや日常生活で発生したごみの投棄防止な

どを呼びかけるテレビスポットＣＭの放映や、

新聞広告の掲載を行いました。また、今年度は、

県民や事業者に対する海岸漂着物の発生抑制対

策を継続しまして、海岸の良好な景観及び環境

の保全を図っていくことといたしております。

次に、廃棄物適正処理監視体制推進事業につ

いてであります。廃棄物の適正処理を推進する

ため、本課及び県内７保健所に廃棄物監視員18

名を配置いたしまして、廃棄物処理業者や排出

事業者に対する立ち入り検査、不法投棄監視パ

トロール等の監視活動を行いましたが、不法投

棄件数は減少したものの、投棄量については、

規模の大きい不法投棄事案が１件発生したこと

により増加したところであります。

今後は監視・指導の取り組みを一層強化いた

しますとともに、違反行為に対しては看過する

ことなく、厳正な行政処分等を科しまして、不

法投棄の未然防止等を図ってまいります。

次に、公共関与の推進についてであります。

エコクリーンプラザみやざきを運営管理してお

ります公益財団法人宮崎県環境整備公社に対し

まして、安定した運営を支援するため、運営費

の補助や、浸出水調整池の補強工事に要する経

費の貸付などを行いました。

続きまして、137ページをお開きください。最

後に、循環型社会推進のための総合対策につい

てであります。

循環型社会の形成のためには、県民や事業者

の理解と実践が大変重要でありますことから、

ごみ減量化テキストの作成・配布やテレビス

ポットＣＭ等による広報、排出事業者等に対す

る講習会や不法投棄防止啓発キャンペーンの実
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施など、各種の意識啓発事業に取り組んだとこ

ろであります。

また、廃棄物のリサイクルを促進するための

リサイクル施設整備費につきましては、予算で

は、２事業者への支援を行うこととしておりま

したが、先ほど御説明申し上げましたとおり、

補助金申請を行った２事業者のうち１事業者が

廃棄物処理法上の手続のおくれにより申請を辞

退したことから、残りの１事業者に対して支援

を行ったところであります。

今後とも、循環型社会の形成に向けまして、

県民や事業者の意識の向上を図りますとともに、

リサイクルの取り組み支援などにより、廃棄物

の適正処理や再生利用の促進などに取り組んで

まいります。

以上が、循環社会推進課の決算の状況と主要

施策の成果であります。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告するべき事項はございません。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○下沖自然環境課長 それでは、委員会資料の

３ページにお戻りください。

中ほどの自然環境課の欄をごらんください。

予算額46億1,038万3,000円に対しまして、支出

済額は36億931万6,733円、繰越明許費は９

億1,727万1,000円、不用額は8,379万5,267円で、

執行率は78.3％となっておりますが、翌年度へ

の繰越額を含めますと98.2％であります。

それでは、14ページをお開きください。

（目）林業総務費の不用額401万6,172円、執

行率89.7％でありますが、主なものは、下から

２行目の委託料の225万270円であります。これ

は、森林国営保険業務委託の事業費確定に伴う

執行残であります。

次に15ページをお開きください。

（目）林業振興指導費の不用額222万6,064円、

執行率83.1％でありますが、主なものは、上か

ら６行目の委託料の219万1,229円であります。

これは、荒廃渓流等流木流出防止対策事業にお

きまして、渓流内に堆積した流木等を除去して

おりますが、堆積物に含まれる流木や根株の量

が当初の見込みより少なかったため、その処分

費が減額となり執行残となったものであります。

次に、（目）森林病害虫防除費の執行率は83.2

％ですが、翌年度繰越額を含めますと99.7％で

あります。これは、２月補正で増額をお願いし

ました松くい虫伐倒駆除事業において、事業の

一部を27年度に繰り越したことによるものであ

ります。

次に、16ページをごらんください。

（目）治山費の不用額7,483万4,572円であり

ます。主な要因としましては、三股町椎八重地

区におきまして、治山ダムを発注しておりまし

たが、降雨により施工地上部で山腹が崩壊し、

施工上の安全確保が困難となったため、工事を

中止したことによるものであります。なお、中

止しました工事につきましては、工事箇所を下

流部に変更して、ことし４月に着工しておりま

す。また、執行率78.0％でありますが、国の緊

急経済対策に伴う補正の関係等により、事業の

一部を27年度に繰り越したことなどによるもの

でありまして、翌年度繰越額を含めた執行率

は98.3％であります。

17ページをお開きください。

（目）公園費の不用額166万7,514円でありま

す。主なものは、まず、下から４行目の委託料

の71万4,725円でありますが、自然公園の維持管

理経費の執行残であります。次に、その下の工

事請負費88万3,565円でありますが、高原町御池
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の遊歩道復旧事業におきまして、当初、山側へ

の迂回路を計画しておりましたが、迂回せずに

復旧工事が実施できたため、施工費が減額とな

り執行残となったものであります。また、執行

率59.3％でありますが、国の緊急経済対策に伴

う補正の関係等により、事業の一部を27年度に

繰り越したことなどによるものでありまして、

翌年度繰越額を含めた執行率は98.1％となりま

す。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。主要施策の成果に関する報告書の139ペー

ジをお開きください。

１の（２）良好な自然環境・生活環境の保全

についてであります。生物多様性地域保全活動

推進は、宮崎県野生動植物の保護に関する条例

に基づき、希少動植物の保護・保全を推進する

ものであります。主な実績でありますが、高千

穂町で開催しました重要生息地に関する地元講

演会には、保全活動に取り組んでおられる地元

の方など18名に参加していただきました。また、

本年３月には、生物多様性地域戦略としまして、

みやざき自然との共生プランを策定したところ

であります。

次に、松くい虫伐倒駆除と、その下の松くい

虫薬剤防除は、松くい虫による被害を防止する

ため、主に海岸沿いの松林を対象に、被害木の

伐倒駆除や薬剤散布等を実施いたしました。

次に、140ページをお開きください。

「地域でシカ捕獲対策強化事業」では、関係

市町村と連携して、鹿の有害捕獲１頭当た

り2,000円の助成を行いました。農政水産部が所

管する交付金8,000円と合わせると１頭当たり１

万円の助成となり、有害捕獲の促進に寄与する

ことができました。

次の有害鳥獣捕獲活動支援では、関係市町村

と連携しまして、有害鳥獣捕獲班や野生猿特別

捕獲班の捕獲活動に対して支援を行いました。

これらの事業によりまして、平成26年度の有害

捕獲数は、前年を大きく上回ったところであり

ます。今後とも、市町村や関係機関等と連携し

まして、農林作物の被害軽減に向けて、有害捕

獲の強化等に努めてまいります。

次の自然公園等利用施設整備事業は、市町村

と連携して整備を行うもので、26年度は、日向

岬園地の歩道のり面保護や都井岬博物展示施設

のトイレ改修などを実施いたしました。

次に、142ページをお開きください。

２の（１）安全で安心な県土づくりについて

であります。

山地治山は、台風や集中豪雨による荒廃山地

の復旧整備や災害の未然防止のため、治山ダム

などを設置するもので、26年度は45カ所を整備

いたしました。次の保安林整備は、保安林の機

能を回復するため、植栽等の改良事業や下刈り

・除間伐等の保育事業を実施するもので、26年

度は53カ所で事業を実施いたしました。

次に、143ページの県単治山事業とその下の県

単補助治山事業であります。これらの事業は、

国庫補助の対象とならない小規模な施設整備を

行うもので、26年度は、合計で40カ所を実施い

たしました。今後とも、県民の生命や財産を保

全するため、山地災害の防止及び軽減に努めて

まいります。

主要施策の成果については、以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はありません。

自然環境課からは以上であります。よろしく

お願いいたします。

○西山森林経営課長 森林経営課でございます。

委員会資料の３ページをお開きください。
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森林経営課の一般会計の決算状況は、予算

額109億1,833万3,039円に対し、支出済額が79

億6,917万4,497円、繰越明許費が27億3,713

万4,000円で、不用額は２億1,202万4,542円であ

ります。この結果、執行率は73％ですが、事業

主体が事業を27年度へ繰り越したことなどによ

る翌年度繰越額を含めますと98.1％であります。

それでは、目ごとに説明いたします。18ペー

ジをお開きください。

（目）林業振興指導費の不用額808万4,023円

であります。主なものは、委託料の180万7,149

円です。これは、右の説明欄の森林計画樹立事

業におきまして、委託料の入札残等であります。

また、負担金・補助及び交付金362万4,613円で

あります。これは、森林整備地域活動支援交付

金や基幹林業作業士養成事業の事業費確定に伴

う執行残等であります。

19ページをお開きください。

（目）造林費の不用額276万2,237円でありま

す。これは、全て負担金・補助及び交付金であ

りまして、間伐推進加速化事業の事業費確定に

伴う執行残等によるものです。この造林費の執

行率は80.7％ですが、未利用間伐材利用促進対

策事業等において、翌年度繰越額を含めます

と99.9％となります。

次に、20ページをごらんください。

（目）林道費の不用額1,262万5,629円であり

ます。主なものは、負担金・補助及び交付金

の1,250万1,010円であります。これは、平成25

年度から26年度に繰り越した森林路網整備加速

化事業の事業費確定に伴う執行残等によるもの

です。この林道費の執行率は67.7％ですが、道

整備交付金事業等における翌年度繰越額を含め

ますと99.8％であります。

次に、21ページをお開きください。

（目）林業試験場費の不用額157万742円であ

ります。主なものは、下から７段目の委託料95

万1,795円であります。これは、林業技術センタ

ーの施設管理委託における入札残等によるもの

です。

次に、22ページをごらんください。（目）林業

災害復旧費の不用額１億8,698万1,911円であり

ます。主なものは、負担金・補助及び交付金１

億7,044万円であります。これは、１月以降の災

害に備えてその復旧のための予算を確保してい

ましたが、幸い、大雨等による林道施設災害が

なかったことなどによるものであります。した

がいまして、この林業災害復旧費の執行率は51

％で、翌年度繰越額を含めましても71.4％であ

りますが、先ほど言いましたように、災害がな

かったこと等によるものでございますので、必

要な復旧事業については全て実施しております。

決算の状況については、以上であります。

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

の145ページをお開きください。

（１）の安全で安心な県土づくりについてで

あります。

改善事業「水を貯え、災害に強い森林づくり」

では、森林環境税を活用して、荒廃した林地の

広葉樹造林を11市町村で76ヘクタール、また、

針広混交林へ誘導するための間伐を11市町村

で201ヘクタール実施しました。

新規事業「水源地域保全推進」では、水源地

域保全シンポジウムの開催やリーフレットの作

成などにより、水源地域の保全の重要性や条例

の普及啓発・周知に努めました。

147ページをごらんください。

（１）の持続可能な森林・林業の振興につい

てであります。森林整備地域活動支援交付金で

は、森林所有者等が市町村長との協定に基づい



- 10 -

平成27年10月２日(金)

て実施する作業道の改良などの地域活動に対し

て、宮崎市ほか17市町村に補助金を交付しまし

た。

148ページをお開きください。

林業普及指導では、森林所有者等に対する巡

回指導を県内９普及指導区で実施したほか、み

やざき林業青年アカデミーなどの各種研修によ

り、人材の育成を行いました。

149ページをごらんください。

森林整備では、森林資源の循環利用を図るた

め、造林や下刈り、除間伐等の森林整備を県内

全ての流域で１万1,519ヘクタール実施いたしま

した。

次に、道整備交付金から、次の150ページの山

のみち地域づくり交付金及び林業専用道整備で

は、諸塚村の黒岳線ほかにおいて林道の開設・

改良等を実施しました。

次に、林道災害復旧では、五ヶ瀬町の荻原・

波帰線ほかにおいて、台風等により発生した林

道施設災害の復旧に努めました。

主要施策の成果については、以上であります。

今後とも適正な事業執行に努めてまいりたいと

考えております。

最後に、監査における指摘事項について説明

いたします。再度、委員会資料の６ページをお

開きください。

指摘事項の①収入事務についてであります。

林業技術センターでの、「自動販売機設置に係る

公募型財産貸付料について、調定の時期が適当

でないものがあった。留意を要する」との指摘

であります。

本来は、年度当初に年間貸付料を調定すべき

ところを、12月に調定してないことに気づき、

おくれて調定を行ったものであります。今後は、

収入すべき事実が発生したときに直ちに調定を

行うよう職員の意識づけを行うとともに、貸付

台帳等と調定元帳の突合を行うことにより、適

正な事務処理に努めます。

次に、②支出事務についてであります。

森林経営課の森林路網整備専門技術者養成事

業委託について、２つの契約がありますが、ま

ず、平成26年度から27年度に繰り越しした事業

において、「実績報告書の未提出により、概算払

をした委託料の額の確定を行っていないものが

あった」。また、26年度に完了した同事業におい

て、「事業完了届出書等が提出されているにもか

かわらず、委託料の額の確定を行っていないも

のがあった。善処を要する」との指摘でありま

す。これにつきましては、どちらとも、直ちに

委託料の確定を行ったところであります。今後

は、チェック体制を強化するなど、事務の適正

な執行に努めてまいります。

森林経営課からの説明は以上です。よろしく

お願いいたします。

○石田山村・木材振興課長 山村・木材振興課

でございます。委員会資料の３ページをお開き

ください。

一般会計の山村・木材振興課の欄をごらんく

ださい。予算額139億3,583万8,000円に対しまし

て、支出済額98億8,132万4,025円、繰越明許費

といたしまして26億3,229万9,000円、不用額は14

億2,221万4,975円となってございまして、執行

率は70.9％でございます。なお、繰越額を含め

ますと、執行率は89.8％となっております。

次に、特別会計の山村・木材振興課の欄をご

らんください。

予算額２億5,729万5,000円に対しまして、支

出済額8,033万994円、不用額１億7,696万4,006

円となっており、執行率は31.2％となっており

ます。
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続きまして、一般会計の内訳について御説明

申し上げます。委員会資料の23ページをお開き

ください。

ページの中ほどにございます（目）林業振興

指導費でございますが、先ほどと同じく不用額

は14億2,221万4,975円、翌年度繰り越しを含め

た執行率は89.8％となっております。

主なものといたしましては、まず、需用費158

万1,813円であります。こちらにつきましては、

木材利用技術センターの試験体材料費ですとか、

施設管理費等の執行残によるものでございます。

また、24ページ、負担金・補助及び交付金の14

億1,776万7,859円でございますが、これは、森

林整備加速化・林業再生事業におきまして、串

間市で計画されておりました発電施設において

最後に補助を辞退されたこと等によるものでご

ざいます。

次に、特別会計について御説明申し上げま

す。25ページをお開きください。

林業改善資金についてでございます。これは、

林業・木材産業の施設整備などに対して貸し付

ける無利子の資金でございますが、不用額は、

上から３段目の（目）林業振興指導費１億7,696

万4,006円、執行率は31.2％となってございます。

これにつきましては、国の補助事業でございま

す森林整備加速化・林業再生事業に積極的に取

り組みました結果、融資から、より有利な補助

へと流れたために、貸付金の執行残が生じたも

のでございます。

決算状況の説明につきましては、以上でござ

います。

続きまして、お手元の主要施策の成果に関す

る報告書の153ページをお開きください。

１の（１）持続可能な森林・林業の振興につ

いてであります。下の表をごらんください。主

な事業の、林業・木材産業改善資金では、高性

能林業機械や林内作業車など林産物の新たな生

産方式の導入や、作業員のための防振装置つき

の刈払機など、安全衛生施設等の導入資金とい

たしまして、7,797万2,000円を無利子で融資い

たしまして、効率的な施業や生産基盤の整備、

就労環境の改善など、林業・木材産業の経営改

善に努めたところでございます。

次に、新規事業「天然乾燥材品質向上促進」

についてでございます。品質の確かな製品の加

工・供給体制の整備・充実や、品質・性能の確

かな、みやざきスギブランドの確立を図るため、

天然乾燥ＪＡＳ規格を満たす製材・加工技術及

び品質・性能の向上などの取り組みに対しまし

て支援を行ったところでございます。

次に、154ページをお開きください。

森林整備加速化・林業再生事業についてでご

ざいます。森林組合や民間事業体を対象といた

しまして、高性能林業機械の導入や木材乾燥機、

製材加工機械等の木材加工流通に係る施設整備

への支援を行いまして、県産材の安定供給体制

の整備に努めますとともに、児童福祉施設など

の木造公共施設、新製品の開発等に対する支援

を行いまして、県産材の利用促進に取り組んだ

ところでございます。

また、森林・林業を担う人材を育成するため、

素材生産を低コストで行える人材の育成や労働

災害防止対策等に対しまして支援を行ったとこ

ろでございます。

なお、平成27年度への繰越事業といたしまし

ては、高性能林業機械の導入や木材加工・流通

施設等の整備、また、木質バイオマスエネルギ

ー利用施設といたしまして、温泉の加温用のボ

イラー、さらには県産材の利用推進のために、

ＣＬＴの建築物の実証ですとか、新規用途導入
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に対する支援を行っているところでございます。

次に、下から２段目の新規事業「森林バイオ

マス地域再生」事業でございます。林地残材の

利用を山元への利益につなげるために、中間土

場の設置、木質バイオマス発電等に対する効率

的な供給体制の構築に対しまして支援を行った

ところでございます。

156ページをお開きください。

改善事業「みやざきスギ住まいづくり支援」

であります。県産材の需要拡大並びに大径材の

利用促進を図るため、住宅の新設に対しまして

使用する県産材の購入経費の一部を助成したも

のでございます。

次に、157ページをお開きください。

改善事業「木のある豊かなまちづくり促進」

でございます。県産材利用拡大を通じた林業の

振興と地域の活性化を図るため、波及効果の高

い公共施設の木造化の支援を行ったところでご

ざいます。

次に、改善事業「みやざき木づかい実践」で

ございます。県産材の需要喚起による木材関連

産業の活性化や県産材の地産地消を促進するた

め、木材のよさや利用することの意義につきま

して、理解と認識を深める県民参加による、木

づかい運動を行ったところでございます。

次に、木材利用技術センター運営でございま

す。これは、杉材の利用について幅広くＰＲす

るためのフォーラムの開催、川崎市で開催いた

しました都市の森林フォーラムの開催ですとか、

大径材の有効活用方法などを内容といたしま

す17の課題につきまして、試験研究に取り組む

とともに、市町村や民間企業等からの公共施設

の木造化等に関する技術相談に対しまして、指

導や助言を行ったものでございます。

158ページをお開きください。

林業担い手総合対策基金であります。林業後

継者の育英資金の貸与や、就業相談会等の実施

による新規就業者の確保を初め、就業者の定着

を図るために、緑の雇用事業の研修修了者を雇

用した事業体に対し支援を行ったところであり

ます。

また、森林境界の明確化や労働保険等の掛金

の助成などによる就労条件等の整備や将来の素

材生産の増加等に適切に対応できる中核となる

認定林業事業体の育成などに取り組んだところ

でございます。

159ページをごらんください。

改善事業「乾しいたけ消費・販路拡大緊急対

策」であります。安全・安心な県産乾シイタケ

のＰＲや消費拡大を図るため、産地表示の適正

化の徹底、また、消費・販路拡大活動等への支

援を行ったところであります。

次の新規事業「特用林産物新ブランド確立」

であります。全国的に供給が不足してございま

す国産の白炭や山菜などの特用林産物の振興を

図るため、生産技術の向上、県産ブランドの確

立、県産品のＰＲ強化及び販売体制の整備等へ

支援を行ったところであります。

以上が、決算状況と主要施策の成果について

でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

て、当課といたしまして、特に報告すべき事項

はございません。

山村・木材振興課からは以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○渡辺主査 ありがとうございました。執行部

の説明が終了しました。委員の皆様から御質疑

はありませんでしょうか。

○右松委員 環境森林課ですが、全体的な執行

率は99％ということで。先ほど御説明いただい
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た10ページの委託料の1,166万8,000円、作業路

整備において関係者間の協議がうまくいかな

かったということ。それから次の11ページで、

こちらも委託料で1,599万7,000円、分収造林で

作業路の開設ができなかったという説明をいた

だいたところです。林内路網密度は日本一と説

明をいただいて、平成25年度の実績が１ヘクタ

ール当たり37.3メートルで、今一生懸命頑張っ

ていただいているんだと思います。そういった

中で、この不用額は、業者側の労力の問題なの

か、委託料の問題なのか、どういう状況なのか

教えてもらうとありがたいです。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 委託料

で２つ不用額が出てますけれども、10ページの

件につきましては、補修しまして、その先で間

伐をやる予定にしておりましたが、手前のほう

で民間の伐採作業が出てきまして、競合すると

いうことで、いろいろ調整したんですけれども、

年度内にこちらの作業を終えることができない

ような感じになりましたので、翌年度の見送り

にしたところです。

もう一方の11ページのほうですけれども、こ

ちらについては、間伐を予定してたんですけれ

ども、そこまで道がないので、道を抜いてから

作業ということで考えておりました。この現場

については、費用負担者が森林整備センターで、

昔の森林開発公団になりますけれども、現場の

条件が非常に厳しくて、当初予定した金額より

余計金がかかるという相談をしたんですけれど

も、費用負担者として了解が得られなくて取り

やめたということでございます。

○右松委員 森林経営課に林道費が出ています

が、ちょっと兼ね合いは別に置きまして、不用

額で執行残の部分を翌年度繰り越しで99％で、

この部分に関しては、翌年繰り越しでよかった

んでしょうか、この不用額に関しては。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 特別会

計で、県有林と県行造林を管理しておりますけ

れども、その中で不用額が出た分につきまして、

翌年度にまた特別会計の中で使わせていただい

ている状況でございます。

○右松委員 10ページと11ページに関して委託

料の不用額、大体例年の傾向を最後にちょっと

教えてもらうとありがたいです。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 特別会

計の中で執行しているということで、収入の状

況等を見合わせながらということになりまして、

実施のほうが後追いみたいなところもありまし

て、委託料の執行残が例年出ている状況でござ

います。

○右松委員 大体状況がわかりましたので、以

上でいいです。

○押川委員 環境管理課にお願いいたしますが、

負担金・補助及び交付金、先ほど新築の件数の

問題と、単独から合併浄化槽へということで、

計画ではどのぐらいのものがあって、今回この

実績として何戸ぐらいだったのかを教えてくだ

さい。

○黒木環境管理課長 実際つけた基数は1,893基

なんですが、当初予定しておりましたのはプラ

ス83基です。

○押川委員 単独から合併浄化槽への転換はど

のくらい。

○黒木環境管理課長 1,893基の中で、新築は952

基、転換の中の単独が533基、くみ取りが408基

でございます。

○押川委員 計画に対して、新築も若干減った

ことと、単独から合併浄化槽へということであ

りますけれども、執行残が1,000万円ぐらいであ

りまして、これは、翌年度に繰り越しなのか、
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もうこのまま26年度分で不用額という処理です

か。

○黒木環境管理課長 この1,000万円は繰り越し

ではございません。

○押川委員 できるだけきれいな水を河川に流

そうということで、こういう事業に取り組んで

いらっしゃるわけでありますから、計画に沿っ

た形の中で、新築は別としても、単独から合併

浄化槽への転換は、しっかり計画に沿って実施

してもらうということでお願いをしておきたい

と思います。

それから、その下、扶助費でありますが、土

呂久公害の医療費の補助金が少なかったと説明

があったと思いますが、現在、医療費を支給さ

れている人数はどのくらいになっているのか、

わかれば教えてください。

○黒木環境管理課長 済みません、後でお答え

いたします。

○徳重委員 山村・木材振興課の156ページです

が、みやざきスギ材の支援事業、大径材部門の

新築がたった２件ですよね。これはどういうこ

とですか。

○長友みやざきスギ活用推進室長 これは大径

材を活用した非住宅施設への補助でございまし

て、昨年度は、福祉施設の支援、ホテルの内装

木質化に使っております。

○徳重委員 この２件しか申請がなかったと理

解していいんですか。

○長友みやざきスギ活用推進室長 申しわけご

ざいません、ちょっと確認を。質問は、みやざ

きスギ住まいづくり支援のほうですか。

○徳重委員 そうです。

○長友みやざきスギ活用推進室長 済みません。

その下のほうを答えてしまいました。

上のほうの大径材につきましては、５戸を予

定していたんですけれども、申し込みが２件だ

けでした。大径材を使った梁桁を使った住宅と

いうことで対象にしております。

○徳重委員 27年度予算は540万円で、倍以上に

なってますよね。そういうところを考えると、

これはどう理解していいのか。

○長友みやざきスギ活用推進室長 26年度は、

構造材部門と大径材部門を合わせまして20戸の

補助を予定したんですれども、実際、申し込み

が61人ございまして、多かったものですから、27

年度予算につきましては、45戸分上げさせてい

ただいております。

○石田山村・木材振興課長 若干補足をさせて

いただきたいと思います。

平成26年度におきましては、国のいわゆる木

材利用ポイント事業というのがございまして、

従前は国交省さんの補助金を半分入れて、30戸

ほどの支援をしていたんですけれども、これに

つきましては、国の補助事業と国の補助事業を

重ねて使えないことになりましたので、木材利

用ポイント事業とあわせて使えるように、１回

国の補助分を外したということで、予算を半分

にさせていただいて、対象戸数は一緒。いわゆ

る木材利用ポイント事業と併用ができるように

したものでございます。平成27年度は、その木

材利用ポイント事業がなくなりましたので、も

との形に戻しまして、国の補助事業とあわせて

事業費をもとに戻させていただいているという

形で予算を組ませていただいているところでご

ざいます。

○徳重委員 わかりました。それから、負担金

・補助及び交付金が、１カ所辞退されたという

ことですが、どういう理由で辞退されたのか。

○石田山村・木材振興課長 こちらにつきまし

ては、串間市で木質バイオマス発電、どちらか
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といいますと、ガス化発電というちょっと変わっ

た形態をとった発電を計画している事業体がご

ざいまして、こちらのほうで補助の申請が上がっ

てきて予算化をさせていただいたものでござい

ます。

当初、計画どおり進んでいたところでござい

ますが、九州電力さんの接続について一部保留

をかけられたこともございまして、いわゆる補

助裏、補助の裏負担の分につきまして、金融機

関さんが辞退をされてしまったと。その間、新

しい補助裏の資金を確保するためにいろいろ奔

走されまして、年度末になって補助裏のお金は

集まったんですけれども、その時点で事業主体

とその補助裏を支援していただく方との間のお

話の中で、取り組むのであれば、新しい形態の

大きないわゆるガス化の発電ではなくて、全体

を見直して小規模なものに取り組むべきではな

いかと、１回全部計画を白紙にさせていただき

たいという申し出がございまして、辞退の届け

出が出たのが経緯でございます。

○徳重委員 というと、再度新しく出てくる可

能性があると理解していいんですか。

○石田山村・木材振興課長 現在、こちらの国

の森林整備加速化・林業再生基金、もしくは今

交付金になっている事業ございますけれども、

この事業の中身につきましては、補助のメニュ

ーといたしまして、発電所本体への支援は既に

なくなってございますので、補助金として手が

挙がってくることは制度上ないということでご

ざいます。

○渡辺主査 環境管理課長、先ほどのよろしい

ですか。

○黒木環境管理課長 平成26年度末現在で194名

の方が認定されてまして、そのうち49名が生存

されています。その49名全員がこの医療費等の

給付を受けてらっしゃいます。中身は、薬代と

か診察代とか入院費とかでございます。

○押川委員 49名の方が認定を受けられて、医

療費の補助をされているということで、今回の

この不用額がなぜ発生したかを教えてください。

○黒木環境管理課長 医療費、特に入院とか手

術をされた場合に、全額補償給付するわけです

けれども、それを見込んで、多目に予算を組ん

でましたけれども、その実績が少なかったとい

うことで、例年このぐらいずつ不用額が生じて

おります。

○押川委員 わかりました。ちょっと勉強で教

えてください。そういう認定をされる人たちは

今後多くなってくるのか、それとも、これが最

高で徐々に減ってくる傾向か、どのような状況

なんでしょう。

○黒木環境管理課長 認定患者につきましては、

例えば、平成24年が３名、平成25年が１名とい

うふうに、ことしももう既に１名の方が認定さ

れておりますが、例年一、二名ずつ出ておりま

す。減っているとか、ふえている状況ではござ

いませんが、今後も少しずつではございますが、

増加傾向にあるんじゃないかと思っております。

○押川委員 わかりました。

139ページの自然環境課の松くい虫伐倒駆除で

ありますが、26年度は、伐倒はどのぐらいされ

たのか、本数等と、その地域。

○下沖自然環境課長 伐倒駆除については、特

別伐倒駆除376立方ありますけれども、宮崎市

で215立方、新富町で161立方となっております。

本数はカウントしていないところでございます。

立米といいますか、立方メートル換算でしてお

ります。

○押川委員 例えば、宮崎市、一ツ葉当たりを

想定した場合に、どういう状況の中で伐倒され
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ているか、続けてされているのか、本当に松く

い虫の被害に遭っているのだけをどんどん切っ

ていかれる状態なのか、周辺まで一緒にされる

のかを教えてください。

○下沖自然環境課長 踏査といいますか、現地

調査しまして、枯れているものは大体わかりま

すので、まず、それを伐採します。伐採する時

期が決まっておりまして、夏場に伐採しますと、

根株から、やにとかが出まして、結構強い匂い

がするもんですから、それに松くい虫が寄って

くるので、時期的には春先から夏場を除いて、

秋から冬の間に伐倒するということで、調査を

かけながら伐倒している状況でございます。

○押川委員 県内で広がりはどういう状況です

か。海岸線がほとんどでしょうけれども。

○下沖自然環境課長 近年、3,000から4,000立

方メートルぐらいで推移しておりますけれども、

昨年から一昨年の高温と少雨で、今、4,000立方

近くになりまして、増加傾向にはございます。

ただ、松自体の数も少なくなってきておりま

して、もっと重点的に駆除、防除なりをやって

いかないといけないと考えております。

○押川委員 今言いましたように、宮崎の一ツ

葉あたりを近辺として県北までずっと見た場合

に、広がりぐあいは、皆さん方が見られた中で

どういう状況ですか。

○下沖自然環境課長 大体海岸部に集中してお

りまして。以前は、入郷とか山間部にもあった

んですけれども、今、特別防除すべき松林をこ

ちらで指定しておりまして、それにあわせて、

海岸部の潮害防備林とか、そういった保全すべ

き松林が多いところを重点的に防除しないとい

けないということで。広がりとしましては、そ

んなに広がってないんですけれども、やはり海

岸部に松の多いところに集中している状況でご

ざいます。

○押川委員 それで、その下の松くい虫の薬剤

防除ですが、空中散布ということでありますが、

時期はいつぐらいにされているんですか。

○下沖自然環境課長 原則２回やっておりまし

て、大体５月に１回、６月に１回で、２回防除

しております。

○押川委員 大体、ふ化する時期と幼虫から成

虫になる時期が５月、６月。雨季時期が一番か

なと聞いておったんですが、県としては、その

時期に間違いなく２回は散布はされているとい

うことですか。

○下沖自然環境課長 確実に２回実施しており

ます。

○押川委員 この間、海岸から一ツ葉のほうを

見たんですが、かなり紅葉があるぐらい枯れが

激しいんです。なぜそういう状況になっている

のかなということで、空中散布の時期がずれて

いるんではないかという話をちょっと聞いたも

のですから。これが、今言われたとおりの５月

から６月ぐらいであれば、私たちが専門家に聞

いた話と間違いないなとは思ってますから、そ

ういう時期にされているということで。ちょっ

と一ツ葉の今の状況は激しいんじゃないかなと

いう気がするんですが、最近見られましたか。

○下沖自然環境課長 いろいろ地元の方とか、

要望といいますか、そういった情報がありまし

て、こちらとしましても、現地確認等やってお

ります。確かに枯れておりまして、いろいろ防

除を徹底してやっているんですけれども、なか

なか減らない状況がございます。

今、予算組んでおりますけれども、不足する

ようであれば、補正等をお願いしないといけな

いと考えているところでございます。

○押川委員 やはり、サーフィンも最近多くなっ
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てきているし、特に、海岸線にゴルフ場もある

わけでありまして、県外からも相当お見えにな

る。観光地宮崎としてのイメージとしても、や

はり、この松の枯れはいかがなものかと我々も

ちょっと心配しておりますから、しっかり効果

のある形で防除されて本当かなと思います。

今、お答えがあったとおり、それでもだめと

いうことなら、これ以上なかなか言えないわけ

でありますけれども、観光地宮崎として、そこ

あたりはしっかり対策をやってほしいと思って

おりますから、お願いをしておきたいと思いま

す。

それから、森林環境課で、148ページ。試験研

究でコンテナ苗を今回もいろいろ実証していた

だいているんですが、これによって、どれだけ

今、再造林が進んでいるか、わかれば教えてい

ただきたいと思います。

○西山森林経営課長 今、宮崎県の森林資源が

充実して、主伐期に入っておりまして、我々と

しましては、そこをいかに植えていくかという

ことで。

ことしの春、それから、去年の春、苗木が不

足したということで、今年度も新規事業で苗木

対策をするようにしております。その中で、こ

こにある試験研究の中で、Ｍスターコンテナ苗

というのを試験場で独自に開発したんですけれ

ども、そういうのを使って、今増産をしている

ところであります。このコンテナ苗を使うこと

で、通常、春に植えるんですけれども、秋にも

植えられることで、切った後すぐ植えることで、

地ごしらえ経費やらが減るということで、非常

に有効な苗だと思っております。今回の新規事

業でもそうですけれども、コンテナ苗をどんど

んふやしていきたいと考えております。

○押川委員 しっかりこのコンテナ苗ができる

ことによって、切ってすぐ再造林ができる形の

中で今後も努力をお願いしておきたいと思いま

す。

引き続きでありますけれども、花粉の少ない

森づくりということでありまして、花粉の少な

い苗木の植栽とありますが、どういったものが

花粉がないということで植栽をされているのか、

お聞きをしておきたいと思います。

○西山森林経営課長 林木育種センター等で、

そういう選抜をしておりまして、高岡１号、姶

良20号が花粉が少ないので、その苗を今度は母

樹にして、そこからとった穂木を挿して苗をつ

くるということで、ここにありますように、

今、75万本が生産されていると。この事業につ

きましては、通常の苗と花粉の少ない苗をつく

るための経費が３円ほど差があるんですけれど

も、その分を助成するということで、75万本を

掛けた225万円を予算計上しているところです。

今後とも、花粉の少ない苗は大事でありますの

で、さらに増産していきたいと思っております。

○押川委員 この75万本は、今、苗の状態なの

か。既にもう植栽をされているということでい

いんですよね。

○西山森林経営課長 26年度で75万本生産して、

既に山に植わっております。

○押川委員 どのような地域にこの花粉の少な

い苗の植栽をされているのかお聞きをしておき

たいと思います。

○西山森林経営課長 具体的にちょっと持ち合

わせがないんですけれども、街場を中心に植え

ようとしているところであります。これにつき

ましては、花粉が少ないことだけを目的とする

んじゃなくて、当然、花粉も少ないし、林業と

して形質もいいので、両方兼ね備えた苗という

ことで今推奨しておりますので、県下全部どこ
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に植わっても林業としてもいいのかなと思って

おります。基本的には街場を中心にして植えて

いこうと考えております。

○押川委員 やはり、花粉症の方も結構いらっ

しゃると思いますから、そういうことの対策と

理解をしたいと思います。

それから、その下ですけれども、未利用間伐

材の予算額６億5,498万円でありますが、決算額

がゼロということでありますが、このことを

ちょっと教えてください。

○西山森林経営課長 これにつきましては、国

の補正予算でありまして、うちもこの分を利用

して２月補正でお願いした事業でございます。

２月ですので、工期が全然足りないということ

で、全額を繰り越して今事業を実施していると

ころでございます。

○押川委員 わかりました。

山村・木材振興課、木造公共施設整備等の支

援で、ＣＬＴ、今ちょっと話題になっておりま

すし、本県は林業県でありますから、ＣＬＴを

という話をしております。串間市で実施をされ

ると書いてあるんですが、ちょっと内容を教え

てください。

○長友みやざきスギ活用推進室長 これにつき

ましては、日南市にありますウッドエナジーと

いう集成材工場がございますけれども、そちら

でＣＬＴに取り組みたいということで、３階建

ての事務所をＣＬＴで建てる実証試験になって

おります。

○右松委員 先ほど環境森林課の拡大造林事業

の特別会計で伺ったんですが、20ページの森林

経営課の林道費、一般会計のほうでちょっと伺

いたいんですが、予算額が57億円、支出済みが38

億円で、18億円翌年度に繰り越しをしているわ

けでありますけれども。繰越額が18億円で、執

行率が67.7％、翌年繰り越しで99.8％になりま

すけれども。今年度の執行額、翌年に18億円繰

り越すことに関しての見解というか、御認識を

伺いたいと思います。

○西山森林経営課長 林道につきましては、起

点、終点があって、両方から攻めてきて工事を

やるということでございまして、前年度分の工

事が終わってないと、次の工事ができないよう

な状況でございまして。24年度には、国が大型

補正、当年度と同じぐらいの予算がついたこと

がありまして、その分が繰り越しになって順々

に先送りになっているということでございます。

○右松委員 早期発注で平準化を図ってほしい

と常々言っているわけです。毎年毎年そういう

形で、繰り越しが繰り延べされていくというこ

と、どこかでやはり調整をしていくことはでき

ないものか、そのあたりを伺いたいと思います。

○西山森林経営課長 早期発注は当然やるべき

話だと思っております。繰り越しはしています

けれども、今も現場は、前年度の工事をまだやっ

ているということで、現場が休んでいるわけで

はございません。委員おっしゃったように、少

しでも前倒しを。前が終わらないとできないん

ですけれども、少しでも前倒しをしたいので、

いろいろ工夫しながら、１カ月でも早く、繰り

越した分を早急に発注したいということで。今

秋になって前年度の繰り越した分がやっと終

わったぐらいですので、すぐまた発注の手続を

していきたいと思っております。

○右松委員 労力の問題の話とか、あるいは入

札不調の問題とかいろいろ具体的な中身につい

て伺いたいところですけれども、先ほど、やは

り、林道と森林作業道の組み合わせといいます

か、適切に組み合わせていく形でつくっていか

なければならないわけですが、そういった方向
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性というか、内訳を細かく聞くわけにはいきま

せんけれども、どういった部分の難しさか、例

えば、林道作業道の割合、適切な組み合わせの

難しさとか、そのあたりの現状を教えてもらう

とありがたいなと思います。

○西山森林経営課長 林道は、去年の実績でい

いますと、14.3キロほど抜いております。作業

道が120キロぐらい抜いているんですけれども。

林道は、事業費にもよりますけれども、工事の

期間が８カ月、ほぼ１年。県北、標高の高いと

ころは雪とかありますので、１年ずつおくれて

いるような状況でございます。作業道について

は、距離もそんなにないし、メーター2,000円と

かという話ですので、手前が終わらないと先に

いけないという話じゃありませんので、そうい

う作業道等については、新しい箇所を探してやっ

ていく努力をしたいと思います。林道について

は、繰り返しになりますけれども、例えば、300

メーターやるのに、6,000万円の事業でやると８

カ月はかかるということで、それが終わらない

と資材搬入路がもうそこしかないもんですから。

ということで、難しい面はございますけれども、

今後とも、おっしゃったように、少しでも早く

前倒し前倒しは心がけたいと思います。

○右松委員 バイオマスの燃料の林地残材とか、

そういった分もありますので、ぜひとも早期発

注で平準化をできるだけ図っていく、その姿勢

はしっかりと貫いてもらいたいと思います。

○徳重委員 先ほど押川委員がおっしゃった松

くい虫。おっしゃるように、かなりやられてい

る状況にあります。シーガイアのサミットホー

ルあたりに上がると、シーガイアの部分につい

ては、ほとんど枯れてないというか、全然見当

たらない状況です。隣接しているわけですから、

これは大変なことになるんじゃないかと心配し

ているところですが、県が防除しているんだっ

たら、シーガイアさん等との連携というか、や

はり、一緒にやっていくことが基本でなければ

いけないんじゃないかと。全体がよくならなけ

れば、もしも、また一方から入り込むことにな

ると、大変なことになるかなと思ってます。シ

ーガイアさんとの防除について連携はとって

らっしゃるのかどうか。

○下沖自然環境課長 一ツ葉海岸周辺の松林は、

国有林と県有林、民間、先ほど言われましたフェ

ニックスシーガイアリゾートとの３者、それか

ら宮崎市と民間とございまして、同時に、それ

ぞれ協力して、ヘリコプター１機で一緒に防除

していく協力体制をとっております。

フェニックスシーガイアリゾートさんのほう

は、やはり観光地ということで、松に対して１

本１本樹幹注入といいますか、松の木に直接薬

剤を注入して枯れないような、かなり費用もか

かりますけれども、そういった措置をしながら

防除をやっている状況でございます。

○徳重委員 そうすると、最悪の場合、松くい

虫の場合は、今までの例からして、もう一遍に

ばっと広がっていくような可能性を感じている

わけです。シーガイアのほうはちゃんとやって

いると、うちのほう、ほかの団体、宮崎市なり

それぞれのところは空中防除でそれまでという

ことになりますと、やはり、虫は防除のないほ

うに行っちゃう。周りが全滅するような可能性

は考えられないのか。

○下沖自然環境課長 松くい虫被害も、全国的

に見ると若干減っているところがあるんですけ

れども、なかなか根絶はできないということで、

非常に苦労しているところでございます。昨年

度も、見える部分といいますか、枯れた部分に

ついては、全て伐倒はしているんですけれども、
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その後にまた、それ以前に入ってた松くい虫と

いいますか、マツノザイセンチュウという線虫

なんですけれども、それがまだ防除し切れなかっ

た部分があって、なかなか難しい状況になって

おります。

あと、１点言い忘れたところがあったんです

けれども、ヘリコプターで防除できないところ

については、消防ホースみたいな、かなり大き

なもので地上から薬剤を散布して、ヘリコプタ

ーの空中防除とあわせて地上のほうで散布を

やっている状況でございます。

○徳重委員 最後にしたいと思いますけれども、

地上防除をされているということでありました

が、松くい虫が寄生しているところの周辺につ

いては、シーガイアさんがやっているように、

１本１本に周辺に注入してやるとか、何らかの

方法をとらないと維持できないんじゃないかと

いう心配をしているんですが、そういう計画は

ないものか。一方はちゃんとできているわけで

すから、いいことをまねしないといかんと思っ

ているんです。それができないのかどうか。

○下沖自然環境課長 樹幹注入というのは、非

常に有効な方法だと考えております。ただ、や

はり、どうしても費用の面等に関して、県全体

の松林が１万5,000ヘクタールぐらいありまし

て、その中から、やはり海岸端の潮害防備とか、

そういった重要な対象区域に限定しながら、予

算を有効に活用していくということで、集中的

に、そういった海岸部に対しては重点的にやっ

ていくということで対処をしていきたいと考え

ております。

また、重要な残すべき松に関しては、やはり、

そういった樹幹注入、幹に直接薬剤を注入して、

マツノザイセンチュウを増殖させない方法をと

ることも必要であると考えております。

○徳重委員 ぜひ頑張ってください。

○太田委員 二、三あります。報告書の125ペー

ジ、環境森林課。みやざき新エネルギーづくり

推進事業で、日之影町が導入可能性調査という

ことでありますが、結果として、これは、導入

可能性調査は、マイクロ発電とか太陽光発電と

かいろいろあると思いますが、どういう可能性

の調査になっていたんですか。

○川添環境森林課長 昨年度の日之影町の調査

は２つございまして、一つが、小水力発電の可

能性調査で、これは、日之影町さんが実績があ

るということで、ほかのところにできないかと

いうことで調査されました。もう一つは、木質

バイオマスといいますか、燃料としての木材の

賦存量を調べられまして、日之影町の温泉がご

ざいますけれども、燃料という形で利用できな

いかと動かれてまして、それについては、本年

度さらに検討してまた来年度あたりに事業化と

いう形で動いていらっしゃいます。そういう調

査をされております。

○太田委員 それは、26年度の調査ですが、今

言われたように、26年度調査はしたが、27年度

も継続して調査をするということで、結論はま

だ出てないんですね。

○川添環境森林課長 具体的に、日之影町さん

が本年度に温泉のほうに引くかどうかは今検討

されてまして、収支の状況とかを検討されてお

ります。

○太田委員 わかりました。そこのところで、

導入促進協議会の開催と書いてありますが、協

議会は、各地区にあるものなのか、県一体でつ

くっているものなのか。

○川添環境森林課長 県内１カ所でございまし

て、商工会とか県の工業会、あと土地改良区連

合会、それぞれ利用者側の意見を聞きながら、
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どういうものがいいかとか、あと、大学の先生

方にも入っていただきまして、今後の新エネの

展開はどうなるだろうかという形をお伺いして

いるという会議になってます。

○太田委員 140ページ、自然環境課。鹿対策の

関係ですが、説明で、2,000円だけれども、ちょっ

と他の事業と合わせると１万円になるとかいう

話ですが、他の事業で聞いたかどうかわかりま

せんが、これは、どれとの組み合わせって言わ

れましたか。

○下沖自然環境課長 農政水産部が所管してお

ります交付金事業でございまして、農林水産省

の国の交付金の事業で１頭当たり8,000円という

のがございます。それと、昨年度は県の2,000円

の分を合わせて１万円になっているところでご

ざいます。

○太田委員 わかりました。もう一つ。今度は

資料のほうでいきますと６ページ、監査の指摘

事項の関係です。質問しますけれども、担当者

個人を責めているわけじゃなくて、こういう事

例がどうしても発生するもんですから、念のた

め聞かせていただきます。

収入事務についてということで、自販機の調

定を上げる場合、これは、調定を上げた後に収

入があるのが流れではありますが、調定がおく

れたのは、お金が入ってきて、調定を上げてな

かったということで上げたのか、もう完全に調

定を忘れておって、お金自体は27年度に入って

きたとかいうものなのか、その辺は、どういう

感じで。調定上げてなかったねとか、ちょっと

調定を上げる時期がおくれたのかとか、その辺

はどうなっているんでしょうか。

○那須林業技術センター所長 これは林業技術

センターの自動販売機の収入でございます。委

員おっしゃったように、担当職員が失念してお

りまして、ちょっとおくれて調定をさせていた

だいて、収入は年度に入ってきた形でございま

す。

○太田委員 同じようなものですが、次の支出

事務についても、確定は行ってなくてどうこう

ということでありますが、これもやはり同じよ

うにお金自体はその年度内に入ったものなのか、

おくれて入ることはないんでしょうね。どうい

う状況ですか。

○西山森林経営課長 これにつきましては、支

出でございますので、委託で事業を実施してい

たんですけれども、実績報告が上がってきて、

それで検査をして、合格になったときに金を支

払うという、その行為はしてたんですが、契約

上、その払った後に額をこれこれにしますとい

う確定をすることで契約書にうたってあったん

ですけれども、その分がしてなかったというこ

とで、金の出し入れは適正にしているものでご

ざいます。

○太田委員 わかりました。なかなか膨大な量

の処理で、担当者も異動で変わられたりもする

ものですから、こういうのが実際どうしても出

てくる可能性があるけれども、そういう事故の

ないようにひとつお願いしたいと思います。

次に、あと１つあります。これ説明があった

かな。13ページ、負担金交付金。これ手続のお

くれで申請を取り下げたということであります

が。

○温水循環社会推進課長 この事案につきまし

ては、廃棄物処理法上の許可が必要になります。

それで、補助金の交付も廃棄物処理法上の許可

も循環社会推進課でやってますので、この事業

を実は平成19年からやっているんですけれども、

常々この補助事業に関しては早目早目の手続を

とらせるようにということで、課内でも調整を
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しておりました。これまで、こういう事例が発

生したこと１回もなかったんですが、今回の場

合、この申請者が、自分で書類をつくられると

いうことで、通常、行政書士さんに頼まれるん

ですけれども、結果的にそれがやはり一番の大

きな原因だったのかなと。やはり、素人なもの

ですから、補正指示も何回もかけたんですが、

なかなか。我々も補助事業であっても、厳正な

審査を行いますので、厳しい、要するに通常の

審査レベルでやっていきますので、それに対し

て、本人さんの補正が全然間に合わなくて。気

をつけてたんですけれども、結果的にタイムア

ウトになってしまって。もう一つつけ加えます

と、いまだにまだ手続が終わっていないような

状況でありまして。先ほど申しましたように、

起こり得る可能性は常々あるもんですから、意

識しながらやっていたんですけれども、結果的

に、行政書士に依頼されずにやったことが原因

でおくれてしまったといった事案であります。

○太田委員 これは、現在もおくれているとい

うことですが、将来的には申請をされることに

なるんですか。

○温水循環社会推進課長 補助金の申請につい

ては、もう取り下げてあります。こういった案

件について、申請されてくれば、また一から審

査にはなるんですけれども、行政指導上、そこ

についてはなかなか厳しい指導をしていくこと

になろうかと思います。

○押川委員 右松委員に関連でありますけれど

も、この山地治山を初め、合計で繰り越しが８

億7,100万円前後、そして、150ページにくると25

億9,400万円ぐらいが繰り越しになっているんで

すが。もう27年度になりまして、秋であります。

ほとんどこれは事業着手ということでよろしい

んですか。

○下沖自然環境課長 治山事業につきまして、

山地治山事業で40カ所ほど繰り越しておりまし

て、今現在完成しているのが22カ所で、58％の

完成率でございます。あと最終的には、来年の

３月までに全て完成する見込みでございます。

○押川委員 これは、繰り越し分ですから、27

年度の当初でも多分この事業の計画があると思

うんです。先ほどありましたとおり、業者の皆

さん方においては、やはり平準化、あるいは事

業がなかなか厳しいということで、できるだけ

繰り越しは。もう準備ができると思うんです。26

年度で終わって27年度に繰り越すわけですから。

こういう繰り越しというものは、やはり早く発

注をして、もう27年度の事業が全て半分以上、

できれば７割ぐらい進んでおらなくちゃいけな

いのに、まだ半分ぐらいの状況というのはちょっ

といかがなものかなという気がするんですが、

その理由をもう少し聞かせてください。

○下沖自然環境課長 発注計画をつくっており

まして、発注そのものは、当初分と繰越分を合

わせて、９月末までに大体６割ぐらいは発注す

ると。先ほど私が申し上げました58％というの

は、その繰り越ししたものの中の完成したもの

が58％でございます。

発注につきましても、先ほど言われましたよ

うに、いろいろ要望がございますので、測量試

験等を早目にやって、なるべく前倒しで発注で

きるように努力していきたいと考えております。

○押川委員 わかりました。完成したのが約58

％、約６割。現在進行形もあるということで理

解をしますが、毎年そういうことでずっと繰り

越しを計画的にされるのかなという気もします

ので、そういうことの理由が、国とかいろんな

地元の方との交渉であることは理解しますけれ

ども、そういったものができるだけないような
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形の中で、やはりこの事業については早目に発

注をするような方向でお願いをしておきたいと

思います。

○有岡委員 報告書の環境森林課の127ページか

らお尋ねしたいと思うんですが。ボランティア

で皆さんが植栽していただくことは大変ありが

たいんですが、ただ、植栽をして終わりという

実態ではないかと思うんです。その管理はいか

がなものなんでしょうか。

○廣津みやざきの森林づくり推進室長 ボラン

ティアの団体の皆さん、森林づくりに取り組ん

でいただいておりまして、その内容を見ます

と、128ページのほうに進捗状況ということで森

林整備面積が出ておりますけれども、例えば、26

年度のところを見ますと367ヘクタールで、この

うち植栽は41ヘクタールぐらいです。残り326ヘ

クタールがその後の保育ということで、松葉か

きとか海岸の活動も入るんですけれども、この

保育の部分がふえてきているということで、植

えた後ちゃんと管理はされていると考えており

ます。

○有岡委員 そういう管理の関係で、考え方の

関連ですが、環境管理課の中の133ページ、例え

ば、浄化槽の適正管理ということで３万7,263基、

こういったものをデータベース化して、ある程

度管理できる体制になっているのかどうかお尋

ねいたします。

○黒木環境管理課長 浄化槽について、設置者

とか設置場所、型式、それと法定検査を受けて

いるかどうか、保守点検とか清掃を実施してい

るかどうかについて、将来的に全てのデータベ

ース化をしていきたいんですけれども、今申し

上げましたものについて、現時点では全てして

いるわけではなくて、今やっているのが、法定

検査の実施状況、設置者、基数、そういうもの

についてデータベース化されております。

○有岡委員 関連する考え方で申し上げますが、

やはり、県内のこの地域はどういう状況だとい

うものがわかるようにデータベース化していく。

森林もそうですし、こういった県の施設もそう

ですし、管理せんといかんところが、それぞれ

ばらばらになっているものですから。県全体が

将来的にある程度データベース化して、道路の

関係やら、いろんなものがもう少しわかるよう

にしていく時代が来ているのかなと思うんです。

そういう意味では、やはり、それぞれがやって

いらっしゃるんですが、将来的には、集中管理

して、災害時の対策がすぐできるような時代が

来ると思いますので、ぜひデータベース化を念

頭にやっていただけるといいのかなと思ってま

す。52.2％という数字の問題はもちろんありま

すけれども、将来的にこちらの管理体制を少し

しっかりやっていくことが大事なのかなと感じ

ております。

○黒木環境管理課長 浄化槽につきましては、

将来的には、ＪＩＳを使った地図情報の中に、

公共下水道とのすみ分けとか、先ほど委員のほ

うからおっしゃいましたように、災害時での公

衆衛生上での使用とかを含めて取り組んでまい

りたいなと考えております。

○有岡委員 どうぞよろしくお願いいたします。

それと、松くい虫の関係でもう少しお尋ねし

たいと思うんですが、やはり、一ツ葉周辺の方

から大変厳しいという話聞いておりまして、地

上散布までやっている中で、まだ広がっていく

ということですが、例えば、特別伐倒駆除をし

た後、その跡地には、また植栽するとか、何か

防風林としての機能を保つための対策がとられ

ているのかお尋ねいたします。

○下沖自然環境課長 御指摘のとおり、伐倒駆
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除をしました後で裸地になるところがございま

す。そういったところについては、抵抗性松の

植栽、それから、広葉樹で済むところは、広葉

樹への転換等を今図っているところでございま

す。

○有岡委員 直接関係はないかもしれませんが、

保安林の整備事業というのがございますけれど

も、これが、例えば、大規模が対象かと思いま

すが、目標28.4％が昨年度は27.5％で、こういっ

た植栽関係の取り組みが、目標に29％今年度い

くわけですが、そういった取り組みの広がりは

いかがなものなんでしょうか、現状は。

○下沖自然環境課長 県全体でいきますと、今

のところ、民有林が26年度末でございますけれ

ども、保安林の指定率が27.5％、それから、国

有林がほとんど90.5％で、県全体では46.4％と

なっております。

松くい虫で被災したところは全て既に保安林

ですので、面積は変わりません。新たに指定し

た面積は、昨年が940ヘクタールほど増加してお

りまして、今全体で民有林におきましては、11

万2,912ヘクタールで、民有林全体の大体27.5％

が保安林に指定されているということで、指定

については、順次努力してまいりたいと考えて

おります。

○有岡委員 続けて、鳥獣捕獲の関係でお尋ね

したいと思います。鳥獣捕獲をいろんな形でお

願いをしてやっていただいているんですが、実

は、そういった中でも捕獲隊の中での事故が起

きたりしているということで、その捕獲隊の方

々に今後も長く頑張っていただくためにも、身

分の保障というか。2,000円とか8,000円、実績

に対して支払うことももちろん大事ですが、そ

の方たちの保障制度は県としては何かやって

らっしゃるのか、そこの経緯をお尋ねいたしま

す。

○下沖自然環境課長 狩猟免許の取得に関して

講習会をやったりとか、安全に捕獲するための

講習等、それから、もし事故等を起こした場合、

ハンター保険がありますので、そちらのほうに

加入はしておりますけれども、そちらの助成は

特にやっていないところでございます。

ただ、有害捕獲に関する、捕獲をされる方は、

狩猟税免除等をして、そういった助成はやって

いるところでございます。

○有岡委員 あと１点お尋ねしますが、山村・

木材振興課の153ページの中でＪＡＳの研修会

に30名参加されてますが、この地域バランスは

いかがなものなんでしょうか。

○石田山村・木材振興課長 地域については、

済みません、詳細なデータはございませんけれ

ども、主に製材工場がやはり多いのが都城周辺

になりますので、そういったところの製材工場

の従業員さんといいますか、会社の方が参加さ

れていると伺っているところでございます。

○有岡委員 要望しておきますが、県内各地域

それぞれの特徴がございまして、県北の事情、

それと県西の事情、県央地区、それぞれの地域

によって課題がありますので、今後、地域に応

じた対応をしていただくことをぜひお願いをし

まして、要望とします。よろしくお願いします。

○右松委員 報告書の145ページです。

水源地域の保全条例に関して、３年前、平成24

年に水資源保全特別委員会が設置されまして、

翌年に、水源地区の保全条例の制定に結びつい

ていったわけであります。私たちも、本県の地

域資源をしっかり守っていこうということで、

その重要性を強く訴えさせていただいて、担当

課、執行部のほうでいろいろ御苦労されたと思

うんですけれども、策定していただいて大変あ
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りがたいと思っております。

その中で、普及啓発・周知のほうで、シンポ

ジウムの開催ということで書かれてありますけ

れども、普及啓発・周知の手法であるとか、認

知度、どれぐらいまでこれが広がっているのか、

そのあたりをちょっと教えてもらうとありがた

いです。

○西山森林経営課長 145ページの下のほう、施

策の成果等の②に、お話のありましたシンポジ

ウムの開催、それと、リーフレット、ポスター

等を作成して、土地取引に係る事前届け出の内

容等の普及啓発を図ったということでございま

す。

それで、次の146ページをごらんいただきたい

と思います。ここに事前届け出件数があります

けれども、委員おっしゃったとおり、26年途中

から始まったわけでございますけれども、191件

ほどの届け出があっております。ことし４月か

ら６月までの集計で94件で、結構届け出が来て

いると思っております。

特別委員会をつくられて、みんなで水源地域

を守っていこうという大きな目的が、外国資本

による買収、そういうところに歯どめをかけた

いということでありました。今言った届け出の

中に、外国資本によるものは１件もございませ

ん。それと、土地の売買は、もちろん県とかが

制限をかけられるものじゃありませんけれども、

この条例をつくったことによりまして、今回も

あったんですけれども、事前にこういうことで

開発目的で売買しますというのがあって、それ

を見て、県のほうで、こういうとこは、例えば

保安林ですよとか、こういうところで、水源条

例、上流域なのできちっと守っていかないとい

けないんですよという事前指導もできておりま

す。そういう意味では、非常に条例をつくって

よかったなと思っております。

今後とも、おっしゃいましたように、こうい

うのがあるのをまだまだ知られてない方もいる

のも事実でありますので、今後は、こういう届

け出制度があるのを、さらに周知徹底して、こ

れに基づいた保全対策をきちっと指導をしてま

いりたいと考えております。

○押川委員 136ページ、廃棄物適正処理関係を

ちょっと教えてください。18名の方で立ち入り

検査8,457件でありますが、もう少し具体的に教

えてください。

○温水循環社会推進課長 本庁に１人、県内の

保健所に17名。18名の監視員を配置をいたして

おります。不法投棄に関する情報提供が、匿名

なんですけれどもよくございます。例えば、野

焼きをいまだにされる方がいらっしゃいまして、

通報等があった場合に、監視員が現地に出向い

て指導する。あるいは排出事業者、あるいは処

理業者のところに定期的に回りまして、廃棄物

の適正な法に基づいた処分等を指導するといっ

たような巡回指導を行っているところでありま

す。

そういった活動をメーンにしながら、時々、

年間二、三十件の不法投棄案件も発生をしてお

りまして、それに対しては継続的な指導によっ

て、基本的には大体７割から８割は年度内に不

法投棄案件の解決ができている状況で、年度内

に解決できなかったものについても、継続的な

指導によってあらかたは改善につながってきて

いるといった状況にございます。

○押川委員 18名の方ということでありますけ

れども、班か何か組まれて回っていらっしゃる

のか。常習的なところはやはりあるもんなんで

すか。

○温水循環社会推進課長 やはり危険な場合も
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想定されますので、基本的には、２人１班でパ

トロールには回っております。常習的なところ

といいますと、不法投棄等があった現場におい

ては、すぐ対応できるところもあります。ただ、

やはり資金力がなかったりとか、あるいは実際

にその原因となった方が亡くなっていたりとか

しますと、なかなか改善が進まないもんですか

ら、そういったところに対しては、粘り強く定

期的に訪問しながら、改善を指導していってい

るといったような状況にございます。

○押川委員 わかりました。大変でしょうけれ

ども、辛抱強くやっていただけるようお願いを

しておきたいと思います。

その下の不法投棄関係ですが、3,188件であり

ますけれども、実態をちょっと教えてください。

○温水循環社会推進課長 不法投棄等の対

応3,188件につきましては、今御説明しましたよ

うに、不法投棄のパトロール、要するにいろん

な情報提供があった場合のパトロール等を行っ

て、その延べの回数が年間で3,188件であります。

○押川委員 そういう中で、件数は少なくなっ

てきているけれども、137ページを見ると、投棄

量は増加をしているような状況でありますが、

どういう業種の方々の不法投棄がふえているの

か、教えてください。

○温水循環社会推進課長 137ページの③に書い

てあります、投棄量が増加に転じたことにつき

ましては、実は、延岡市で昨年度約1,600トンと

いう、どちらかといいますと大量の廃棄物をた

め込んでいる事案が、匿名の通報によって明ら

かになりました。具体的に申しますと、建設業

の方なんですけれども、自己が所有する土場に、

これまで数年にわたって木くずとか瓦れき類と

か廃プラスチック類をため込まれたもので、通

報によって現場に保健所が行きまして確認した

結果、要するに長年にわたってため込んでしまっ

たことを認められたので、指導票を切りまして、

いわゆるそれは行政指導になるんですけれども、

それで指導を行いましたら、即撤去、処分をさ

れまして。発見されてから約10カ月程度、こと

しの６月には全て。相当量はあったんですけれ

ども、木くずがメーンでした。木くずを破砕し

て、最近、木くずはいろいろと用途もあるもん

ですから、木くずを破砕処理のほうに持ってい

かれて処分をされて、全て改善が終わっている

状況になっております。

○押川委員 このときの行政処分はどういうよ

うな状況になるんですか。

○温水循環社会推進課長 行政処分ではなくて、

行政指導ということで、要するに指導レベルで

相手方が応じましたので、指導票を切って、い

わゆる相手方の任意の了解のもとに行うのが行

政指導になりまして、行政処分まではいってお

りません。要するに、行政指導レベルで応じて

いただけたので、行政処分まではしなかったと

いうことになります。

○押川委員 早目に対応すれば、ペナルティー

とかそういうものは発生しないということでい

いんですね。こういう事案が例えばほかにもあっ

て、わかりましたと、じゃあすぐ何とかします

と対応すれば、指導で終わって、処分までいか

ないということでよろしいですね。

○温水循環社会推進課長 いきなり行政処分と

いうのは、めったなことがない限り、よっぽど

悪質でない限り、ないです。基本的には行政指

導から入っていって、なかなか言うことをきか

ない、改善ができないといった場合には、改善

命令等の行政処分を処すといったようなやり方

になっております。

○押川委員 わかりました。ところで、この予
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算額は5,365万9,000円ですが、決算額が5,290

万7,000円ですが、これは、18名の方の手当でい

いんですか。どういう補助になるんですか。

○温水循環社会推進課長 報酬がメーンになり

ます。あと旅費、そして、需用費等になってお

ります。

○押川委員 18名で現在この監視関係は足りて

いるのか足りてないのか、そこらあたりは皆さ

ん方が考えていらっしゃる中でどうなんですか。

今後、これがもう何年も続いているわけですか

ら、それでいいのか悪いのか。人をふやせばま

た金額が多くなることになるんでしょうが、ど

のような状況ですか。

○温水循環社会推進課長 県の監視員が18名、

そして、宮崎市に６名、県警のＯＢの方がやは

り監視員として配属をされております。宮崎市

については、中核市なもんですから、宮崎市管

内については、宮崎市のほうで対応される形に

なっておりまして、都合18名プラス６名の24名

いらっしゃいます。それで、不法投棄件数につ

いては、毎年度、どちらかといいますと、少し

ずつ減ってきている状況にございます。

しがいまして、これがふえているような状況

にあれば、増員も考えるべきかとは思いますが、

今のところ、現状維持で当面はやっていこうと

いう認識を持っているところでございます。

○押川委員 先ほど延岡の例で通報があったか

らわかったということでありますが、そういう

協力者に対しては何らかのそういうものなり、

あるいはこの18名の監視員の方ばかりじゃなく

て、地域の中にいろんな役職の方がいらっしゃ

ると思うんです。区長さんであったり、いろん

な見回りされる方々を、もう少し協力体制の中

でしていただければ、こんなに金を使わなくて

もより効果が出てくるんじゃないかなと思いま

す。

それから、監視員の条件は何かあるのか、あ

れば教えてください。

○温水循環社会推進課長 まず、不法投棄の情

報ネットワークの連絡会議というのを持ってお

りまして、産廃協会さんとか、タクシー協会、

トラック協会、ＪＡさん等も入っているんです

が、13団体と協定を結んでおりまして、約４万

人いらっしゃいます。そこと協力体制を組みな

がら、いろんな情報提供をいただいている状況

にあります。したがいまして、監視員だけでこ

の業務に当たっている状況にはないという現状

であります。

次に、監視員の条件ですが、監視が18名いる

中で、県警のＯＢの方が７名、そして、自衛隊

のＯＢの方が８名、民間─王子製紙なんです

けれども─が２名と、市役所のＯＢの方が１

名。基本的には、やはり、内容的に厳しい局面

等もある関係上、警察とか自衛隊の方々に多く

監視員になっていただいている状況にあります。

○押川委員 特別それに伴う免許とか、そうい

うのがあるんじゃなくて、警察とか自衛隊さん

のＯＢとか、そういったある程度時間がある人

たちを指名をする形でよろしいんですか。

○温水循環社会推進課長 ＯＢの方々になりま

すので、基本的には、警察の人事当局のほうに

適当な方がいらっしゃらないかと定期的にお願

いをしてまして、そこから推薦を受けて、そし

て、採用しているといった手続、形をとってお

ります。

○押川委員 一般の家庭、個人でこの不法投棄

をされる人たちはどのような状況ですか、現在

は。以前はよく、山の中にいろんなものを捨て

たりとかあったんですが、タイヤを捨てたりと

か、県内の今の状況は、そういったものはどん
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な状況でしょうか。

○温水循環社会推進課長 一般廃棄物について

は、市町村の所管になるもんですから、細かな

状況までは詳しくは承知していないんですが、

現状としましては、やはりイタチごっこで、な

かなか完全に不法投棄がなくなっている状況で

はありません。

産廃協会さんとかが不法投棄防止の看板等を

県内各地に設置されておりまして、一定の効果

はあるんですが、やはり世の中にはなかなか非

社会的な対応をされる方も一定割合いらっしゃ

るみたいで、なかなか一般廃棄物の不法投棄撲

滅といったような状態までは至ってない現状に

あると認識をいたしております。

○押川委員 イタチごっこという話があったと

ころでありますけれども、できるだけこういう

ものは監視員の皆さん方を中心に、あるいは13

団体との連携の中で、しっかりそういった対策

ができるようにお願いをしておきたいと思いま

す。

○日髙副主査 もう時間が過ぎているところ大

変申しわけないんですけれども、１つだけ、松

くい虫についてなんですけれども。先ほど伐採

されて裸地の部分に抵抗性の苗を植栽されると

いうことなんですけれども、大体で結構なんで

すけれども、どれぐらい前からどれぐらいの本

数を植栽されているのか、わかったらお願いし

ます。

○下沖自然環境課長 資料を探しますので、し

ばらくお待ちください。

○那須林業技術センター所長 植栽の状況につ

いては、後ほど御回答いたしますが、開発の状

況、育苗の状況については若干補足説明をさせ

ていただきたいと思います。昭和62年に高岡町

の諸県県有林内で抵抗性のクロマツをつくりま

して、平成８年から本格的に苗の供給がされ、

その当時は1,500本でありましたが、近年、平成25

年の実績では、実生苗が約１万本。それから、

最近はコンテナ苗ということで、挿し木による

苗を開発しておりまして、それが、約5,000本調

達が可能となっております。このクロマツのコ

ンテナ苗につきましても、そちらのほうが今か

ら非常に有力であると考えておりまして、今後

も増産に取り組んでいるところでございます。

○渡辺主査 自然環境課長、いかがでしょうか。

○下沖自然環境課長 まだちょっと調べており

ますので、しばらくお待ちください。済みませ

ん。

○太田委員 押川委員が質問したことでありま

すが、土呂久公害の関係で、これは、医療費は

ヒ素中毒にまつわるものについては保険もきか

ずに全額出すということですよね。その方が、

風邪とか関連するような症状が出た場合は、保

険を使ってくださいということになるんですか。

○黒木環境管理課長 お答えします。認定の要

件がございまして、慢性ヒ素中毒症にいろいろ

な症状があるんですけれども、それに関連する

ものについては全額支給ということで。レセプ

ト審査しまして、関係するものについては支給

するとなっております。

○太田委員 自分の体が弱っている、その関係

で風邪を引いたとか、それは認められないんで

すか。

○黒木環境管理課長 例えば、薬の請求書とか、

専門の先生にきちんと見ていただきまして、こ

れはもう関係することであれば、それは、請求

が認められることになっております。

○有岡委員 木材利用技術センターのことで

ちょっと話をさせていただきたいと思います。

技術相談件数が795件というお話でしたが、綾中
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学校も最初のきっかけはやはりセンターの相談

だと、小林の議会等も今後やろうとかいう、そ

ういう意味では、営業活動が中心だというお話

もございました。今後、こういったことに取り

組むことが、市町村、地域も取り組もうという

きっかけになるだろうと思うんですが。この795

件、これは一方通行で受けるだけじゃなくて、

営業に行かれるバランスというんでしょうか、

現状をもう少し教えていただけるとありがたい

です。

○小田木材利用技術センター所長 ここに書い

てある相談件数は、センターに電話なり訪問さ

れて相談に来られた件数になります。木構造相

談室でいろんな市町村に行って要望なり、どう

いった計画があるのかといったのも聞いて回っ

ているんですけれども、その数はこれには含ま

れていないです。

○下沖自然環境課長 抵抗性松の植栽状況につ

きましては、調べて御報告いたします。

○渡辺主査 わかりました。改めて資料配付で

も結構ですので、委員のところにお願いいたし

たいと思います。

ほかによろしいでしょうか。質問ございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 それでは、以上をもって、環境森

林部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時17分休憩

午後３時19分再開

○渡辺主査 分科会を再開します。

５日の分科会は午前10時に再開し、農政水産

部の審査を行うことといたします。

その他、何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 よろしいですか。以上で、本日の

分科会を終了いたします。

午後３時19分散会
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午前９時58分再開

出席委員（７人）

主 査 渡 辺 創

副 主 査 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

農政水産部次長
中 田 哲 朗

（ 総 括 ）

農政水産部次長
三 好 亨 二

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
山 田 卓 郎

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 福 嶋 幸 徳

農 政 企 画 課 長 戎 井 靖 貴

ブ ラ ン ド ・
原 拓 実

流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 大久津 浩

連 携 推 進 室 長 山 本 泰 嗣

営 農 支 援 課 長 日 髙 正 裕

農業改良対策監 児 玉 良 一

食 の 消 費 ・
河 野 和 正

安 全 推 進 室 長

農 産 園 芸 課 長 甲 斐 典 男

農 村 計 画 課 長 河 野 善 充

畑かん営農推進室長 竹 下 裕一郎

農 村 整 備 課 長 甲 斐 康 真

水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業･資源管理室長 兼 田 正 之

漁 村 振 興 課 長 田 原 健

漁港整備対策監 川 越 克 彦

畜 産 振 興 課 長 坊 薗 正 恒

家畜防疫対策課長 久保田 和 弘

工 事 検 査 監 吉 田 勝 己

総合農業試験場長 山 内 年

県立農業大学校長 後 藤 俊 一

水 産 試 験 場 長 神 田 美喜夫

畜 産 試 験 場 長 西 元 俊 文

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺主査 分科会を再開いたします。

農政水産部の審査を行います。

まず、部長より、平成26年度決算の概要につ

いて御説明をお願いいたします。

○郡司農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、平成26年度の決算につきまして、

座って説明をさせていただきます。よろしくお

願いします。

まず、平成26年度の主要施策の内容について

でございます。

お手元の平成26年度決算特別委員会資料の１

ページをお開きください。１の総合計画に基づ

く施策の体系表を示しているところでございま

す。

農政水産部では、この宮崎県総合計画未来み

やざき創造プランや部門別計画であります第七

平成27年10月５日(月)
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次農業・農村振興長期計画及び第五次水産業・

漁村振興長期計画に基づきまして、各種施策を

積極的に推進してまいったところでございます。

体系表を見ていただきますと、農政水産部で

は、産業づくり、当然でございますが、この産

業づくりと暮らしづくりというところに施策を

展開しているところであります。

産業づくりにつきましては、農業と水産業と

２つの柱立てがございますが、まず、農業の成

長産業化への挑戦といたしまして、４つの柱立

てをいたしております。

その一番上の欄にあります、儲かる農業の実

現につきましては、（１）の意欲ある多様な担い

手の育成・確保に取り組みまして、260人が新た

に就農するとともに、（２）でございます、農業

・農村が有する農業資源の継承とフル活用をさ

らに進めるため、26年度は農地中間管理機構を

スタートさせたところであります。

また、（３）の多様なニーズに応える攻めの生

産・流通・販売の総合展開につきましては、①

の新たな価値創出に挑戦するみやざき農業の展

開といたしまして、次世代施設園芸の拠点づく

りや加工用米等の新たな水田農業対策を推進し

たほか、③の健康と環境に着目したみやざきブ

ランドの展開、さらには④の農水産物の輸出の

促進などに取り組んだところでございます。特

に、輸出につきましては、県香港事務所を中心

とする東アジアにおける販路拡大等に取り組ん

だ結果、過去最高の輸出額17億円強となったと

ころでございます。

さらに、（４）の農業の持続的発展を支える生

産基盤の整備といたしまして、畑地かんがい施

設の整備等を進めたほか、（５）の農業構造の転

換を加速化させる技術開発と普及指導活動の展

開といたしまして、産学官が連携した組織みや

ざきフードリサーチコンソーシアムを設立し、

国内トップレベルにある残留農薬、機能性成分

の分析技術を核とした共同研究や人材育成を推

進する体制を整備したところであります。

また、次の循環型社会と低炭素社会への貢献

では、（１）の環境にやさしい農業の展開といた

しまして、環境保全型農業や木質バイオマスを

利用した資源循環型農業の推進、さらには（２）

の地球温暖化対策などに取り組んだところでご

ざいます。

次の、連携と交流による農村地域の再生では、

（１）の多様な連携と交流で築く活力ある農村

地域の創造といたしまして、ＪＲ九州ファーム

やローソンファームなどと地元の農家が連携し

た大規模施設園芸の運営支援であるとか、６次

産業化のさらなる推進、農家民泊への支援及び

都市との交流促進などに取り組みますとともに、

（２）の豊かな地域資源を活用した活力ある農

村地域の創造といたしまして、多面的機能支払

制度の活用促進を図ったほか、（３）の鳥獣被害

に打ち勝つ農業の確立といたしまして、鳥獣被

害対策のためのマイスターの育成、26年度は61

名を新たに育成したところでございます。

さらに、責任ある安全な食料の生産・供給体

制の確立では、（１）の農業セーフティネットの

充実強化として、災害に強い農業・農村づくり

のための農業用ため池の整備などに取り組むと

ともに、（２）の食の安全・安心と消費者の信頼

確保の推進として、宮崎県食の安全・安心推進

条例を制定するとともに、みやざきの食と農を

考える県民会議を中心として、食育・地産地消

活動を展開したところであります。

次に、２ページでございます。水産業の振興

について掲げておりますが、冒頭の水産資源の

適切な利用管理におきましては、（１）の水産資
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源の回復と適切な利用の推進といたしまして、19

魚種に及ぶ沿岸資源の科学的な資源評価を行い、

これに基づく漁業者による資源管理の取り組み

支援を推進しますとともに、資源の維持と回復

のため、宮之浦沖合のマウンド礁の整備等を行っ

たところでございます。

次に、安定した漁業経営体づくりでは、（１）

の収益性の高い漁業経営体の育成のため、かつ

お・まぐろ漁業におきまして、漁船の小型化等

による経営モデルの実証を支援いたしましたほ

か、漁協系統組織の機能・基盤強化のため、11

の漁協において、信用事業の信漁連への譲渡を

初め、経済事業の合理化を推進したところでご

ざいます。

また、次の漁港機能の強化と漁村の活性化で

は、（１）漁港機能・漁業生産基盤の保全と強化

といたしまして、港内の安全性を確保するため、

防波堤や岸壁の工事を施工しましたほか、（２）

漁村・地域の活性化として、新規就業者の確保

と育成に取り組み、漁業では35人が新しく漁業

に着業したところでございます。

次に、もう一つの柱の、くらしづくりの一番

下になりますけれども、危機管理体制の確保に

つきましては、これは大変残念なことではござ

いましたが、昨年12月に２例の高病原性鳥イン

フルエンザが発生いたしました。しかしながら、

この発生に際しましては、関係機関等との連携

により迅速な防疫措置を実施し、蔓延防止に努

めたところでございます。この防疫体制につき

ましては、引き続き万全の体制がとれるように

取り組んでまいりたいと考えているところであ

ります。

以上が、平成26年度の主要施策の主な内容で

ございます。

詳細につきましては、後ほど関係課長から説

明をいたします。

次に、３ページをお開きください。平成26年

度の決算状況について、御説明いたしたいと思

います。

表の一般会計の欄の一番下に部計がございま

す。その欄をごらんください。

平成26年度の農政水産部の最終予算額は442

億7,955万7,209円に対し、支出済額395億729

万3,285円、翌年度への明許繰越額が38億5,774

万7,412円、不用額が９億1,451万6,512円となっ

ております。

また、特別会計につきましては、最終予算額

３億3,590万5,000円に対し、支出済額１億5,135

万7,182円、不用額が１億8,454万7,818円となっ

てございます。

一番下の行の特別会計を含めました農政水産

部の合計では、最終予算額446億1,546万2,209円

に対し、支出済額396億5,865万467円となってお

り、執行率は88.9％、繰越額を含めますと97.5

％となっております。

なお、詳細な決算の状況につきましては、こ

れも、後ほど関係課長から御説明させていただ

きます。

続きまして、５ページをお開きください。監

査における指摘事項の一覧でございます。

平成26年度農政水産部に係る監査では、指摘

事項が４件、注意事項が４件、合計８件の指摘

等を受けております。このうち、指摘事項４件

につきましては、後ほど関係課長から御説明さ

せていただきますが、適正な事務処理について

指導の徹底を図ってまいりたいと考えていると

ころであります。

なお、別途配付されております監査委員の平

成26年度宮崎県歳入歳出決算審査及び基金運用

状況審査意見書に関しましては、特に報告すべ
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き事項はございません。

私からは、以上でございます。よろしくお願

いいたします。

○渡辺主査 ありがとうございました。部長の

概要説明が終了いたしました。

本日は説明時間が長時間にわたりますので、

まず、前半に４課、後半に６課、質疑を行った

上で、最後に総括の質疑を行わせていただく形

で進めさせていただきます。

これより農政企画課、地域農業推進課、営農

支援課、農産園芸課の審査を行います。平成26

年度決算について、各課の説明を求めます。な

お、委員の質疑は、４課の説明が全て終了した

後にお願いをいたします。

○戎井農政企画課長 農政企画課の平成26年度

の決算状況等につきまして御説明をさせていた

だきます。

初めに、お手元の平成26年度決算特別委員会

資料の３ページをお開きください。

農政企画課分でございます。一般会計のみで、

平成26年度最終予算額29億1,945万6,209円に対

しまして、支出済額26億8,489万7,263円、翌年

度繰越額１億7,249万6,412円、不用額が6,206

万2,534円となりまして、執行率は92％でござい

ますが、繰越額を含めました執行率につきまし

ては、97.9％となっております。

次に、当課の決算事項別の明細について御説

明をさせていただきます。６ページをお開きく

ださい。

各会計の目における予算の不用額が100万円以

上のもの、または執行率が90％未満のものにつ

いてのみ御説明をさせていただきたいと思いま

す。なお、各課におきましても同様の説明とさ

せていただきます。

まず、（目）農業総務費につきまして、不用額

が710万6,980円となっております。主なものは、

旅費、需用費等の事務費の節減等によります執

行残と負担金・補助及び交付金の不用額でござ

います。

７ページをごらんください。

負担金・補助及び交付金の不用額につきまし

ては、東アジア輸出促進拠点整備事業等の補助

金におきまして、各団体が効率的に事業を進め

たことによりまして、事業費の縮減等に伴う補

助金の執行残によるものでございます。

次に、（目）総合農業試験場費でございますけ

れども、不用額が5,420万6,391円となってござ

います。こちらは、主に２月追加補正で計上し

ました国の緊急経済対策におきまして、応募し

た競争的研究資金事業が減額で採択されたこと

や、また、不採択になったことに伴うもの及び、

総合農業試験場や各支場の圃場管理における委

託料の執行残等でございます。

続きまして、主要施策の成果につきまして主

なものを説明させていただきます。

平成26年度主要施策の成果に関する報告書

の211ページをお開きいただきたいと思います。

表の主な事業及び実績の１つ目の項目でござ

います。フードビジネス等加速化技術開発促進

につきましては、フードビジネスなど、本県農

水産業の重点施策に対応した新しい技術開発を

行うための産学官が連携した試験研究に取り組

んでおりまして、例えば、６次産業化に対応し

た加工・業務用の大規模露地野菜における省力

・低コスト・安定生産のための技術開発などに

取り組みました。

また、果実高度計を応用した肉用牛の皮下脂

肪厚計を開発したところでございまして、子牛

出産後の発情の早さやまた人工受精の受胎率に

影響する栄養状態が見きわめやすくなることで、
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分娩間隔の短縮につながり、和牛生産基盤の強

化が期待されているところでございます。

次に、212ページをお開きください。

新規事業「産地経営体モデル育成」につきま

しては、多様化するマーケットニーズへの産地

の対応力を強化するために、ニーズに対応した

リクエスト生産に戦略的に応じられる集団を産

地経営体としまして、産地の現状を変革する原

動力と位置づけ、モデルとなる県内14地域等の

将来ビジョンづくりの支援を行ったところでご

ざいます。

例えば、ＪＡ延岡玉ネギ部会の規模拡大・機

械化に向けた取り組みでありますとか、また、

小林市里芋生産部会の加工・業務需要向け生産

体系の確立などの将来ビジョンの検討を行いま

して、今後、このビジョンをもとに産地力の強

化に向けた取り組みを進めることとしてござい

ます。

「みやざきブランド」マーケティング強化に

つきましては、マーケティングアドバイザーを

活用しながら、多様な消費ニーズを反映した品

目別戦略を構築し、日向夏の県外での認知度向

上でありますとか、健康認証商品の消費者向け

アピール等をテーマにしまして、マーケットイ

ンの視点から商品開発や販売、ＰＲを一体的に

しかけるプロモーションを展開するなど、安定

的な取引づくりや効果的なＰＲ活動に取り組ん

だところでございます。

次に、東アジア輸出促進拠点整備につきまし

ては、県香港事務所を中心としまして、現地の

商習慣に精通した貿易アドバイザーと連携をし

まして、ニーズに即した商品開発やマッチング

活動など、輸出に取り組む産地の育成や支援に

取り組むとともに、宮崎空港を活用した香港向

けスイートピーの新たな物流ルートの構築など

産地主導による輸出拡大に取り組んでまいりま

した。

今後は、引き続き、本県農産物の輸出拡大を

図るために、香港事務所を核とした東アジアに

おける販路開拓や輸出に挑戦する産地や人材の

育成に取り組んでまいります。

次に、213ページをごらんください。

農事試験につきましては、多収でいもち病に

も強い加工用米専用品種や紅白の複色花が特色

のスイートピー新新種の「恋式部」の育成、ま

た、省力化、低コスト化栽培技術、そのほか、

病害虫防除技術の開発など本県農業の基幹とな

る技術等の確立に取り組んでまいりました。

今後も、農業の成長産業化を支える技術開発

に努めますとともに、生産現場の課題に応えな

がら、農業者の所得確保を目指した試験研究を

進めてまいります。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査における指摘事項について御説

明をさせていただきます。

お手元の平成26年度決算特別委員会資料の５

ページをお開きください。

冒頭の（１）収入事務の指摘事項についてで

すけれども、１つ目の指摘事項でございます。

たばこ用農薬実用化試験等につきまして、受託

料の前金払いまたは概算払い請求を行っていな

いものが散見されたとの総合農業試験場での指

摘につきましては、契約では前金払いや概算払

いとなっているものを精算払いとして処理して

いたものでございます。

今後は、総合農業試験場のチェック体制を強

化しまして、適正な事務処理に努めてまいりた

いと考えております。

次に、（４）ですけれども、物品の管理の指摘

事項でございます。総合農業試験場畑作園芸支
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場におきまして、公用車の法定定期点検整備を

実施していないものがあったとの指摘につきま

しては、今後は、車両点検整備の進捗状況の管

理や支場への指導を徹底しまして、再発防止に

努める所存でございます。

農政企画課は、以上でございます。

○大久津地域農業推進課長 地域農業推進課で

ございます。

初めに、決算特別委員会資料の３ページをお

開きください。

まず、一般会計について御説明いたします。

地域農業推進課の最終予算額は48億5,935

万9,000円に対し、支出済額は45億2,106万5,894

円、翌年度への繰越額は１億2,127万1,000円、

不用額は２億1,702万2,106円となり、執行率は93

％でありますが、繰越額を含めた執行率は95.5

％となっております。

次に、特別会計でございます。最終予算額１

億7,719万7,000円に対し、支出済額は１億963

万4,372円、不用額は6,756万2,628円となり、執

行率は61.9％となっております。

次に、当課の決算事項別の明細について御説

明いたします。

９ページをごらんください。

まず、一般会計でありますが、（目）農業改良

普及費につきましては、不用額が4,446万9,767

円となっております。

主な理由につきましては、10ページをごらん

ください。

負担金・補助及び交付金ですが、新規就農者

育成・確保強化事業で実施しております、国庫

補助の青年就農給付金のうち、市町村が交付し

ます経営開始型におきまして、国の経済対策に

係る２月補正で平成27年度の交付分の前倒し補

正を行いましたが、282名の要望に対し、29名が

年度末までに交付事務手続が整わなかったこと

や、申請辞退などに伴う執行残でございます。

次に、（目）農業振興費につきましては、不用

額が１億7,234万1,579円で、執行率が89.8％、

翌年度の繰越額を含めますと93.8％となってお

ります。

不用額の主な理由につきましては、まず、工

事請負費ですが、国の元気交付金で実施いたし

ました農業大学校の空調設備更新工事等の入札

残でございます。

また、負担金・補助及び交付金ですが、農地

中間管理機構支援事業におきまして、初年度の

取り組みということもあり、地域での合意形成

等に時間を要したことのほか、特に地域集積協

力金につきましては、機構へ貸し出す集落単位

の農地集積率が高いほど、補助単価も上がるこ

とから、翌年度に申請を持ち越す地域等がふえ

たこと等による執行残でございます。

なお、執行残のうち、5,200万円余につきまし

ては、下から２つ目の積立金に積み戻し、本年

度の執行予算として活用しております。

また、同じく積立金の不用額につきましては、

国の経済対策により、追加積み立てがあるとの

情報から、２月増額補正を行いましたが、追加

交付の配分が少なかったため、執行残が生じた

ものでございます。

次に、12ページをお開きください。

就農支援資金特別会計でありますが、（目）農

業改良普及費につきましては、不用額が6,756

万2,628円で、執行率が58.5％となっております。

これは、過去の貸付金の償還財源により、新

たに新規就農者への施設・機械等の貸し付けを

行っておりますが、償還額に比べ貸付額が少な

かったための執行残であります。しかし、昨年

の10月からは新たに日本政策金融公庫からの貸
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付制度に移行したもので、その理由からの執行

残となっており、公庫の貸付分だけでも別途約

２億1,000万円ほどの実績は確保されておりま

す。

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

について、その主なものを御説明いたします。

報告書の215ページをお開きください。

（３）の中山間地域の活性化でございます。

主な事業及び実績でありますが、農家民宿受

入体制強化では、九州グリーンツーリズムシン

ポジウムの本県開催を初め、実践者等による農

家民宿の開業や体験交流のスキルアップのため

の研修会の開催等を支援し、農家民宿での教育

旅行だけでも、昨年度は約1,800名の受入実績が

あり、年々増加しているところであります。

次に、中山間地域等直接支払制度推進につい

てであります。

中山間地域等において集落協定に基づく共同

での草刈りや水路の維持管理、鳥獣害防止等に

対し交付金を交付することにより、中山間地域

の多面的機能の維持や耕作放棄地の防止を図っ

たところであります。

216ページの施策の成果でありますが、②のと

おり、平成26年度で第３期対策が終了いたしま

したが、既存集落個々での取り組みでは、事業

継続が困難な集落も出てくる可能性が高いため、

次期対策では、集落間の連携や取り組みの低調

な市町村への働きかけ等により、さらなる制度

活動を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、217ページをお開きください。

（１）の農業の成長産業化への挑戦でござい

ます。

主な事業及び実績でありますが、きめ細かな

「人・農地プラン」作成強化対策では、全市町

村での人・農地プランの作成を推進するととも

に、農地の集積や耕作放棄地の解消に努めたと

ころでありますが、さらに、農地中間管理事業

と連動して、実効性が高まるよう、農地集積の

担い手を明確にした集落や地域での、熟度の高

いプランへの見直しを推進してまいります。

表の新規事業「農地中間管理機構支援」です

が、借り受け希望者の公募を３回実施いたしま

して、23市町村において961名から4,420.8ヘク

タールの応募がございました。また、16市町村

で845名から374ヘクタールの農地を借り受

け、304名に373.8ヘクタールを貸し付けました。

今後も、担い手への農地集積の目標面積達成

に向けて、さらなる事業周知・推進を図ってま

いりたいと考えております。

続きまして、218ページをお開きください。

表の上から２つ目の「農と企業のみやざきフ

ードビジネス創出」ですが、農業の成長産業化

に向けた農業構造改革を図るため、企業等の農

業参入や、農業者との連携構築の支援とともに、

６次産業化のネットワーク構築やサポートセン

ターの運営支援等であります。

今後とも、他産業の人・技術・ノウハウ等の

経営資源を生かしながら、産地とのウイン・ウ

インの関係を構築できる農業参入・連携や６次

産業化の推進を図ってまいります。

次に、219ページをお開きください。

表の新規就農者育成・確保強化では、青年就

農給付金の円滑な給付を行うとともに、就農予

定者に対するみやざき農業実践塾での農業研修

等を行ったものであります。

次に、220ページをお開きください。

施策の進捗状況の中で、認定農業者への農地

利用集積率につきましては、集計の関係上、１

年おくれのデータとなっております。平成26年

度の欄は51.8％と前年より7.8ポイント増加して
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おりますが、これは、国が、市町村からのデー

タ集積方法を変更したことから大きな伸びと

なったものであります。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査における指摘事項につきまして、

御説明いたします。

再度、決算特別委員会資料の５ページをお開

きください。

北諸県農林振興局の支出事務において、中山

間地域等直接支払交付金等に係る交付決定事務

のおくれているものが見受けられたとの指摘が

１件ございました。

本来、支出負担行為決定後、遅延なく交付決

定の事務処理を行うべきところ、支出負担行為

事務そのものが遅延したことに伴い、交付先の

三股町への交付決定通知がおくれたものであり

ます。

今後は、組織全体で適切な事業事業執行の管

理を行い、事務遅延のないよう再発防止に努め

てまいりたいと考えております。

地域農業推進課は以上でございます。

○日髙営農支援課長 営農支援課でございます。

決算特別委員会資料の３ページをお開きいた

だきたいと思います。

営農支援課は一般会計のみでございまして、

最終予算額は25億2,829万6,000円、これに対し

ます支出済額が25億1,225万8,480円、不用額

は1,603万7,520円となりまして、執行率は99.4

％でございます。

次に、決算事項別の明細でございますが、13

ページをごらんいただきたいと存じます。

まずは、（目）の農業総務費でございますけれ

ども、不用額が138万4,471円となってございま

す。主なものは、旅費や需用費などでございま

して、出張旅費の節約等に伴うものや食の安全

・安心条例のリーフレット作成等に伴います入

札残でございます。

次に、14ページでございますけれども、（目）

農業改良普及費でございます。

不用額は377万2,797円となってございます。

主なものは、旅費や需用費などでございまし

て、出張旅費の節約等に伴うものや印刷物を簡

素化したことなどによります事務費の残でござ

います。

次に、（目）農業振興費でございます。

不用額が701万3,832円となっております。

15ページをお開きいただきまして、その主な

ものは、４段目の負担金・補助及び交付金でご

ざいまして、農業制度資金の繰り上げ償還等に

伴いまして、融資機関に支払う利子補給金が減

少したことなどによるものでございます。

次に、（目）の肥料対策費でございますが、不

用額が112万9,453円となってございます。

主なものは、負担金・補助及び交付金でござ

いまして、環境保全型農業直接支援対策事業に

おきまして、事業に取り組みます農地の面積が

確定したことに伴いまして、減少したものでご

ざいます。

16ページをごらんいただきたいと思います。

植物防疫費でございます。不用額が273万6,967

円となってございます。

主なものは、旅費や需用費、負担金・補助及

び交付金などでございまして、病害虫防除肥料

検査センターにおきます効率的な現地調査の実

施であるとか、もしくは各普及センターに整備

いたしました土壌分析診断機器の入札残、さら

には鳥獣被害総合対策事業におきます入札残等

でございます。

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

について主なものを御説明させていただきたい
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と存じます。

お手元の主要施策の成果に関する報告書222ペ

ージをごらんいただきたいと存じます。

新規事業「産地から食卓までをつなぐ食の安

全・安心確保推進」でございます。食の安全・

安心に係ります対策会議や普及啓発のための研

修会の開催、食品表示の適正化を図るための個

別巡回調査などによります監視・指導を行った

ところでございます。

次に、223ページをごらんいただきたいと思い

ます。

みんなで築く鳥獣被害に強い地域づくりでご

ざいます。鳥獣被害対策マイスターなどのリー

ダーの育成やモデル集落の設置、侵入防止柵等

の設置などによりまして、野生鳥獣を寄せつけ

ない集落環境づくりを推進したところでござい

ます。

224ページをお開きいただきたいと存じます。

元気なみやざきの食育・地産地消推進でござ

いますが、食と農の絆づくりを進めるため、県

民への普及啓発を行うフェスタなどの開催、さ

らには、食育推進リーダーによります地域段階

での自主的活動への支援、さらには農業高校等

での農業体験学習などを実施したところでござ

います。

次に、農業改良普及センター運営でございま

すが、担い手の育成確保や産地強化を図るため

に、農業改良普及センターにおきまして、経営

・技術改善に意欲的な農業者への研修会の開催

であったり、新品種・新技術の適応性を確認す

るための実証圃の設置などに取り組んだところ

でございます。

次に、225ページをごらんいただきたいと思い

ます。

改善事業「産地力アップで目指す！儲かる農

業確立支援」でございますが、経営能力の高い

経営体を育成しまして、産地の競争力向上を図

るために、農家経営支援センターを核といたし

まして、生産部会や生産者の産地分析に基づき

ました支援、さらには、経営コンサルなどを実

施したところでございます。

その下の「儲かる農業を支える普及マンパワ

ー強化」でございますが、農業者の高度でかつ

多様なニーズに対応するためには、普及指導員

の強化が必要でございまして、普及指導員を養

成するために、国や県の研修に職員を派遣する

とともに、普及指導員の活動をサポートをいた

だきます105名の普及指導協力員の方々と連携を

図りながら、普及発動を進めたところでござい

ます。

利子補給金・助成金でございますが、各種農

業制度資金への利子補給・利子助成を行いまし

て、農業者の経営改善や規模拡大につきまして、

資金面からの支援を行ったところでございます。

このうち、農業近代化資金につきましては、

掲げてございますように、529件で53億3,446万

円とほぼ前年並みの融資実績となったところで

ございます。

みやざき環境保全型農業実践支援でございま

す。

農薬の販売業者などを対象といたしました農

薬の適正管理や使用の研修会、さらには、農薬

管理指導士の認定、もしくは農業者への生産履

歴記帳の推進、こういった取り組みを進めまし

て、環境保全型農業の取り組みを進めたところ

でございます。

226ページでございますが、新規事業「フード

ビジネスを支える環境保全農業革新」でござい

ます。

安全・安心な農産物を生産する体制を強化す
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るため、農業生産工程管理、いわゆるＧＡＰで

ございますが、その指導者の育成や総合的作物

管理、いわゆるこれ宮崎方式のＩＣＭ技術と呼

んでございますけれども、その開発、さらには、

直売所におきます農作物の残留農薬の分析の取

り組みを支援したところでございます。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上でございます。

なお、監査におきます指摘事項につきまして

は、該当ございませんでした。

営農支援課は、以上でございます。

○甲斐農産園芸課長 農産園芸課でございます。

委員会資料の３ページをお開きください。

農産園芸課は一般会計のみであります。

表の上から４段目の農産園芸課の欄をごらん

ください。

最終予算額22億5,102万8,000円に対しまして、

支出済額19億6,936万8,703円、翌年度繰越額は

１億3,618万6,000円、不用額は１億4,547万3,297

円でございます。執行率は87.5％となっており

ますが、繰越額を含めた執行率は93.5％でござ

います。

それでは、17ページをお開きください。

表の上から７段目の（目）農作物対策費の不

用額、一番右でございますけれども、１億4,545

万894円となっておりまして、執行率は86.4％で、

繰越額を含めた執行率は93％でございます。

これは、強い産地づくり対策事業や次世代施

設園芸導入加速化支援事業の入札残並びに施設

園芸用燃料の木質バイオマス転換加速化事業や

「食を彩るみやざき特産果樹基盤強化事業」等

の補助執行残に伴うもののほか、事務費の節約

などにより執行残が生じたものでございます。

次に、主要施策の成果の主なものについて説

明をさせていただきます。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の228

ページをお開きください。

表の「みやざき・水田農業新生プロジェクト

推進」ですが、気象変動に強い米づくりを推進

するため、高温耐性品種や省力・低コスト技術

等の実証試験、さらには、担い手の経営規模拡

大に必要な機械・施設の整備に取り組んだとこ

ろであります。

次に、○新「県産加工用米供給拡大支援」であ

ります。

本県を代表する産業であります焼酎製造業に

おきまして、確実な需要が見込まれる加工用米

の生産を支援するため、多収性品種の導入に係

る実証圃の設置や、高性能機械施設の整備を進

めたところです。

次に、経営所得安定対策推進であります。

米の需給調整対策の推進指導を行うとともに、

制度を活用しまして、新規需要米や加工用米の

作付拡大、二毛作の取り組み促進などを通じま

して、水田のフル活用推進に取り組んだところ

であります。

229ページをごらんください。

強い産地づくり対策でございます。

農産物の産地競争力を強化するため、野菜の

集出荷貯蔵施設や低コスト耐候性ハウス、水稲

の共同育苗施設の整備に取り組んだところであ

ります。

次に、次世代施設園芸導入加速化支援でござ

います。

高度なＩＣＴを活用しました複合環境制御技

術と木質バイオマスエネルギー利用を組み合わ

せた大規模施設園芸団地を整備するもので、26

年度は、種苗供給施設、集出荷施設の整備に取

り組みましたが、施設の一部は工期延長のた

め、27年度への繰り越しとなっております。
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次に、施設園芸用燃料の木質バイオマス転換

加速化でございます。

施設園芸の脱石油化に向けて、国の事業等を

活用して、木質バイオバス暖房機の導入支援に

取り組みましたが、国の補正予算で、ハウス整

備と一体的な支援を予定していたところ、国か

ら本県への割り当てがなかったため、執行残と

なったところであります。

次に、「「儲かるを形に」みやざきの園芸産地

強化支援」でございます。

炭酸ガス発生装置等を備えました機能強化ハ

ウスの整備や里芋やネギなどの省力・低コスト

化を図る機械の導入を支援し、産地基盤の強化

を図ったところであります。

次に、○新「加工・業務用青果物生産拡大加速

化」でございます。

加工・業務用青果物の生産拡大を進めるため、

産地と加工事業者との連携強化を図るとともに、

作業受託機械の整備を行ったところであります。

次に、230ページをごらんください。

青果物価格安定対策でございます。

表の右側の主な実績内容の欄にありますよう

に、指定野菜など４つの対策によりまして、野

菜農家の安定的な経営の継続に向けた支援を

行ったところであります。

次に、「選ばれる「みやざき茶」産地確立支援」

でございます。

高品質茶の生産に必要な乗用型摘採機、防霜

施設等の整備や製茶技術の研修、みやざき茶の

消費拡大に向けた支援を行ったところです。

次に、○新「第68回全国お茶まつり宮崎大会開

催」でございます。

全国お茶まつりは、19年ぶりの本県開催でご

ざいまして、大会式典に約1,400名、茶の消費拡

大イベントには約４万人の多くの方々にお越し

いただいたところでございます。

また、全国茶品評会におきましては、本県か

ら出品されました４部門中２部門で農林水産大

臣賞を受賞したところであります。

次に、「攻めの次世代花き産地育成」でござい

ます。

マーケットニーズに基づくキイチゴなど、戦

略的品目の産地育成や気象変動に対応した花卉

の高品質生産を推進するため、トルコギキョウ

やホオズキ等のハウス内高温対策として、循環

扇の導入を推進したところであります。

次に、○新「みやざきの花産地力強化支援」で

ございます。

スイートピーなどの花卉主力品目の生産基盤

を強化することを目的に、需要に応じた新品種

の栽培体系を確立するなど、儲かる技術の実証

を行うとともに、生産体制の効率化を図るため、

生産現場でのさらなるコスト低減や優良種苗安

定生産体制の確立を進めたところであります。

231ページをごらんください。

「花も実もある中山間園芸産地改革」でござ

います。

中山間地域における、ゆずを中心とした果樹

版集落営農の取り組みを推進するとともに、園

内道や省力機械等の条件整備など、中山間園芸

産地の生産基盤の再生に取り組んだところであ

ります。

次に、みやざき次世代果樹ブランド産地育成

強化でございます。

マンゴーや完熟キンカンなどの果樹ブランド

の品質向上対策を実施するとともに、宮崎なら

ではの新品目創出のため、ライチの生産安定対

策や試験販売等に取り組んだところであります。

次に、○新「食を彩るみやざき特産果樹基盤強

化」でございます。実需者のニーズに的確に対
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応できる生産基盤の強化を図るため、かんきつ

類の根域制限栽培施設の導入や日向夏の低温貯

蔵庫の整備を支援しまして、果樹におけるフー

ドビジネスの取り組みを推進したところであり

ます。

次に、活動火山周辺地域防災営農対策でござ

います。

桜島や新燃岳の降灰による農作物被害を防止

・軽減するため、キンカンの被覆施設の整備を

進めたところであります。

232ページをごらんください。

施設の成果等につきましては、これまで御説

明した取り組みによりまして、消費者ニーズや

地域の特性に応じた農作物の生産振興が図られ

るものと考えておりまして、引き続き、競争力

のある力強い産地づくりに向けた取り組みを推

進してまいりたいと考えております。

以上が、主要施策の成果でございます。

最後に、監査結果についてでありますが、監

査委員の決算審査意見書に関しまして、農産園

芸課は特に報告すべき事項はございません。

農産園芸課からは、以上でございます。

○渡辺主査 ありがとうございました。説明が

終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○右松委員 報告書の220ページで、地域農業推

進課ですけれども、新規農業者数の推移であり

ます。いろいろと取り組みを一生懸命進めてお

られるかと思います。数字だけを見ると、若干

減ったなという感じは受けます。大都市圏から

の就農であるとか、それから、他分野からの就

農であるとか、さまざま取り組みをされておら

れますが、これについての考え方といいますか、

状況をちょっと説明してもらえたらありがたい

です。

○大久津地域農業推進課長 地域農業推進課で

ございます。

新規就農者につきましては、昨年度が260名と

いうことで、前年度から比べましても若干減っ

ている数字でございます。

最近の動向については、大体300名前後で推移

しておりまして、青年就農給付金の成果が出て、

新たな、農業者以外の参入がふえてきておりま

す。さらには、農業法人への就職が大体毎年半

分ぐらいを占めている現状でございます。

その中で、昨年度30名ほど落ち込んだ理由に

つきましては、離職就農者が、25年度が86名お

りましたけれども、これが昨年は48名で、減っ

た主な理由はこれでございます。

大体県外から等を含めて、経済が状況がいい

ということで、農業への就職が若干減ったと分

析しておりまして、本年度は東京にできました

ＵＩＪターンの暮らしセンターあたりでももっ

ともっと積極的に就農相談とか、ＵＩＪターン

での宮崎県への新規参入を推進しようというこ

とで今取り組んでいるところでございます。

○右松委員 私も資料の中で、新規就農の状況

で学卒就農、それから、研修後就農、離職就農、

新規参入とか法人のバランスを見させていただ

いていたところだったんですけれども、離職就

農が減ったのは、取り組み自体に特に対応が変

わったわけじゃないんですよね。そのあたり教

えてください。

○大久津地域農業推進課長 取り組みそのもの

については、全般的なＰＲなり相談活動をやっ

ておりますが、やはり、いろんな情報を伺いま

すと、都会での景気がいいということで、離職

されたりとか、そういう方が少なく、農業参入

への数も結果的には減ったんではないかと分析



- 42 -

平成27年10月５日(月)

をしているところでございます。

○右松委員 なるほど大事な担い手であります

ので、ぜひとも今後も取り組みを強化してもら

いたいということと。それから、今度、担い手

サミットが行われます。私も出席をいたします

けれども、こういった取り組みを、新規就農も

含めて担い手の増にどういった構想で成功に結

びつけていきたいのか、そのあたりを教えても

らうとありがたいです。

○大久津地域農業推進課長 中央会も含めて、

来月９、10、11日の３日間でサミットを行いま

す。これについては、全体で1,700名、うち県外

から1,250名の御参加をいただくということで

やっております。

従来は、大体、参加者を見ますと、担い手の

役職の方、実行委員の方ということで、男性の、

高齢といいますか年配の方たちの参加が多うご

ざいましたけれども、本年度は、特に女性農業

者への意識を深め─頑張っておられますので、

こういった方々の注目度。それと、若手、ＳＡ

Ｐとか青年農業者、こういった方々を、スタッ

フとか、会の中にも全面的に出ていただきまし

て、宮崎では、そういった方々の参画をしっか

りやって、県外のそういった方々にもお呼びか

けをしながら、やはり、将来に元気のある担い

手がいるんだということも含めてサミットを

やっていきたいと思っております。

そして、これを踏まえて、今後の宮崎のさら

なる担い手のあり方、行動方針をこの中でしっ

かりまた検討を進めながら、今後の体制をしっ

かり強めていきたいと思っております。

○右松委員 農業県の宮崎の担い手の取り組み

を全国に発信をしていただければと思います。

頑張ってください。

○徳重委員 農政企画課にお尋ねします。212ペ

ージなんですが、一番上の産地経営体モデル育

成事業。地区を教えていただくとありがたいけ

れども。

○戎井農政企画課長 お尋ねの産地経営体モデ

ル育成事業につきましては、それぞれの産地が

産地経営体として発展していくための足がかり

として、将来ビジョンの策定を支援するような

ものでございまして、将来ビジョンにおきまし

ては、今後の生産や販売の目標の設定をしてい

ただいて、産地の資源の状況の分析であります

とか、また、今後の課題対応等の設定をいただ

くこと─失礼しました。実施している場所で

ございますか。

○徳重委員 皆さん方が指定されるのは、園芸

あるいは畜産なり、花なりいろいろあると思う

んですよね。そういう指定だろうと私は想定し

ているんですが、そういう地区を県内にどれだ

け、どういう地域にということを聞きたいんで

すけれども。

○戎井農政企画課長 全部で集落営農が２地区、

また、ＪＡ等の部会が12地区で、合計で14地区

で実施してございます。ＪＡの延岡の玉ネギ部

会でありますとか、小林市の里芋生産部会など

が実施地区になってございます。

○徳重委員 まだ今はビジョン策定中というこ

とですから、どれだけなるかはっきりしていな

いかもしれませんが、目標とされる規模、面積

というか、それぞれどの程度考えていらっしゃ

るのか。例えば、延岡の玉ネギの団地はどの程

度なのか。

○戎井農政企画課長 ＪＡ延岡の玉ネギ部会の

例で申し上げますと、面積換算はちょっと手元

にございませんが、販売額で１億円規模を目指

すという目標を立ててます。あるいは小林の里

芋生産部会におきましては、食品加工メーカー
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と契約取引をして、面積を8.9ヘクタール実施す

るといったことを実施してございます。

○徳重委員 例えば、玉ネギの１億円、現在ど

れぐらいの出荷量になっているんですか。

○戎井農政企画課長 25年のデータでございま

すけれども、トン数で695トン、金額で8,141万

円になってございます。

○徳重委員 これが１億円になると、あと2,000

万円ぐらいふやすということ、若干ふえる程度

の話かなと思うんです。やはり、産地化して継

続的に─継続は、消費者にとって安心・安全

を求める中で最も期待するところであって、継

続しなければ意味がないと思っておりますので

─これが、可能性があるのかどうか。何年か

あとは、どんどん下火になって少なくなってい

くんじゃないかなという気がするもんですから。

この面積ではどんどん減っていく可能性がない

のか、そこ辺はどう理解されてますか。

○戎井農政企画課長 基本的には、面積を拡大

していけるように、また、強い基盤をつくって

いけるようにということで、県の振興局や普及

センターもあわせて、営農指導も含めまして、

積極的に支援しているところでございまして、

こういった産地の生産基盤をしっかり固めなが

ら、販売戦略をつくって生産していけるような

産地経営体を目指してつくってまいりたいと考

えてございます。

○徳重委員 一生懸命やっていただいてありが

たいんですが、やはり、もうかる農業、常に言っ

ていらっしゃるわけですが、団地をつくって生

産した農家さんがもうかることが大前提になら

なければ、形をつくるだけでは、これはもう継

続性がなくなるし、新規営農者がいなくなるこ

とになると思うんです。当然、尻細りになって

しまうことを心配するわけです。やはり、やる

からには、もうかる前提での計画を立てること

をお願いしたいと思います。

それから、東アジア輸出推進でございますが、

私も香港に視察させていただいたところですが、

ここに書かれてある39社62品目は、農産物の品

目なんですか。

○原ブランド・流通対策室長 この39社62品目

につきましては、カンショとかの農産物ももち

ろんなんですけれども、漬物とか加工品も一部

含まれております。

○徳重委員 そうしたら、一応62品目というの

は、農畜産物関係と理解していいですね。

○原ブランド・流通対策室長 一部、乾シイタ

ケとかも入っておりますので、農林畜水産物で

ございます。

○徳重委員 ６産地の育成で予定をされており

ますが、この６産地の品目を教えてくださると

ありがたいけれども。

○原ブランド・流通対策室長 産地の育成でご

ざいますが、例えば、ＪＡ宮崎中央の茶とか、

ＪＡ串間市大束のカンショ、あるいはＪＡ尾鈴

のスイートピー、それから、ＪＡ日向のキンカ

ン、それと、八興商事が日向にございますけれ

ども、そちらのイチゴと、都城のナンブという

ところの牛肉、これが６産地でございます。

○徳重委員 都城の品目は。

○原ブランド・流通対策室長 牛肉でございま

す。

○徳重委員 輸出となれば当然経費がかかって

くるわけで、これらの品目、今順調にいってい

るという話は聞いているんですが、農家手取り

が多くなければ意味がないのかなと考えるわけ

です。国内販売より有利に販売できるという前

提でされておるのか、あるいはもうとにかく販

路を広めていこうと、将来にわたって農産物輸
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出を促進していこうという、どちらの考え方な

んですか。

○原ブランド・流通対策室長 国内の市場が今

後縮小されることが予想されておりますので、

海外での販路の確保という意味が、非常に重要

だと思っておりますので、そういう意味でござ

いますと、どちらかと申しますと、販路の確保

という意味合いが強いと考えております。

○徳重委員 国内需要が少なくなってくるとい

う理屈はわかるんですが、やはり、先ほどから

言ってますように、農家手取りがふえなければ

いけないという前提から考えると、行政が金を

出していくわけですから、ほんの一部の人たち

のために使うことになってしまうし、これは相

当考えていただかなければ。ただ、販路を広め

るだけではいかがかなと。そして、継続につな

げていかなければ全く意味のないことで、一過

性のものであってはならないと思うんです。継

続できるのかどうか見通しやらを考えていらっ

しゃるのかどうか。

○原ブランド・流通対策室長 先ほど販路の確

保ということで申し上げましたけれども、販路

の確保をして、農家の所得の安定向上を図るこ

とでございまして。昨年度スイートピーとかで

も輸出に取り組んでまいりましたけれども、国

内で１本30円のものを香港で１本50円で有利販

売と申しますか、そういうことにも取り組んで

おりまして。今後そういう販路確保した上で、

有利販売につなげていくという、品目ごとにそ

ういう形の取り組みも継続してやっていきたい

と考えております。

○徳重委員 最後にしますが、さっきから申し

上げておるとおり、産地をつくって、拡大して

いく、当然のことですが、農家さんにもうかっ

てもらえればいいわけですが、とにかくもうか

る農業を前提に出して、その計画は立ててほし

いし、実行してほしいと強く要望をしておきた

いと思います。

○押川委員 農政企画の211ページの緊急課題研

究で、薬剤抵抗性害虫ということで試験をされ

ていらっしゃるようでありますけれども、どの

ような害虫なのか、緊急性というのはどういう

ことを意味しているのかちょっと教えてくださ

い。

○山内総合農業試験場長 ここにあります薬剤

抵抗性害虫に対する総合的防除技術の開発でご

ざいますが、これは、ピーマンの害虫でありま

すミナミキイロアザミウマに対する新規殺虫剤

と天敵スワルスキーカブリダニとを組み合わせ

た防除法の確立と、それから、新たに確認され

ました害虫でありますモトジロアザミウマに対

する薬剤防除効果の確認を行っているものでご

ざいます。

○押川委員 現在の被害状況はどのような捉え

方をされているんですか。

○山内総合農業試験場長 ピーマンの害虫等に

ついては、ミナミキイロアザミウマで、昭和55

年ぐらいより大変深刻な害となっておりまして、

薬剤抵抗性の状況とともに、被害の状況等につ

いては、なかなか改善は図られていないような

現状かなと思っております。

○押川委員 この研究の中で、新しい薬剤あた

りの開発もされるということでいいんですか。

○山内総合農業試験場長 例えばモトジロアザ

ミウマに対する薬剤防除効果につきましては、

成虫で８薬剤、幼虫で17薬剤で、そういった多

様な薬剤等を確認しながら、確実に効果の上が

るような取り組みを進めていきたいと思ってお

ります。

○押川委員 施設の中であれば、ある程度の効
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果は出てくると思うんですけれども、露地あた

りで発生するとなかなかだろうと思うんですが、

対策はどのようにされているんでしょうか。

○山内総合農業試験場長 やはりミナミキイロ

アザミウマは、御案内のとおり、施設内にあれ

ば、そのままで薬剤封鎖はできるんですけれど

も、いわゆる温暖化になってきてハウスを開放

していくと、周辺の雑草等に伝播していくよう

な状況もございます。特に、ピーマンは今申し

上げたようなところですけれども、例えば、キュ

ウリとかそういったものについては露地等に

キュウリがある時期にいくということで、いわ

ゆる発生の鎖を断ち切ることはできないような

現状もあろうかと思います。

そういうことで、やはり、薬剤防除等はもと

よりでございますけれども、周辺環境の雑草防

除といったことをきちんとやりながら、環境防

除とも組み合わせたような体系で進めていくこ

とが重要であると思っております。

○押川委員 しっかりお願いをしておきたいと

思います。

先ほどから出てますように、病害虫あたりが

出てくるとなかなかのいいものがないと、やは

り価格にも相当響いてくると思いますので、よ

ろしくお願いをしておきたいと思います。

それから、213ページ、農事試験の中で、一般

農事試験で、加工米という説明があったと思う

んですが、県内の状況をちょっと教えてくださ

い。加工米だけなのか、飼料米もあるのか。

○戎井農政企画課長 一般農事試験におきまし

ては、加工用米として、南海181号の育成を図り

ました。これは多収性で、いもち病にも強い品

種でございます。そのほかにも、品質収量向上

に向けた「夏の笑み」でありますとか、「おてん

とそだち」の収穫適期の明確化でありますとか、

あとは醸造適性に優れる南海175号の製品技術の

確立などを進めたところでございます。

○押川委員 現在、試験場で試験ということで

ありますが、栽培は実証圃でされているんでしょ

うか。

○甲斐農産園芸課長 資料の228ページをおあけ

いただきたいと思います。上から２段目の県産

加工用米供給拡大支援のところの右の実績内容

の２段目に加工用米の実証圃の設置20カ所とご

ざいます。その中で農業試験場のほうで開発い

たしました、み系358とみ系381の比較実証を行っ

ておりまして、20カ所で行っているわけなんで

すけれども、この結果、み系358のほうが381よ

りか６％程度収量も高いし、700キログラム近い

収量の圃場もあったということで、普通期栽培

におきましては、加工用米としては、み系358が

有望ということで現在進めているところでござ

います。

○押川委員 20カ所は普通期米のところだけと

いうことでよろしいでしょうか。

○甲斐農産園芸課長 早期米と普通期米両方で

行っております。

○押川委員 早期米も普通期米も700キロぐらい

上がっているという状況でいいですか。

○甲斐農産園芸課長 早期米では、なかなか収

量が上がらないということだったので、今回の

有望と判断したのは普通期栽培のみでございま

す。

○押川委員 その下に、加工用米の26年度の作

付面積1,144へクタールということであります

が、早期と普通期との割合がわかれば教えてく

ださい。

○甲斐農産園芸課長 まだはっきりした数字は

出てないんですけれども、今の状況では、普通

期と早期が大体半分半分になっております。
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○押川委員 わかりました。先ほどの説明では、

今回、特に早期は長雨で、例年の作柄とすると

悪かったと判断してます。じゃあ次年度につい

ては、今この半々ということでありますが、普

通期米での収量は多いけれども、早期ではなか

なかその収量がとれない状況になれば、どうい

う方向で今後県としてやっていかれる予定なの

かをちょっとお聞きをしておきたいと思います。

○甲斐農産園芸課長 普通期米としましては、

み系358を進めていきたいと考えておりますが、

早期米としましては、夏の笑みを早期米用の加

工用米として推していきたいと考えておりまし

て。確かに、普通期用米の358のほうが収量は非

常に高いわけなんですけれども、早期と普通期

あわせて、加工用米の推進をしてまいりたいと

考えております。

○押川委員 できれば、今回の実証結果を、我

々委員に資料としていただくとありがたいんで

すけれども。

○甲斐農産園芸課長 準備して後ほどお渡しし

たいと思います。

○渡辺主査 では、今御要望がありました件に

ついては、後ほど資料配付で対応願います。

○押川委員 地域農業推進課、農家民泊受け入

れ関係で、農家民泊の体験交流活動。西都原で

多分行われたのだろうと理解しておりますが、

現在、この農家民泊、県内ではどれぐらいの方

がいらっしゃるんでしょうか。

○大久津地域農業推進課長 平成26年度で142で

ございます。

○押川委員 これはふえているという状況で理

解をいたしますが、例えば、今回の民家受け入

れ、西都原を主体か、西都の方々のためにそこ

で民泊された方々に助成をされたということで

いいんですかね、この金額だけは。

○大久津地域農業推進課長 この実施協議につ

いては、先ほど申し上げました宮崎グリーンツ

ーリズム研究会ということで、県内のそれぞれ

協議会組織がございます。それを一斉にまとめ

た形で、九州シンポジウムを昨年開こうという

ことで、全体会を西都原の博物館でやったこと

から、そういう形になっております。

もう一つは、北きりしま田舎物語推進協議会、

西諸を中心に、学生の教育旅行を受け入れてお

りますが、この２つの地域に支援をしておりま

す。

○押川委員 やはり今後、本県の観光の一つで

体験という中で、商工も恐らく力を入れてこら

れると思います。しかし、農家民泊といっても

なかなか大変な状況だと認識しているところで

ありまして、できることなら、今そういう農家

民泊をされる方が142戸いらっしゃるということ

でありますけれども、補助をしっかりやってい

ただくような体制をつくっていかないと、どこ

までこれが続くかなということも心配をしてい

るところもあります。専業農家ではなかなかで

きないわけでありますから、役所上がりとか団

体とか、定年された方々あたりが、農家の中で

そういうことをやっていただければいいんで

しょうけれども。そこらあたりも含みながら、

今後の農家民泊をやっていただければありがた

いなと考えております。

その下の中山間地関係で、直接支払交付金の

関係ですが、このような事業をしていただいて、

耕作放棄地の解消がどのくらい進んでいるもの

か知りたかったんですが、この数字が出ており

ますから、これ以上は言いませんけれども、今

回、この直接支払制度がなくなった中で今後は

どのような制度の中で本県はやっていかれるの

か。
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○大久津地域農業推進課長 直接支払制度につ

いては、昨年度で第３期が終了いたしましたけ

れども、本年度から第４期ということで、また

新しく事業が発足しておりますので、これで継

続地区も含めて推進を図っていきたいと思って

おります。

○押川委員 理解不足でした、申しわけないで

す。しっかりこういうことをやっていかないと

なかなか大変ですから、お願いをしておきたい

と思います。

それから、218ページ、「農と企業のみやざき

フードビジネス創出」で、企業と農業者の連携

力の強化ということで、２企業とありますが、

もう少し具体的に教えてください。

○山本連携推進室長 この２企業は、野尻町で

業務加工用野菜と、お茶をつくられている四位

農園とお茶の販売を行っている静岡市のカクニ

茶藤とが連携しまして、輸出用の抹茶、碾茶の

製造ラインを整備したものです。

それと、もう一つは、宮崎センコーアポロと

いうのがございますけれども、そこが興農宮崎

と連携しまして、農業参入を図られたものでご

ざいます。

○押川委員 決算額といいますか、補助金の内

訳がわかればちょっと教えてください。

○山本連携推進室長 野尻町の四位農園の案件

につきましては、製茶ラインに対しまして、事

業費１億5,600万円に対しまして465万円の補助

を行っております。宮崎センコーアポロの農業

参入に当たりましては、事業費は2,000万円でし

たが、補助につきましては、本体ではなく、雇

用者に対する補助30万円のみを補助しておりま

す。

○押川委員 わかりました。これを、今後活用

されながらまたやっていただけると理解します

けれども、新たに27年度にこういった事業計画

があるのかないのか教えてください。

○山本連携推進室長 ここの218ページに2,283

万9,000円繰り越しと出てきております。これが、

小林市の西ノ原牧場。畜産農家ですけれども、

食肉加工施設を整備するということで、この案

件が今進んでおります。あと、大体、毎年手持

ちで10件弱ほどこのような案件がございますの

で、本県の農業振興、それから、産地の活性化

につながる案件を採択していくという形で推進

してまいりたいと思っております。

○押川委員 それから、みんなで築く鳥獣被害

に強い地域づくりということで、いろいろ取り

組みをしていただいて、ありがたいなと思って

おります。

きょうの農業新聞だったと思いますが、福井

県と県猟友会が登録制になって対策をするとい

う記事が載っておりましたが、このことについ

てわかれば、お聞きをしておきたいと思います。

○河野食の消費・安全推進室長 記事を見てい

ないんですが、※多分それは、鳥獣被害防止関

連予算の中の環境省所管の指定管理鳥獣捕獲等

事業ではないかと思うんですけれども。

内容的には、狩猟者の減少、高齢化が進む中

で、少数の狩猟者で実施できるような効率的な

手法での試験的な捕獲を実施する事業でありま

して、環境森林部のほうで現在、事業の推進の

ために取り組んでいる事業だと思います。

○押川委員 新聞によりますと県地域農業課と

いうことで記事が載っておりますから、どなた

かが、多分インタビューとかやられたと思うん

ですけれども。環境森林部じゃなくて県地域農

業課と書いてありますよね。人材バンクで被害

拡大を抑えていきたいと説明をしたという記事

※56ページに発言訂正あり
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が載っておりますから。だから、質問をさせて

いただきました。環境森林部のほうであれば、

また森林のほうに聞いてみたいと思います。

あと、この事業をやられて、効果として毎年

やっていただいておるんですが、26年度の成果

としてはどのように捉えていらっしゃるのかお

聞きをしておきたいと思います。

○河野食の消費・安全推進室長 鳥獣被害に関

して言いますと、マイスターと地域リーダーの

育成というところで、基本的には地域での鳥獣

被害を減少させることをやってきております。

まだ鳥獣被害は増加しておりますし、減ってい

ない状況の中では、引き続き、防止柵を設置し

ながら被害の減少について取り組んでいきたい

と考えております。昨年度の状況としましては、

鳥獣被害は減少していると前回御説明をさせて

いただいたところでありますけれども、これに

つきましては、また、ここで手を緩めることが

ないよう引き続き対策をとっていきたいと考え

ております。

○押川委員 そういう説明は聞いておりました

が、侵入防止柵の要望が上がったものに対して

は、しっかり対応されているのかちょっとお聞

きをしておきたいと思います。

○河野食の消費・安全推進室長 平成26年度に

関して言いますと、要望額に対しまして100％の

交付がされました。金網柵、ワイヤーメッシュ

柵、電気柵、複合柵とそれぞれありますけれど

も、大体の計画に基づく距離が設置されたとこ

ろであります。

○押川委員 わかりました。今後もしっかり対

応していただきますようお願いをしておきたい

と思います。

それから、229ページ、農産園芸課であります

けれども、木質バイオマス暖房機の導入支援で

３台ということでありますが、金額が134万6,000

円。ちょっと内容を教えてください。

○甲斐農産園芸課長 この施設園芸用燃料の木

質バイオマス転換加速化事業では３台を導入し

ておりまして、一つ目は、宮崎市のショウガで

１台、あと西都のピーマンで１台、日向市のミ

ニトマトで１台でございます。

○押川委員 それから、その下の機能強化ハウ

ス整備３カ所、6,255万9,000円、これはどこで

しょうか。

○甲斐農産園芸課長 機能強化ハウスの整備を

３カ所で行っておりますが、これは、養液土耕

システムとか二酸化炭素発生装置を備えたハウ

スでございまして、宮崎市のトマトで54アール、

新富町のキュウリで43アール、ピーマンで72ア

ールと合計169アールの導入を図っております。

○押川委員 そういうことをすることによって、

いいものができるよう整備に補助を出したとい

うことでよろしいですよね。

○甲斐農産園芸課長 これは、特にハウスの整

備とともに、養液土耕システムや二酸化炭素発

生装置を入れるということで、収量の向上と品

質の向上等を図るものでございます。

○押川委員 しっかりもうかるような形の中で、

今後も引き続きよろしくお願いをしておきたい

と思います。

○渡辺主査 ほかにございませんでしょうか。

○太田委員 231ページ、みやざき次世代果樹ブ

ランド産地育成強化事業で、先ほどライチの説

明がありました。私もちょっと調査に行ったこ

とがあって、ライチについては展望があるよう

な雰囲気を聞いたものですから、何かその辺あ

ればもう一度説明お願いしたいと思いますが。

○甲斐農産園芸課長 ライチにつきましては、

ポストマンゴーということで、今、強力に進め
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ているところなんですけれども、平成22年にラ

イチ研究会を設置いたしまして、ようやく今、

実が、着果が始まってきているところでござい

まして、平成26年度は全体で1.4ヘクタール、研

究会のほうでは1.3ヘクタール、12名の方が取り

組んでおられまして、ことしは1.6トンを出荷し

たところです。

平均キログラム単価が4,466円とかなり高単価

で取引を。東京の果専店で化粧箱の500グラム、

９個から12個入っているわけなんですけれども、

それが8,640円で売られていたときもあるという

ことで、非常に高評価を得ているところです。

今から着果していくということなので、着果

する技術等の実証を重ねまして、もっと単収の

上がるような形に持っていきたいと考えており

ます。

○太田委員 宮崎県では、こういう取り組みを

されておるわけですが、他の県でも、こういっ

たライチをしているところもあるんですか。

○甲斐農産園芸課長 今一番取り組まれてます

のは鹿児島県、第２位が宮崎県でありますけれ

ども、このように組織立てて出荷・販売してい

る県は宮崎県だけでございまして、恐らく東京

市場とか大阪市場にそのような形で出荷されて

いるのは宮崎県だけだと考えております。

○太田委員 わかりました。また頑張っていた

だきたいと思います。

それから、228ページの、先ほど押川委員も聞

かれたテーマでもあったわけですが、県産加工

米供給拡大支援事業であります。この説明の中

で焼酎の原料としてという話も出ましたが、宮

崎県内の焼酎の原料、県内での加工米としての

材料の自給率、これはどうなんですか。

○甲斐農産園芸課長 宮崎県内の焼酎メーカー

さんの需要量は、推定ですが３万2,000トン程度

を推定しておりまして、現在の生産量が5,500ト

ン程度でございますので、供給率としては17％

ぐらいでございます。

○太田委員 関連でありますが、17％というこ

とですが、芋焼酎の場合もその自給率は非常に

低いということで、もったいないねと、県内で

自給できるのがいいねという意見も聞いておる

わけですけれども、将来、この加工米の焼酎原

料として県内で自給していく視点ではどうで

しょうか。展望としては、なかなか難しいとこ

ろがあるんですか。

○甲斐農産園芸課長 加工用米として県内の焼

酎メーカーさんには、県内産を使っていただき

たいと思っているわけなんですけれども、当然、

焼酎メーカーさんもある程度の価格で品質のよ

いものを求めてこられると思いますので、多収

性品種の導入なり、品質の向上を図りまして、

需要に見合った商品づくりを進めながら、県内

産の需要をふやしていきたいと考えております。

○太田委員 わかりました。17％ですから、や

ればまた１％でも伸びれば相当なものだろうと

思いますので、ひとつ頑張っていただきたいと

思います。

それから、もう一つ、213ページ。これも押川

委員が質問されたところとも重なるかもしれま

せんが、ちょっと関連して言うと、農事試験事

業の中での病害虫の技術向上とか説明がありま

した。先ほどあったような薬剤抵抗性害虫に対

する技術の開発とか、同じことかもしれません

が。病害虫でちょっと気になるのが、養蜂業の

ミツバチが大量死するということで、施設園芸

等でもミツバチを使って結実させることをされ

ているようですが、今、宮崎県の養蜂業のそう

いった大量死に対する原因とか、その辺の現状

はどうなっていますか。
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○坊薗畜産振興課長 養蜂業、委員がおっしゃ

るように、大量死といいますか、大量まではい

かないんですけれども、薬害の影響であろうと

いうことで若干死んでいる事例もございます。

これにつきましては、国で薬害が本当に影響し

ているかどうかを研究しておりますし、各県か

ら事例を報告する状況が今続いております。

○太田委員 ミツバチについては、なかなか、

これだという原因はまだはっきりはしていない

ということでしょうか。まだ、定説としてこれ

が原因だというのはないということですか。

○坊薗畜産振興課長 これだということではま

だ特定はされてないようですが、近辺で薬が振

られたという事例がございます。因果関係につ

いてははっきりしていない状況でございます。

○太田委員 私も雨水なんかをとっておくと、

そこにミツバチがいっぱい飛んできて、水を吸

いながら死んでいくのを大量に見ているんです。

よく池とかにも飛んできて、何で水を吸うんだ

ろうかなと。それで、おぼれて死んでしまうと

か、そんなのも見たもんですから、何かあるの

かなと。ミツバチだけれども、水バチになりよ

るなという感じになって、そういう現象はいろ

いろ分析されているかなと思いますけれども、

そういう現象がありました。

最後になりますけれども、監査の指摘事項の

関係で５ページの資料の、たばこ用農薬実用化

試験等についての概算払いと精算払いの問題が

ありました。担当者をどうこうということでは

ないんですが、概算払いと精算払いは、どうい

う場合に、会計法の扱い上の違いは何かありま

すか。

○戎井農政企画課長 概算払いにつきましては、

この執行前に見積もりで事前にお金をお支払い

しているものでございまして、一方で、精算払

いは、実際に使った額を報告して決算をするも

のでございます。

今回、契約書におきまして、前金払い、また

は概算払いで処理すると定めていて、その予定

だったところ、担当者が失念していたために、

最終的に精算払いで処理をすることになってし

まったものでございます。今後このようなこと

がないように徹底してまいりたいと思います。

○太田委員 概算払いであれば、相手側も早く

現金としてもらったほうがいいと思うんです。

だから、契約をしていて、相手方も言ってこな

いのも問題かなと思うんですが、その辺でお互

いがチェックし合うといいますか、これ概算払

いですから早く下さいとか言ってこなかったの

かなとかいう感じもするんですけれども、その

辺はどうだったんでしょうかね。

○戎井農政企画課長 今回の案件は、共同研究

でこちらが払ってもらうほう、試験場のほうが

支払いを受ける立場だったんですけれども、試

験場内にある費用で賄っていて、事後的に、本

来、先にもらっておくべきものを精算払いをし

てしまったものでございます。

○太田委員 なるほど。わかりました。決して、

担当者の云々ではありませんので。そういうこ

とはありますので。

○有岡委員 報告書の213ページからお尋ねして

いきたいと思うんですが、毎年、薬草の試験を

行っておりますが、３課題の現状はいかがでしょ

うか。

○山内総合農業試験場長 薬草試験の３課題で

ございますけれども、一つは、生薬メーカー等

と連携いたしまして、カキオドシやカモミール、

ガジュツ等の薬用植物の栽培技術の検討を行っ

たものでございます。２番目に、宮崎在来ナス

の品種である佐土原ナスにおける果実特性の解
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明を行ったものです。最後に、３つ目でござい

ますけれども、雑草等に取りつく天敵、これを

ハーブにとどめるというか、そういった形でハ

ウス内侵入を防ぐような生物的防除法の利用技

術の検討を行ったものでございます。

○有岡委員 次は、海外の輸出促進の中での、

先ほど17億円強というお話でございましたが、

指標でいきますと、867トンの青果とか畜産物の

輸出数量が出てますが、この867トンが17億円強

ということで理解してよろしいんでしょうか。

○原ブランド・流通対策室長 867トンにつきま

しては、青果物と畜産物で水産物が含まれてお

りません。17億6,000万円につきましては、農畜

水産物の金額でございます。

○有岡委員 そういった意味で、62品目という

数字が先ほど出ましたけれども、水産物も含め

まして、一番気になるのが、原価計算をしたと

きに、最終的に手取りがどれぐらいなるかです

が、例えば、この867トン、どういうルートで輸

出されているのか、空輸、海上それぞれあると

思うんですが、そこ辺の現状がわかればお尋ね

いたします。

○原ブランド・流通対策室長 さまざまあるん

ですけれども、例えば、先ほどの例で申し上げ

ましたスイートピーにつきましては、宮崎空港

から台湾を経由しまして香港へという形で、鮮

度の高いものを届けるものでございます。品目

によってそれぞれ、例えばカンショでございま

したら、福岡から船便でというものもございま

す。

○有岡委員 26年の反省を含めて、今後新しい

ルートをつくっていくとか、そういった計画が

あればお尋ねいたします。

○原ブランド・流通対策室長 昨年度、宮崎空

港発という空輸につきましては、初めての取り

組みでございました。本年度につきましては、

例えば、ヤマト運輸と先日、ＡＮＡ Ｃａｒｇ

ｏとの連携協定も結んだところでございまして、

そういう新たな空輸なりの取り組みも行ってい

きたいと考えているところでございます。

○有岡委員 もう一つお尋ねしていきたいと思

いますが、229ページの農産園芸課になりますが、

先ほども出ました木質バイオマスの暖房機の導

入支援で３台。現在、本県はどれぐらいの木質

バイオマスの暖房機を導入し、いろんなメーカ

ーがあると思いますが、ある程度宮崎の気候に

合ったメーカーの厳選ができつつあるのか、そ

こら辺をお尋ねいたします。

○甲斐農産園芸課長 平成26年現在で103台の木

質バイオマス暖房機が導入されております。大

手メーカーを中心に入っているわけなんですけ

れども、この229ページの「ネクスト！みやざき

エコ施設園芸産地拡大」を見ていただきたいん

ですけれども、ことしも新たなバイオマス暖房

体系の実証を３集団行っておりまして、いろん

なメーカーさん、いろんな品種での対応が出て

まいりますので、こういった実証を重ねながら、

暖房機が使えるものかどうかの検証を行ってい

きたいと思いますし、また、県内のメーカーさ

んにお願いいたしまして、より安い木質暖房機

の開発も行っていただいているところでござい

ます。

○有岡委員 103台が今後ますます増えていくこ

とを可能にしていただくよう、努力をよろしく

お願いいたします。

それと、もう一つお尋ねしたいのが、決算で

はないんですが、27年の財政の中に出てきてま

す無体財産権という、特許権とか著作権とか、

育成者権がございますが、26年度に育成者権と

いうのが発生してますが、これは、何が育成者
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権としてふえたのかお尋ねいたします。

○渡辺主査 きょうの委員会資料外ですが、返

答が可能ですか。

○有岡委員 また、後ほどで結構でございます。

なぜこういったことをお尋ねするかといいます

と、ＴＰＰの交渉が進んでおりまして、今後、

新しい、特許庁の制度とか、特許の問題とか、

今後話題になるものですから、こういったもの

が、どのように今後整理されていくのかお尋ね

したいと思って。ぜひまた後ほど時間があれば

教えていただくとして、また後日お願いします。

○渡辺主査 きょうは決算に関する質疑で、閉

会中審査等で有岡委員から発言していただきた

いと思います。

○右松委員 212ページで、東アジア輸出促進拠

点整備で、徳重委員と有岡委員からも出ました

が、３年前に上海と香港に行って、香港に事務

所がなくて、一般質問で香港事務所の設置に関

しては提言をさせていただきました。

今回、輸出拡大とブランド力の強化という観

点で伺いたいと思ってまして。一つは、輸出拡

大ですが、これは、やはり、県内の農業者にとっ

て、法人もそうですけれども、やはり輸出拡大

は所得の向上の面とか、あるいはモチベーショ

ンの向上という面で、非常に重要な取り組みだ

と考えてます。輸出の中で、これは平成25年度

ですけれども、委員会資料のほうで出てたもの

ですけれども、14億2,300万円が全体の輸出量で、

そのうち香港が43％、６億1,400万円であります。

ＥＵの10倍、それから、米国と比較しても、や

はり香港が一番世界で輸出をしているというこ

とでありますけれども。先ほどの話で17億6,000

万ということでありましたが、26年度の実績、

再度、全体の輸出額と、そのうちの香港への輸

出額を教えてください。

○原ブランド・流通対策室長 26年度でござい

ますが、17億6,000万円のうち香港向けが５

億8,640万円でございます。

○右松委員 全体的に上がって３億4,700万円

アップしてますので、これは非常に評価したい

と思ってます。ただ、香港が６億1,400万から５

億8,400万円で、ちょっと下がってますけれども、

せっかく香港事務所を核として東アジアにしっ

かり販路開拓して、ここはやはり非常に拠点と

して重要なところだと考えておりますが、下がっ

た理由をちょっと教えてもらえればなと思いま

す。

○原ブランド・流通対策室長 委員がおっしゃ

いますように、25年度から26年度に向けて、輸

出額、香港については下がったんですけれども、

その前年度の24年度からしますと伸びている状

況でございまして。香港事務所、非常に頑張っ

て営業活動等も行ってもらっているんですけれ

ども、日本からの輸出は非常に厳しいところで

ございまして。その中で、各県しのぎを削って25

年度非常に伸びたんですが、ちょっとその反動

で一旦落ち着いた形になっておりますけれども、

今、営業活動自体はさまざまな販路開拓等の事

業等も行っておりますので、27年度、28年度に

向かってさらに伸ばしていくように頑張ってい

きたいと考えております。

○右松委員 全体の輸出量からしても、５割近

いところが香港に行ってますので、しっかりま

た強化をしてもらいたいと。

今年度の事業で、県産品輸出促進プロモーショ

ン強化事業ということで、食文化とセットで、

本県の農産物をＰＲして販売していくことは非

常に重要な取り組みでありますので、ここはしっ

かりと数字を追ってもらって。あそこは本当に

しのぎは削られてますから、しっかりと宮崎の
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輸出強化に取り組んでもらいたいと。今年度が

輸出が20億円という目標数値設定していますの

で、全体では、先ほど言いました３億4,700万円

アップしてますので、このペースでいけば到達

できるのかなと思ってますので、香港にもしっ

かり強化をしてもらって、全体をまた引き上げ

てもらいたいということを要望させていただき

ます。

あわせてブランド力の強化の視点で伺いたい

と思いますけれども、３年前に香港に行き、ま

た、一昨年、南九州観議連で行ってまいりまし

た。その中で、宮崎棚も見てきたわけなんです。

大手百貨店のいろんな宮崎県産物の品ぞろえも

見てきました。その中でやはり気になったのは、

宮崎牛がやはり佐賀牛より値札の面で負けてし

まっているんです。私は、非常に、日本一の宮

崎牛として、海外でも宮崎のブランドをしっか

りとＰＲしてもらうと、日本一にふさわしい展

開をしてもらいたいと思ってますけれども、商

工観光労働部との一体となった取り組みも必要

だと思いますけれども、本県農産物のブランド

力強化にどういった取り組みをしているのか、

そのあたりを具体的に教えてもらえるとありが

たいです。

○原ブランド・流通対策室長 ブランド対策に

つきましては、ブランド推進本部を行政と農業

団体と一緒になって、生産から販売、ＰＲまで

一貫した形で取り組んでいるところでございま

す。特に、海外に向けましても、輸出の協議会

を設置しておりまして、そこにも農林水産団体

に含めて商工等の団体にも入っていただいて、

オール宮崎の形で取り組んでいこうという形で

現在取り組んでいるところでございます。宮崎

の農畜産物、先ほど徳重議員からもお話がござ

いましたけれども、有利販売含め、宮崎の産物

のアピールを頑張っていきたいと考えていると

ころでございます。

○右松委員 県内の農業者にとっても、海外で

は、やはりそれにふさわしい評価をしてもらえ

るようなプロモーションの展開をしてもらいた

いということを要望させていただきます。

最後に、上海は県人会があって、現地の情報

とかを、かなり上海事務所うまく活用しながら

やってます。香港はどういう状況なのか教えて

もらうとありがたいなと思います。あるのかな

いのか、それを生かしてるのかどうかも含めて

教えてもらえると。

○原ブランド・流通対策室長 上海と同じよう

に、香港にも県人会ございまして、現在、香港

事務所が窓口となって香港の県人会の皆様とは

連携とりながら、観光も含め、物産についても、

農産物についても、ＰＲについては御協力いた

だきながらやっているところでございます。

○右松委員 商工観光労働部ともしっかりと連

携してもらって、本県の農産物をさらにいい形

で海外に展開してもらえるようにお願いを申し

上げて終わります。

○押川委員 先ほどの狩猟関係の話をしました

けれども、福井県では県の猟友会と人材バンク

をやられるということでありますが、本県はそ

のような動きというか、そういう改革はあるの

かないのかお聞きをしておきたいと思います。

○河野食の消費・安全推進室長 先ほどの押川

委員から御質問のありました福井県の案件、日

農の記事ですけれども、これにつきましては、

先ほど県の地域農業課が説明したという記事で

すが、これは、福井県の地域農業課の説明にな

ると思います。

※御質問の件につきましては、ただいま環境

※56ページに発言訂正あり
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森林部のほうで、今、事業として進めようとい

うことで取りかかっているところなんですけれ

ども、宮崎県の場合は、一般事業者と猟友会の

２者が手を挙げるような形になっているという

ことで、この２者について調整を行っていると

聞いております。

○押川委員 また、環境森林部とも合議をしな

がら、本県の対策に取り組んでいただきますよ

うにお願いをしておきたいと思います。

それから、部長に、先ほどから東アジア輸出

促進拠点整備関係が出てた問題ですが、香港、

特に実績の質問もあったところでありますが、

今の経済連も香港事務所を持っているわけです

よね。県と経済連と一緒の形の中での取り組み

は、どのようなことがなされているのかお伺い

いたします。

○郡司農政水産部長 委員御指摘のとおり、先

行して経済連さんが、事務所を香港に立てられ

たわけです。後発で県が事務所を設けたという

ことなんですけれども。ことし７月に、経済連

さんが入っていたビル、家賃が高いこともあっ

て、私どもの県の事務所の同じビルの隣のスペ

ースに入っていただいて、今、連携して仕事を

やれる環境が整ってきたところです。同じ県で

ばらばらにやるより、一緒に連携してやったほ

うがいいわけで、ことし７月から同じビルの中

で常に連携できる体制はとれたところです。一

生懸命、一緒に力を合わせてやっていきたいと

考えているところです。

○押川委員 そのほうがやはりいいという声も

聞いておりましたし、７月からそういうことで

一緒にやっていただいていればありがたいし、

さらに伸ばしていただきますように、実績を上

げていただきますようにお願いをしておきたい

と思います。

○徳重委員 関連することですが、つい先日、

新聞報道されたところですが、羽田さんが、九

州の農産物を海外輸出するための組織をつくっ

て、株式会社制ですか。個々にやってもどうし

ても量がまとまらないし、継続がうまくいかな

いこともありますので。やはり、もう海外輸出

は九州一円、単体でやるより、そういう方向づ

けをするほうが、経費の面からも相当節約にな

ると思うんですが。部長、どうでしょうか、そ

の考え方。経済連と宮崎県とやることも大事で

す。それもそれでいいんですが、九州一つとい

うような形で、日本国の産物、特に農産物。九

州は、品質的に中身はそんなに変わらないと思

うんです。いかがなもんでしょうか。

○郡司農政水産部長 委員がおっしゃるとおり

に、九州で一つでやることのメリットが確かに

あると思います。単品単品では時期も限られる

ことがあるので、九州で力を合わせてやること

の意味はあるんですけれども、例えば、先ほど

ありました宮崎牛と佐賀牛というふうに、それ

ぞれブランドが、しのぎを削っている場面もあ

るわけでありまして。これについても、ジャパ

ンブランドの和牛で売っていったほうがいいと

いうのも確かにあるんですが。輸出も確かに、

御指摘のあったように、農家の所得向上を目指

した取り組みという中では、目に見える形で農

家にメリットを還元するという意味では、一定

程度、地域の農家と密着した形で県が関与しな

がら、県というまとまりで売っていく場面も必

要かなと。やはり、いろんなルートをうまく活

用しながら、全体として利益、メリットを出し

ていくことが、今の時点では重要なのかなと考

えているところです。

将来的には、どちらが有効かについては、も

う少し時間をかけて検討させていただければと



- 55 -

平成27年10月５日(月)

考えます。

○徳重委員 ぜひそういう形で、農家手取りに

はね返るような形のものを模索していただきた

いと思います。

最後に、一つ、225ページ。ちょっと気になっ

ていますので聞いておきたいと思います。儲か

る農業を支える普及マンパワー強化事業ですが、

普及指導協力員の設置105人は何ですか。

○日髙営農支援課長 105名の普及指導協力員と

いうことですけれども、このうち94名の方々が、

いわゆる地域の先進的な農業者の方でございま

す。それ以外の11名の方につきましては、例え

ば税理士さんであったりとか、普及活動をする

上で専門的な知識を持ってて、いろいろ相談を

させていただくような方々というものをあわせ

てお願いをしている状況でございます。

○徳重委員 税理士さんは仕事としてわかるん

ですけれども、95名の農家の方、先進農家の方

に、どういう形で。何か、お金を渡すんですか、

それとも、ただお願いをするだけの話ですか、

相談をするというだけの話ですか。

○日髙営農支援課長 いわゆる普及指導協力員

という形で任命をさせていただきまして、その

中で年間の活動費も一部負担をさせていただき

ながら、例えば、役割分担、地域の中で農業者

の方々のところに一緒に行っていただいたりと

か、相談をさせていただいたりとか、こういう

ような取り組みを進めさせていただいてます。

○徳重委員 すばらしい計画だなと思ってます。

普及員の先生方ももちろん専門的な勉強をされ

ているんだけれども、何といっても、もうかっ

ていらっしゃる農家、そういう篤農家の方をい

かにうまく利用するかと。篤農家がたくさんで

きることが全体のレベルアップにつながるわけ

で、こういう協力員の方、篤農家の方のノウハ

ウ、技術をいかに引き出すかがさらに大事じゃ

ないかなと、こう思うんです。試験場でするも

のと、あるいは農家がみずからつくり出したも

のと、これ、もう全く違うものと私は思うんで

すよね。試験場の結果も立派ですよ。それはそ

れでいいんですが、やはり、地域性があったり、

環境が違うわけですから。そういったことを考

えると、その地域の篤農家をいかに大事にして

ノウハウをいただくか、そういうことに全力を

挙げていただきたいとお願いをしておきたいと

思います。

○渡辺主査 ほかにございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 よろしいですか。それでは、以上

をもって、農政企画課、地域農業推進課、営農

支援課、農産園芸課を終了いたします。

午後は１時再開といたします。暫時休憩いた

します。

午前11時58分休憩

午後１時再開

○渡辺主査 分科会を再開いたします。

これより６課の説明に入りますが、その前に

午前中の質疑に関しまして、まず、農政企画課

長から育成者権について御説明があると伺って

ます。

○戎井農政企画課長 午前中に有岡委員から御

質問いただきました平成26年度に登録しました

育成者権３件につきまして説明をさせていただ

きます。

資料の平成26年度宮崎県歳入歳出決算審査意

見書をごらんください。12ページで、下から６

段目でございますが、育成者権の平成26年度中

増減で増加が３件、ここの内容について御質問

をいただきました。こちらにつきまして52ペー
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ジをお開きください。

育成者権の増３つにつきましては、１つが、

稲の夏の笑み、また、スイートピーのムジカス

カーレット、もう一つは、青枯れ病や疫病等、

抵抗性のピーマン台木ということで、この計３

件を品種登録したものでございます。

○河野食の消費・安全推進室長 午前中、押川

委員のほうから御質問のありました、本日の日

本農業新聞の記事に関します福井県における県

と猟友会が連携した人材バンク制度の取り組み

につきましての記事についてですが、環境省の

事業を活用した取り組みではないか、との誤っ

た説明をいたしましたので、おわびとともに、

説明の修正を申し上げます。

この取り組みは、福井県と福井県猟友会が連

携して、広域に狩猟活動が可能な狩猟者のリス

トを作成し、鳥獣害が多いものの狩猟者が少な

い地域からの要請を受けて派遣するという福井

県独自の取り組みでございます。

本県としましては、鳥獣被害対策につきまし

て、捕獲対策も重要になりますので、猟友会を

所管します環境森林部と連携しながら適切に対

応を進めてまいりたいと考えております。

○渡辺主査 今の関連でございましたら、総括

のところでお願いをしたいと思います。よろし

くお願いいたします。

これより、農村計画課、農村整備課、水産政

策課、漁村振興課、畜産振興課、家畜防疫対策

課の審査を行います。

平成26年度決算について各課の説明を求めま

す。なお、委員の質疑は６課の説明が全て終了

した後にお願いをいたします。

○河野農村計画課長 農村計画課です。平成26

年度の決算につきまして御説明します。

決算特別委員会資料の３ページをお開きくだ

さい。

農村計画課は、一般会計のみで、最終予算額

は63億2,739万8,000円、支出済額は63億2,148

万2,955円、不用額は591万5,045円であり、執行

率は99.9％であります。

次に、決算事項別明細説明資料により、主な

内容について御説明します。

資料の20ページをお開きください。

まず、上段の（目）農地総務費についてであ

ります。不用額が283万6,556円であります。主

なものは、地籍調査事業につきまして、事業費

の確定により補助金に執行残が生じたことによ

るものであります。

次に、下段の（目）土地改良費については、

不用額が124万9,195円であります。主なものは、

攻めの畑かん営農推進におきまして、先進地研

修の参加者や試験圃場の委託内容の確定により、

旅費や委託料等に執行残が生じたことによるも

のであります。

続きまして、主要施策の成果について御説明

します。

別冊の主要施策の成果に関する報告書の234ペ

ージをお開きください。

（２）快適で人にやさしい生活・空間づくり

であります。地籍調査につきましては、１筆ご

との地籍を明確化するもので、土地に関する基

本的な調査であります。主な実績としましては、

宮崎市ほか15市町村及び南那珂森林組合におい

て62平方キロメーターで地籍調査を実施してお

ります。

施策の成果といたしましては、下段の表にあ

りますように、平成26年度末の進捗率は64.8％

であり、土地所有に関する権利の保全及び明確

化、さらには、公共事業等における用地取得事

務の円滑化が図られ、県土の計画的かつ適正な
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利用に寄与しております。

なお、今後も、市町村等と連携を図りながら、

積極的に地籍調査を進めてまいります。

次に、235ページをごらんください。

（１）農業の成長産業化への挑戦であります。

土地改良事業負担金につきましては、国営土

地改良事業及び緑資源機構事業に係る県及び地

元負担金であり、９地区で執行しました。

また、攻めの畑かん営農推進につきましては、

新しい畑かん営農技術と、畑かん営農普及体制

の確立を図るため、輪作体系の確立等に向けた

試験圃場の設置や自走式散水機の試験導入によ

る散水作業の省力化の実証及び畑かんマイスタ

ーの活用など、畑かん営農の普及に取り組みま

した。

236ページをお開きください。

平成26年度末の畑地かんがい施設の整備面積

は、9,270ヘクタールであります。

施策の成果としましては、平成26年度は畑地

かんがい施設を238ヘクタールで整備し、作物の

品質や収量の向上が図られるなど、大規模畑作

の産地づくりを進めております。

今後とも、関連事業の進捗を図るとともに、

畑地かんがいを活用した収益性の高い営農の普

及を積極的に推進してまいります。

以上が主要施策の成果であります。

なお、監査にかかわる指摘事項は、当課につ

いては該当ありません。

説明は以上であります。

○甲斐農村整備課長 農村整備課でございます。

決算特別委員会資料の３ページをお開きくだ

さい。

農村整備課は一般会計のみでございます。

最終予算額は137億3,088万8,000円、支出済額

は123億7,944万6,400円、翌年度への繰越額は12

億9,191万6,000円、不用額は5,952万5,600円、

執行率は90.2％であり、繰越額を含めた執行率

は99.6％であります。

次に、当課の決算事項別の明細について御説

明いたします。22ページをお開きください。

上から３段目の（目）農業振興費につきまし

ては、翌年度繰越額が１億3,133万円、不用額

が126万9,069円で、執行率は86.0％ですが、翌

年度繰越額を含めますと99.9％であります。

翌年度繰り越しは、工法の検討等に日時を要

したことなどによるものであり、不用額の主な

ものにつきましては、下から３段目の負担金・

補助及び交付金でありますが、これは、多面的

機能支払制度における交付対象面積の確定に伴

う執行残などであります。

23ページをお開きください。

（目）農地総務費につきましては、不用額が241

万3,606円であります。これは、県費措置してあ

ります職員の人件費の一部を公共事業の事務費

に振りかえたことによるものであります。

（目）土地改良費につきましては、翌年度繰

越額が８億5,211万5,000円、不用額が2,065

万5,024円であります。不用額の主なものは、次

のページの上から５段目の負担金・補助及び交

付金でありますが、これは、平成25年度からの

繰越事業であります農業体質強化基盤整備促進

事業における事業費の確定に伴う補助残などで

あります。

（目）農地防災事業費につきましては、翌年

度繰越額が２億8,997万円、不用額が1,818

万9,267円で、執行率は83％ですが、翌年度繰越

額を含めますと99％であります。

翌年度繰り越しは、用地交渉等に日時を要し

たことなどによるものであり、不用額の主なも

のは、一番下の段の委託料でありますが、平成25
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年度からの繰越事業である県営農村地域防災減

災調査計画事業における入札残でございます。

25ページをお開きください。

（目）海岸保全費につきましては、翌年度繰

越額が23万8,000円、不用額が８万3,634円で、

執行率は86.6％ですが、翌年度繰越額を含めま

すと96.5％であります。これは、関係機関との

調整に日時を要したため、繰り越したことによ

るものであります。

26ページをごらんください。

（目）耕地災害復旧費につきましては、翌年

度繰越額が1,826万3,000円、不用額が1,691

万5,000円で、執行率は88.3％ですが、翌年度繰

越額を含めますと94.4％であります。

翌年度繰り越しは、国による災害査定が12月

中旬までとなり、市町村の発注時期がおくれた

ことなどに伴い繰り越したものであり、不用額

は26年度に発生した災害に係る国庫補助決定に

よるものであります。

続きまして、主要施策の成果につきまして、

主な事業を御説明いたします。

別冊の主要施策の成果に関する報告書の237ペ

ージをお開きください。

表の一番上の段であります新規事業「多面的

機能支払制度」につきましては、農地周辺の草

刈りなど、基礎的な活動を行う農地維持支払い

において、324組織の共同活動などを支援しまし

た。

次に、238ページをお開きください。

県営畑地帯総合整備につきましては、都城市

の払川第１地区ほか38地区において、国営関連

事業としての畑地かんがい施設などの整備を行

いました。

その下の県営経営体育成基盤整備につきまし

ては、都城市の東水流地区ほか14地区において、

水田の区画整理などを行いました。

次に、239ページをごらんください。

県営広域営農団地農道整備につきましては、

門川町の沿海北部５期地区ほか２地区において、

農道の整備を行いました。

240ページをお開きください。

中山間地域総合整備につきましては、高千穂

町の五ヶ所地区ほか５地区において農業用用排

水路や営農飲雑用水施設などの整備を行いまし

た。

次に、241ページをごらんください。

県営ため池等整備につきましては、日向市の

寺迫地区ほか11地区において、ため池や用水路

の整備を行いました。

242ページをごらんください。

団体営耕地災害復旧につきましては、川南町

ほか19市町村の170カ所で農地や農業用施設の災

害復旧を行いました。

次に、243ページをごらんください。

施策の成果等でありますが、主なものといた

しまして、①の用排水路の整備、②の畑地かん

がい施設の整備、③の水田の整備により、生産

性、収益性の高い農業への転換や畑作物の品質

向上、担い手農家への農地利用集積などを図っ

たところでございます。

また、⑤の中山間地域における農業生産基盤

と農村生活環境基盤の総合的な整備の推進や、

⑥の地域資源や農村環境などの多面的機能を保

全するための共同活動への支援、⑦の災害の未

然防止のための農地防災事業の計画的な推進な

どを行いました。

今後とも、効果の早期発現のため、効率的な

事業実施を図ってまいります。

なお、監査における指摘事項については、該

当ございません。
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農村整備課は、以上でございます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございます。

お手元の平成26年度決算特別委員会資料３ペ

ージをお開きください。

一般会計の水産政策課の欄をごらんください。

平成26年度の最終予算額は21億9,369万1,000円

に対しまして、支出済額は21億8,637万1,773円

であり、不用額は731万9,227円、執行率は99.7

％でございます。

次に、特別会計の水産政策課の欄でございま

す。平成26年度の最終予算額１億5,870万8,000

円に対しまして、支出済額は4,172万2,810円で

あり、不用額は１億1,698万5,190円、執行率

は26.3％でございます。

次に、決算事項別の明細について御説明をい

たします。

27ページをお開きください。下段の（目）水

産業振興費の不用額が240万1,186円ございます

けれども、これは、主に、次の28ページでござ

います。中ほどになりますが、負担金・補助及

び交付金において、各種制度資金の利子補給金

や沿岸資源の回復による儲かる漁業の推進事業

の補助金が確定したことによるものでございま

す。

次に、（目）の水産業協同組合指導費の不用額

が112万7,614円ございますけれども、これは、

主に、ページ一番下の負担金・補助及び交付金

において、養殖共済の赤潮特約の掛金を助成し

ております漁業共済普及促進事業の補助金額が

確定したことに伴うものでございます。

次に、29ページをお開きください。

（目）の漁業取締費の不用額が139万9,485円

ございますが、これは主に漁業取締船たかちほ

の燃料代などの需用費の執行残でございます。

次に、32ページをお開きください。

宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計でございま

すが、（目）の水産業振興費の不用額が１億1,698

万5,190円ございますが、これは、主に貸付金の

執行残でございまして、全額、貸付財源として

今年度に繰り越されているところでございます。

続きまして、主要施策の成果について、主な

事業を御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の244ページを

お開きください。

（２）水産業の振興についてでございます。

表の上から２段目の新規事業「沿岸資源の回

復による儲かる漁業の推進」につきましては、

資源状況が低迷しておりますアマダイやイセエ

ビについて、科学的な資源評価に基づき、種苗

放流や漁獲サイズの大型化等の資源管理に取り

組むとともに、藻場回復の促進によりウニの身

入りの改善を図るなど、沿岸漁業の増産・増収

に取り組んだところでございます。

次に、245ページをお開きください。

新規事業「宮崎のさかなビジネス強化・拡大

推進」につきましては、宮崎県漁連によるマー

ケットインの視点に基づく水産加工品の開発や

商談会への参加、さらに宮崎のさかなビジネス

拡大協議会が行います、みやざきの魚の情報発

信等の取り組みを支援し、本県水産物の付加価

値向上と販路拡大を図ったところでございます。

次に、日本一のキャビア産地づくり支援につ

きましては、チョウザメ種苗の安定供給に努め

るとともに、キャビア製造や魚肉の新商品開発、

さらには商談会への出展など販路拡大への取り

組みに対する支援を行ったほか、チョウザメ養

殖への新規参入希望者への対応を行った結果、

新たに２経営体が加わって、23経営体となるな

ど、チョウザメ産業の振興を図ったところであ

ります。
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次に、漁業協同組合機能・基盤強化推進につ

きましては、近年の漁業生産の縮小によりまし

て、漁協系統組織の体制の維持が困難となって

いるため、信用事業の信漁連への譲渡や、経済

事業の合理化を内容とする経営改善計画を実行

する漁協に対し、信漁連や市町村と連携して信

用事業譲渡に際して必要となる借入金の金利負

担を軽減し、漁協や系統団体の基盤強化の取り

組みを促進したところでございます。

次に、246ページをお開きください。

水産業試験につきましては、水産資源関係で

は、日向灘沿岸の漁場形成に関する研究など４

課題、増養殖・漁場保全関係では、アカアマダ

イの種苗生産技術開発など８課題、流通加工関

係では、魚価向上のための高品質化技術の開発

など４課題、内水面増養殖関係では、新たなチョ

ウザメ魚種の種苗生産技術の開発など８課題、

合わせて24課題に取り組んだところでございま

す。

今後も、第５次宮崎県水産業・漁村振興長期

計画の基本目標の、もうかる水産業の実現のた

め、資源回復と収益性向上を柱として、効率的

に取り組みを実施してまいります。

以上が施策の成果についてでございます。

最後に、監査における指摘事項について御説

明いたします。

再度、平成26年度決算特別委員会資料の５ペ

ージをお開きください。

（１）収入事務の指摘事項の２つ目に書いて

ございます。水産試験場におきまして、高品質

キャビア長期保存技術開発業務等の受託につい

て、調定事務がおくれているものが見受けられ

たとの指摘でございます。

調定事務におきましては、契約締結や配分通

知が行われた時点で行うものでありますが、事

業費が確定し請求する時点で調定処理を行って

いたため、事務のおくれについて指摘を受けた

ものでございます。

これにつきましては、契約日または配分通知

があった時点で調定を行うよう改善を図りまし

た。

今後、このようなことが生じることのないよ

う、適正な事務処理に努めてまいりたいと考え

ております。

水産政策課は、以上でございます。

○田原漁村振興課長 漁村振興課の平成26年度

予算に係る決算状況等について御説明をいたし

ます。

初めに、お手元の平成26年度決算特別委員会

資料の３ページをお開きください。

漁村振興課は一般会計のみで、最終予算額は48

億4,925万1,000円に対し、支出済額35億9,525

万6,171円、翌年度への繰越額は９億8,424

万9,000円、不用額は２億6,974万5,829円であり

ます。執行率は74.1％で、繰越額を含めた執行

率は94.4％となっております。

次に、決算事項別の明細ですが、33ページか

ら37ページに記載してございます。

33ページをお開きください。

（目）水産業振興費につきましては、翌年度

への繰越額が３億4,865万6,000円、不用額が２

億2,442万8,754円、執行率は61.4％であります

が、翌年度繰越額を含めますと84.9％でありま

す。

不用額の主なものは、34ページになりますが、

まず、委託料につきましては、漁場整備事業で、

事業費の確定に伴う執行残などの委託料が不用

となったことなどによるものでございます。

工事請負費につきましては、高等水産研修所

の空調設備改修工事の入札残によるものでござ
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います。

その下、負担金・補助及び交付金でございま

すが、種子島周辺漁業対策事業補助金の事業費

確定に伴う執行残や、コイ養殖場でコイヘルペ

スウイルス病の発生がなかったことにより、コ

イの処分費用及び対価助成費用が不用となった

ことなどによるものでございます。

次に、（目）漁港管理費につきまして、翌年度

への繰越額が3,640万円、不用額が115万3,146円、

執行率が84.5％でありますが、翌年度繰越額を

含めますと99.5％であります。これは、海岸漂

着物の回収・処理等に係る委託料の執行残や旅

費や需用費など事務費の節約によるものでござ

います。

次に、35ページをごらんください。

（目）漁港建設費につきましては、翌年度へ

の繰越額が５億9,919万3,000円、不用額がゼロ

円、執行率は79.1％でありますが、翌年度繰越

額を含めますと100％であります。

繰り越し理由としては、漁港の水産基盤整備

について、関係機関との調整等に日時を要した

ためでございます。

次に、36ページをお開きください。

漁港災害復旧費としまして、2,772万9,000

円。37ページになりますが、（目）水産災害復旧

費としまして1,561万1,000円を漁港施設や水産

施設の被災に対する復旧予算として計上してご

ざいましたが、平成26年度につきましては、漁

港施設、水産施設において災害がなかったため、

全額不用額となってございます。

続きまして、主要施策の成果につきまして、

主な事業を御説明いたします。主要施策の成果

に関する報告書の248ページをお開きください。

（２）水産業の振興でございます。

主な事業でございますが、改善事業「養殖魚

の安全・安心推進」につきましては、持続的な

養殖生産の実現を図るため、養殖場の一斉調査

や漁場改善計画の実践等について関係漁協の指

導を行ってございます。

今後とも、養殖現場における食の安全・安心

の推進に努めてまいります。

内水面漁業振興対策につきましては、県内の

主要河川において、アユやヤマメ等の種苗放流

を実施したほか、アユの採卵場の造成と魚道機

能の改善を図るための簡易な改修や、ブラック

バス等外来魚の駆除活動といった内水面関係者

の取り組みを支援したところでございます。

今後も、種苗放流や、内水面資源の増殖につ

ながる関係者の取り組みを支援することにより、

内水面における資源の維持培養に努めてまいり

ます。

次に、カンパチ養殖経営改善実証につきまし

ては、カンパチ人工種苗６万1,000尾を生産・供

給し、飼育試験を行いました。その結果、従来

の天然種苗による飼育よりも飼育コストが削減

できる可能性が示されました。

今後もカンパチ養殖の経営改善のため、養殖

現場のニーズに合った人工種苗の生産・供給体

制の確立と、より効率的な飼育方法の開発・普

及に努めてまいります。

みやざき未来の漁業担い手確保育成対策につ

きましては、新規就業者確保のため、県漁業就

業者確保育成センターと連携し、就業情報の収

集及び発信を行うとともに、就業希望者の漁業

への理解を深めるための漁業研修を実施してご

ざいます。

また、平成26年度は、地域漁業を担うリーダ

ーである漁業士を、更新を含め、23名を認定し

ております。

今後も、漁業士等の活動支援等を通じた、地
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域漁業リーダーの育成、並びに新規就業者の確

保に努めてまいります。

次に、249ページをごらんください。

高等水産研修所につきましては、すぐれた漁

業就業者の養成、資格取得等のスキルアップの

ための研修、及び一般県民に対する本県漁業の

紹介や高等水産研修所のＰＲのための研修を

行ってございます。

平成26年度は、本科生８名と、専攻科生23名

が入所し、専攻科生のうち短期生を除く３名と

本科生の計11名に対し、新規漁業就業者に必要

なさまざまな技術、知識の習得に努めたところ

であり、うち６名が漁業に就業してございます。

また、専攻科生の短期生20名は、既に漁業等

に就業されている方であり、海技士免許資格取

得のための研修を行いました。

さらに、夏休み期間中に一般県民研修を実施

し、平成26年度は小中学生など13名の方に受講

していただきました。

今後とも、新規漁業就業者の養成や、現在漁

業に就業されている漁業者のスキルアップなど

に努めてまいります。

次に、水産基盤整備の漁場につきましては、

増殖場造成としまして、串間市宮之浦沖合のマ

ウンド礁の整備を完了するとともに、日向灘沖

合で表層型浮き魚礁を更新するなど、漁場の整

備に取り組んだところでございます。

今後は、引き続き、浅海域において、ヒラメ

などの有用魚介類の餌生物をふやす機能を持っ

た餌料培養型増殖場の造成に取り組むとともに、

更新時期を迎える表層・中層型浮き魚礁を計画

的に更新・整備してまいります。

次に、250ページをお開きください。

水産基盤整備の漁港につきましては、水産流

通基盤整備では、北浦漁港ほか３港で防波堤や

岸壁工事等を、水産物供給基盤機能保全では、

老朽化により更新が必要となった漁港施設の長

寿命化を図るため、野島漁港ほか８港で老朽化

対策工事を実施しております。

漁港施設の整備につきましては、引き続き、

防波堤等の整備を推進するとともに、地震・津

波対策として、粘り強い構造化など、施設の強

化対策に取り組んでまいります。また、これま

でに整備された施設につきましても、計画的か

つ適切な老朽化対策を行ってまいります。

なお、監査等の指摘事項については、漁村振

興課はございません。

漁村振興課は、以上でございます。

○坊薗畜産振興課長 畜産振興課でございます。

委員会資料の３ページをお開きください。

畜産振興課では一般会計のみでございます。

平成26年度の最終予算額は36億8,452万9,000

円、支出済額は25億1,512万8,988円となってお

ります。翌年度への繰り越しは11億5,162万9,000

円、不用額は1,777万1,012円となってございま

す。執行率は68.3％で、繰越額を含めた執行率

は99.5％となっております。

次に、決算事項別の明細について御説明いた

します。

38ページをごらんください。

（目）畜産総務費でございます。不用額が248

万5,048円となっております。畜産総務費につき

ましては、畜産新生推進局、畜産試験場、家畜

保健衛生所の職員、それから、各農林振興局の

畜産関係職員の人件費を計上いたしております

が、年度末の職員の死亡退職により、不用額が

発生したものでございます。

次に、中ほどの（目）畜産振興費でございま

す。翌年度への繰り越しが11億3,189万9,000円、

不用額が1,413万3,214円、執行率は45.0％となっ
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ておりますが、繰越額を含めますと99.3％の執

行率でございます。

繰り越しにつきましては、国の緊急経済対策

によりまして、２月追加補正予算で計上させて

いただきました畜産競争力強化整備事業等にお

いて、事業実施期間の関係により繰り越しとなっ

たものでございます。

また、不用額が発生いたしました主な理由に

つきましては、次の39ページをごらんいただき

たいんですが、負担金・補助及び交付金につい

て901万円余の不用額となってございます。これ

は、家畜疾病経営維持資金融通助成事業や鶏卵

価格安定特別対策事業において、利子補給額や

価格補塡の状況等によって事業費が確定したこ

とに伴う執行残でございます。

次に、（目）家畜保健衛生費につきましてでご

ざいます。翌年度への繰り越しが1,973万円、執

行率が86.3％となっておりますが、繰越額を含

めますと99.4％でございます。

繰り越しにつきましては、「宮崎の畜産新生モ

デル畜舎整備事業」におきまして、事業実施主

体において事業が繰り越しとなったことによる

ものでございます。

続きまして、主要施策の成果等について御説

明いたします。

成果報告書の253ページをお開きください。

産業づくりの（１）にございます農業の成長

産業化への挑戦でございます。

具体的には、表の施策推進のための主な事業

及び実績に示しておりますが、主なものを御説

明いたします。

新規事業「全国和牛能力共進会３連覇対策」

につきましては、平成29年度に宮城県で行われ

ます第11回全共の種牛の部、肉牛の部の出品候

補牛作出のための指定交配等に対する支援を行

いますとともに、牛のＤＮＡマーカー領域保有

調査等を実施いたしました。

次に、新規事業「地域肉用牛繁殖基盤強化対

策事業」につきましては、経済連等とともに、

繁殖センター等におけます繁殖雌牛の供給に対

する支援を行いまして、繁殖センターから農家

への妊娠牛の払い下げの推進を行い、肉用牛の

生産基盤の強化を図ったところであります。

次に、254ページをごらんください。

改善事業「高収益型酪農経営支援体制整備事

業」につきましては、牛群検定やモデル農家へ

の指導を行うなど、酪農家等の技術等の向上に

対して支援を行いますとともに、乳用牛の育成

預託等への支援によりまして、高収益型の酪農

経営の創出に取り組んだところでございます。

次に、新規事業「宮崎の養豚人材育成強化対

策」につきましては、今後の養豚経営者の技術

力向上等の拠点となります宮崎大学に設置され

ました研修施設の整備に対して支援を行いまし

て、人材育成強化の体制の構築を図ったところ

でございます。

次に、255ページをごらんください。

「宮崎の畜産新生モデル畜舎整備」につきま

してでございます。モデル畜舎の新規整備６カ

所、それから、改修等への支援28カ所を行いま

して、家畜の適正な飼養管理が可能となる畜舎

の整備を推進しますとともに、規模拡大により

ます増頭にもつなげているところでございます。

次に、256ページをお開きいただきたいと思い

ます。

施策の成果等でございますが、①の全般的な

事項でありますけれども、その上の表、施策の

進捗状況の表にありますように、畜産産出額・

飼料作付面積、数値を出しておりますが、当面

の目標値を達成することができたところであり
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ます。

今後とも、畜産農家が経営を維持・発展させ、

畜産業が将来にわたって本県の基幹産業であり

続けるために、畜産新生プランで出しておりま

す４つの課題に対する取り組みを推進して、畜

産の推進を図ってまいりたいと考えております。

最後に、監査における指摘事項につきまして

は、当課は該当ございません。

畜産振興課は、以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○久保田家畜防疫対策課長 家畜防疫対策課で

ございます。

委員会資料の３ページをお開きください。

一般会計のみでございます。一番下の家畜防

疫対策課の欄をごらんください。

平成26年度の最終予算は９億3,566万1,000円

で、支出済額は８億2,201万6,658円となってお

ります。

不用額は１億1,364万4,342円となっており、執

行率は87.9％であります。

次に、決算事項別の明細について御説明いた

します。41ページをお開きください。

当課におきましては、（目）家畜保健衛生費の

みでありまして、不用額は１億1,364万4,342円、

執行率は87.9％であります。

不用額についてでありますが、主に、家畜伝

染病発生時の防疫措置に要する経費の執行残等

でございます。

26年度につきましては、年度当初、前年度か

ら継続して発生しておりました豚流行性下痢（Ｐ

ＥＤ）や４月に熊本県で発生いたしました高病

原性鳥インフルエンザの蔓延防止のため消毒ポ

イントを設置しております。

また、12月には、県内で鳥インフルエンザが

２例発生いたしまして、殺処分や消毒ポイント

の設置等の防疫措置を実施したところでありま

すが、予算といたしましては、家畜伝染病の万

一の発生に備え、その初動防疫に要する経費を

家畜防疫体制整備事業の約１億7,600万円余を措

置しております。

12月までの鳥インフルエンザやＰＥＤの防疫

活動に伴いまして、総額１億3,280万円ほどの支

出がございました。しかしながら、その後の発

生がなかったことから、当該事業の需用費や委

託料等におきまして、4,320万円余の執行残が生

じております。

また、口蹄疫埋却地再生活用対策事業におき

まして、再生整備工事の委託料で1,092万円余の

執行残となっておりまして、これは、それぞれ

の埋却地ごとに、効率的かつ低コストな工事方

法を選定した結果、事業費が低減したことによ

るものであります。

続きまして、主要施策の成果についてであり

ます。成果報告書の258ページをお開きください。

まず、くらしづくりの（１）危機管理体制の

確保であります。具体的には、表の施策推進の

ための主な事業及び実績に示しております。

主なものを順に御説明いたします。

表の２番目、家畜防疫体制整備につきまして

は、先ほども触れさせていただきましたが、家

畜伝染病発生時の防疫措置として、鳥インフル

エンザの２例の発生農場では、飼養鶏の殺処分

を、また、ＰＥＤや鳥インフルエンザの発生に

伴い、消毒ポイントの設置等を行い、蔓延防止

を図りました。

改善事業「家畜防疫体制強化対策」につきま

しては、民間獣医師の活用による農場防疫の指

導体制を強化いたしますとともに、迅速な防疫

措置を図る上で重要な役割を担います家畜防疫

情報システムの農場データの更新等を行いまし
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た。

次に、259ページをごらんください。

口蹄疫埋却地再生活用対策につきましては、

埋却地を農地等として再生利用するために、石

れきの除去等の工事を行うものでありますが、

事業２年目となります昨年度につきましては75

カ所の整備を完了したところでございます。

次に、下段の施策の成果等についてでありま

すが、①にありますとおり、平成25年３月に策

定いたしました宮崎県畜産新生プランに基づき

まして、家畜防疫や衛生対策等に関しまして、

関係機関と一体となって、スピード感を持って

取り組みを進めてまいりました。

特に、家畜防疫につきましては、②にありま

すとおり、水際防疫、地域防疫、農場防疫、迅

速な防疫措置を４つの柱として、重点的に施策

を推進してきたところであります。

260ページをお開きください。

⑧にありますように、口蹄疫埋却地対策につ

きましては、整備希望のありました224カ所、約82

ヘクタールについて、農地等として再生整備を

進めております。平成25年度及び26年度の２カ

年間で全体の93％に当たります209カ所、約68ヘ

クタールの整備が完了し、順次活用が進んでい

るところでございます。

次に、261ページをごらんください。

産業づくりの（１）農業の成長産業化への挑

戦であります。

表の中ほどにあります家畜の衛生管理指導に

よる生産性向上対策事業につきましては、モデ

ル農場を選定し、牛では繁殖成績を、豚では肉

豚出荷成績を向上させる取り組みを行ったとこ

ろでございます。

最後に、監査における指摘事項等については、

当課は該当はございません。

家畜防疫対策課からは、以上でございます。

○渡辺主査 ありがとうございました。説明が

終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんでしょう

か。

○右松委員 いきなり水産のほうに飛ばせてい

ただきますけれども、249ページです。水産基盤

整備で、漁場の整備ということで。漁業を振興

していく上でも、やはり水産基盤の整備は非常

に重要なのかなと思ってます。そういった中で、

予算額に対して決算額が約半分、４割ぐらいで

すか。27年度繰り越しが３億3,653万ということ

で、これは、マウンド礁の部分なのか浮魚礁な

のか、繰り越し分がどの部分なのか、そして、

場所と要因を教えてください。

○田原漁村振興課長 249ページをごらんいただ

きたいと思います。27年度への繰り越しの内訳

としまして、増殖場のマウンド礁、調査、観測、

それが１カ所。それと、南部浅海増殖場の測量

が１カ所ということで、これが委託費の部分と

しまして5,541万円でございます。

もう一つ、浮魚礁の分が、ことしに繰り越し

て施工された、既に済んでいる分でございます

が、それが２億6,712万円でございまして。この

分は設置の分で、４号といいますと、大体、宮

崎市沖合といったところの設置です。

○右松委員 ということは、これはもう今年度

繰り越した分は既に設置済みで、執行済みとい

うことでよろしいんでしょうか。

○田原漁村振興課長 そういうことでございま

す。

○右松委員 234ページの農村計画課の地籍調査

についてであります。不用額が251万4,750円と、

全体で283万円、農地総務費の中で出てますけれ

ども、事業費の確定による執行残と御説明があっ
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たところであります。地籍調査の進捗は、県内

市町村で結構ばらつきがあるのかなと考えてま

す。かつて、環境森林部のほうですけれども、

森林資源の中で、自治体の考え方、マンパワー

の問題もいろいろあろうかと思いますが、ゼロ

に近いところもあったりして、かなりばらつき

があったんですけれども。今回この進捗状況で

調査がおくれている自治体に対してどういった

指導がなされて、それが改善に結びついてきて

いるのかどうかをちょっと教えてください。

○河野農村計画課長 委員から御指摘いただい

たとおりであります。既に完了している市町村

もございますし、一方では、10％台、20％台と

いう低率の市町村もございます。休止されてい

る町が２つほどございますし、低い市町村に対

しましては、毎年度うちから出向いたりしまし

て。地籍調査の重要性は市町村のほうでも認識

はされておりますが、諸事情ございまして休止

していたりとか、また低率で推移しているとこ

ろもございますので、やはり、そういった面に

ついては、県のほうから出向いていろいろ指導

もさせていただいているところでございます。

○右松委員 地籍調査は、本当に地道な取り組

みが不可欠なところであります。相手もいます

し、そういった意味では、先ほどマンパワーの

話をさせてもらいましたけれども、やはりある

程度、県のほうで指導プラス何か後押しが必要

な部分があるのかなと思っておりまして。おく

れているところに対して、自治体の認識は高い

ということでありましたけれども、具体的に数

字、成果を上げていく上で、さらにどういった

取り組みを県としては考えておられるのか、そ

のあたりを再度伺いたいと思います。

○河野農村計画課長 今、申し上げたとおり、

毎年度そういった市町村には出向いて、いろい

ろ指導、助言もさせていただいておりますし、

また、国の制度で地籍アドバイザーといったこ

とで、その道のプロフェッショナルの方を招聘

して一緒に市町村に出向いていろいろお話をさ

せていただいたりとか、そういった活動も今やっ

ているところでございます。

○右松委員 鋭意いろいろと取り組みを進めて

もらうとありがたいです。

○徳重委員 畜産振興課にお尋ねしてみたいと

思います。全国和牛能力共進会３連覇を目指す

ということで、大変ありがたいことなんですが、

これに1,400万円という大きなお金が出費されて

いるわけですけれども、その種牛の部、肉牛、286

頭、525頭ということ、具体的にはどういう形で

の支援になるわけですか。

○坊薗畜産振興課長 全共３連覇対策でござい

ますけれども、29年に出品するために、候補牛

をつくらなくてはいけないんですけれども、そ

の候補牛をつくるために、この雌牛にこの種牛

をつけてくださいという人工授精をお願いして

ます。その人工授精に対する支援を全共の協議

会から行っております。事業主体は、全共推進

協議会といいまして、県、それから、全国和牛

登録協会の宮崎県支部、関係団体一体となって

つくっているわけですけれども、そこの協議会

に対して県から補助をいたしまして、その協議

会から、先ほど申しました出品候補牛をつくる

ための人工授精、指定交配に対する支援をお願

いしております。雌牛は農家が持っております

ので、その農家が持っている雌牛にこの牛をつ

けてくださいという支援事業になります。

○徳重委員 全額補助なんですか。農家さんの

負担はないんですか。

○坊薗畜産振興課長 種雄牛の部、それから、

肉牛の部でそれぞれ単価は違うんですけれども、
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人工授精に係る費用と、それから、やはり、種

雄牛というのは、能力がわかってない種雄牛も

出してますので、発育につきましては、まだわ

かってないとこもありますので、そこのリスク

負担を含めまして、１頭当たり１万円とか２

万8,000円という金額を支援して指定交配を推進

しております。

○徳重委員 これ５年に１回ですか。

○坊薗畜産振興課長 ５年に１回でございます。

○徳重委員 そしたら、同じように、５年間続

けるという考え方でいいんですか。

○坊薗畜産振興課長 ５年ごとにこういう出品

対策は実施いたしておりまして、今回、26年度

につきましては、29年に出品する雌牛、それか

ら、肉牛は肥育牛ですけれども、その牛をつく

るために26年度中に人工授精を行って、ことし

子牛を産ませて、来年以降、それを選抜していっ

て29年に出品するという、４年がかりの事業に

なっております。

○徳重委員 今までも全共を目指して、何年も

前から準備してたんですか。

○坊薗畜産振興課長 前回の第10回も同じよう

に４年前から準備を始めております。

○徳重委員 もう一つお尋ねします。繁殖セン

ター等に繁殖牛雌牛の頭数200頭ということです

が、各市町村も補助しているケースがあると思

うんですが、これダブってやられているものか。

それとも、県単独なんですか。

○坊薗畜産振興課長 この事業は、各地域、農

協等が繁殖センターを持ってまして、その繁殖

センターで市場から子牛を買って、そして、そ

の繁殖センターで妊娠をさせて、農家に払い下

げるという事業やっているんですけれども、そ

こに対しての支援を行っております。ですので、

恐らく市町村からの支援はほかにはないと思っ

ております。全部調べているわけではございま

せんけれども、ダブりはないかと思ってます。

○徳重委員 わかりました。

最後にしたいと思います。今後、大型の繁殖

センターをつくるべきじゃないかという考え方

を持っているんですが、県として、農家さんに

繁殖の頭数をふやしてくれと言うのは非常に厳

しいかなという考え方なんですが、そういう大

型の繁殖センターの設置は、今後何年かのうち

に可能性があるものなんでしょうか。鹿児島県

では、かなりの1,000頭クラスの施設を持ってい

るという話を聞いておるんですが、いかがでしょ

うか。

○坊薗畜産振興課長 委員がおっしゃるとおり、

頭数を維持して、８万頭を目指しているんです

けれども、そこを実現するには、農家さんだけ

ではなかなか難しいと思っております。そのた

め、昨年度、人・牛プランを各地域でつくって

いただいたんですけれども、その中で、農協等

が繁殖センターをつくろうという計画も上がっ

ております。目標は32年度なんですけれども、

できるだけ早く実現できるように働きかけ等を

行っていきたいと思います。

○徳重委員 ぜひ実現していただきますように

お願いをしておきたいと思います。

○押川委員 繁殖センターの関連ですが、これ

繁殖雌牛の供給頭数ということですから、１頭

当たりどのぐらいの補助が出してあるんですか。

○坊薗畜産振興課長 繁殖センターに対して県

から５万円。経済連と一緒に事業をやっており

まして、経済連が10万円出して、合わせて15万

円を各繁殖センターに支援いたしております。

○押川委員 これは○新でありますから、27年度

も継続されているということでいいですか。

○坊薗畜産振興課長 はい。27年度も予定をい
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たしております。

○押川委員 計画的にはどのくらいを目標とさ

れていらっしゃるのかお聞きをしておきたいと

思います。

○坊薗畜産振興課長 やはり200頭を、27年度も

予定をいたしております。

○押川委員 今後トータルで。

○坊薗畜産振興課長 ３年間、28年度までを予

定いたしておりますので、毎年200頭ずつはやっ

ていきたいと考えております。

○押川委員 わかりました。

全体的に、子牛が少ない状況でありますから、

しっかりこういう計画の中でやっていただきた

いと思います。

それから、255ページ。宮崎の畜産新生で、モ

デル畜舎の新規整備支援６カ所ということであ

りますが、具体的に教えてください。

○坊薗畜産振興課長 新規の６カ所につきまし

ては、ＪＡ中央、それから、こばやし、尾鈴、

日向、延岡。こばやしが２カ所で、残り１カ所

ずつの６カ所になります。

○押川委員 具体的にどういうことに支援、補

助をされるのかお聞きをしておきたいと思いま

す。

○坊薗畜産振興課長 これは、畜舎を新たに整

備をするところに対して支援をいたしまして、

基本的には農協からのリースをお願いいたして

おりますが、新設の畜舎を支援いたしておりま

す。

○押川委員 個人が畜舎を建てられる総額に対

しての補助でいいんですか。

○坊薗畜産振興課長 新たに施設を整備された

事業費の３分の１以内で支援をいたしておりま

す。

○押川委員 237ページ。この多面的機能支援制

度で、○新で行われた事業でありますが、農地維

持支払いからこの３つの支払い状況、どういう

形の中でどのくらいの金額を支払っていらっ

しゃるのか教えてください。

○甲斐農村整備課長 それぞれ10アール当たり

の単価ということでよろしいでしょうか。

○押川委員 はい。

○甲斐農村整備課長 農地維持支払いでいきま

すと、水田で10アール当たり3,000円、畑で10ア

ール当たり2,000円。農地維持支払いと資源向上

支払いを一緒に取り組む場合が、水田で2,400円、

畑につきましては、10アール当たり1,440円の加

算。あと農地維持支払い、資源向上支払いの共

同活動と資源向上支払いの長寿命化を全て取り

組まれるところにつきましては、水田で9,200円、

畑で5,080円という単価になってございます。

○押川委員 これは県内全地区ということで理

解をしていいと思うんですが、27年度の金額が

９億6,000万円でありますから、相当また広がっ

ていく形ですよね。これは、市町村との連携か

何かでやってらっしゃるんですか。

○甲斐農村整備課長 平成27年度予算額が26年

度決算額よりふえた理由でよろしゅうございま

すか。

○押川委員 はい。

○甲斐農村整備課長 これにつきましては、活

動組織に交付される交付金の交付ルートが平

成26年度までは地域協議会を通じて支払ってお

りまして、県を通っていなかったということ

で。27年度からは、全て交付ルートの変更によ

りまして県を通るということで予算がふえてい

るところでございます。

○押川委員 これは、継続はできるんですか。

○甲斐農村整備課長 継続は可能でございます。

○押川委員 それから、241ページ。農村整備課
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で、県営ため池、寺迫地区、日向でありますけ

れども、これは、26年度が日向市のほかで11地

区で事業をされたということで、27年度に繰り

越しがあるんですが、この繰り越しは、例えば、

もう27年度に入っておるわけですが、この１

億7,730万円は、現状はどうなっているんでしょ

うか。

○甲斐農村整備課長 寺迫地区につきましては、

既にもう発注はしてございます。年度内完了に

向けて、鋭意努力しているところでございます。

○押川委員 242ページ、トータルでいくと12

億3,227万8,000円が27年度へ繰り越しというこ

とでありますから、この繰り越し状況をちょっ

と教えてください。

○甲斐農村整備課長 農業農村整備事業におき

ます繰越額の執行率でございますが、現在、繰

り越しにつきましては、既に約92％執行済みで

ございます。そのうち約65％の出来高が上がっ

ている状況でございます。

○押川委員 作物とかいろんな状況があると思

いますから、発注は一括にはできないと思うん

ですが、大体、27年度に入って、いつぐらいか

ら事業の公募をされて、27年度の繰り越しをさ

れるのかなということでちょっとお聞きをして

おきます。

というのが、業者の皆さん方も公共関係、あ

るいはそういう県単でもなかなか事業が少ない

中で平準化を図ってほしいという声も聞く中で、

先ほど聞くと、65％は終わっているし、もう発

注も92％はされている状況ですから、どのよう

な発注の仕方をされているかちょっとお聞きを

しておきたいと思います。

○甲斐農村整備課長 繰越事業の発注につきま

しては、やはり、営農等に支障がない限り、可

能な限り早い時期に発注していきたいというこ

とで今までも進めておりますし、今後もそうい

う形で進めていきたいと考えてございます。

○押川委員 ぜひお願いをしておきたいと思い

ます。

○太田委員 関連してですが、ため池関係、241

と242ページ。ため池は、いろいろ補修なり整備

を図っていかないといかんと思いますが、耐用

年数の問題でこういった整備が入るのか。これ

は、新たに何かつくられたとかいうことでもな

いようですが、その辺りの状況、どんな整備な

んですか。

○甲斐農村整備課長 ため池につきましては、

新たにつくるというより、もうかなり古い時代

からつくられたため池が多うございまして、老

朽化が進んだものについて優先的に整備を進め

ている状況でございます。

○太田委員 例えば、ダムとかだったら、堆積

物の問題とかが出てくるわけですが、こういっ

たため池も、干して清掃したようなテレビ報道

もあったりもしますけれども、やはりそういっ

た堆積物の問題も出てくるんですか。

○甲斐農村整備課長 ため池につきましても、

やはり上流からの土砂が堆積されるということ

で、やはり、地域の維持管理の中で池補修をさ

れたりとか、そういったことをやられながら、

ため池の管理をやっていただいているところで

ございます。

○太田委員 資料の32ページの水産政策課。特

別会計の中で貸付金と委託料がありますけれど

も、ここの場合の委託料は、調査か何かされた

関係でしょうか。

○成原水産政策課長 この資金の貸し付けの事

務を県の信用漁連に委託しております関係で、

この事務費が計上されているということでござ

います。
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○押川委員 獣医師確保についてお聞きをした

いと思います。259ページに獣医師系大学就職説

明会とか特別講座とかインターンシップとかあ

るんですが、こういったものをやられて、皆さ

ん方が感じられた感想、手応えがあればちょっ

とお聞きをしておきたいと思います。なかなか

獣医師さんの確保も今は難しい状況だと聞いて

いるところでありますけれども。

○久保田家畜防疫対策課長 獣医師確保という

ことで、我が県の公務員獣医師になられる方へ

のＰＲ、リクルート活動で、獣医師系の大学の

就職説明会であるとか、インターンシップを受

け入れて、我々の仕事を紹介する活動をしてい

るんですけれども。やはり、小動物開業への意

識といいますか、それはかなり強いと思います。

それで、インターンシップの家畜保健衛生所や

食肉衛生検査所を見たいというふうに来られて

いる方は、公務員獣医師への興味を持って来て

いらっしゃいますので、そこが一番、本県を受

けていただく意思がある程度固まった分野かな

と感じております。

○押川委員 ありがとうございました。わかり

ました。

それから、この修学資金貸与が18名というこ

とでありますけれども、学校がわかれば。それ

と、県内、県外がわかるんですか。

○久保田家畜防疫対策課長 18名につきまして

は、継続の方や新しく来られた方、あるいは１

年生から６年生までいろいろあるんですけれど

も、県内が12名、県外が６名になっております。

一番大学的に多いのは、日本大学で５名でござ

います。あと北里大学、宮崎大学等で、６大学

の学生さんに対して貸し付けているところです。

○押川委員 ありがとうございました。わかり

ました。

人数的にはふえていく状況なのかどうか、

ちょっとわかれば教えてください。

○久保田家畜防疫対策課長 今、若干ふえてき

てまして、口蹄疫以降、家畜保健衛生所の獣医

師を20名増員というのを目標にしております。

それで、若干膨らんではきつつありますけれど

も、やはり、これを借りることは、そこに就職

するということで、なかなか学生さんの意思が

固まらない部分も多々あるところでございます。

○押川委員 ありがとうございました。しっか

り、こういう方々が本県に来ていただけるよう、

今後も引き続き努力をしていただきますようお

願いをしておきたいと思います。

○有岡委員 再度お尋ねしますが、貸付金の執

行率が26.3％ぐらいの数字で、ここをもう少し、

執行率が低かった経緯を教えていただきたいと

思います。32ページの水産政策課。

○成原水産政策課長 この改善資金と申します

資金が、大体３億円ぐらいの予算を貸し付けな

がら、返済をいただきながら再度貸し付けてい

く、循環をさせている資金でございまして。３

億円あるものの、その年に全部貸してしまうと、

翌年度に貸し付けがなくなるということでござ

いまして、平均的に貸すのが一番いいわけでご

ざいますので、大体5,000万円程度を貸し付けて

いって、７年ぐらいの償還で返していただく形

が一番望ましいと考えております。そういう意

味からいって、前年の4,000万円程度の貸し付け

は、そんなに低くないのかなと考えております。

○有岡委員 そういう考え方で、27年度１

億4,000万円組んであるのは、そういった７年間

の償還の中での平均的な金額を支出することを

想定した金額ということで理解してよろしいん

でしょうか。

○成原水産政策課長 ことしの財源になるもの
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が、返済金、それから、前年から貸し付けをし

なかった繰越金、これが基本的な財源となって

おりますので、その財源をもとにことし貸して

いくことになります。

○有岡委員 循環する資金ということですので、

未納対策等も含めてよろしくお願いしたいと思

います。

では、もう一つ質問よろしいでしょうか。235

ページの農村計画課の中で、自走式の散水機試

験導入とか、その上の圃場設置12カ所と、これ

は具体的には地域はどこら辺になるのか、わか

れば参考にお尋ねいたします。

○竹下畑かん営農推進室長 県内で国営地区７

地区実施しておりますけれども、ほぼこの７地

区に設置されております。基本的には中部農林

管内、それから、北諸管内、西諸管内、児湯管

内、４つの管内に機械の導入、あるいは試験圃

場の設置をいたしております。

○有岡委員 今言われた西諸、北諸、中央も含

めて４地区ということですが、それ以外のニー

ズはなかったと理解してよろしいんでしょうか。

○竹下畑かん営農推進室長 国営事業で畑かん

事業をやっておりますけれども、その地区が、

先ほど言いました４つの管内にあるということ

でございます。

○有岡委員 ４地区ということで理解いたしま

した。

もう一点だけ、昨年度の事件ではないんです

が、249ページにあります、漁村振興課に絡むと

思いますが、浮魚礁の施工上の問題があって、

裁判等の話が以前ございまして、それは、26年

度は何か進展があったのならお尋ねしたいと思

います。

○田原漁村振興課長 お互いに主張し合い、７

回ぐらいまで進んでいるんですけれども、進展

という意味では特にございません。

○右松委員 248ページの内水面漁業の振興対策

で、１億9,370万円予算がありまして、決算

が5,556万円。先ほど説明されてたら二重になっ

てしまい申しわけないんですが、これは、資源

の増殖の部分なのか、魚道の改修の部分なのか、

この辺の予算に対する決算の中身をちょっと教

えてください。

○田原漁村振興課長 予算の一番大きいものは、

先ほど不用額のところでもちょっとお話ししま

したように、ＫＨＶの発生した場合の処理費用

ですとか、それとあと対価助成費だとか、そう

いったものが合わせまして一億三、四千万ぐら

いです。済みません、略してＫＨＶと言ってし

まいましたけれども、コイヘルペスウイルス病

の疾病被害になります。

○右松委員 ということは、これは、不用額に

なって、27年度はどういう形になるんでしょう

か。

○田原漁村振興課長 発生の可能性があるとい

うことで、同じように予算措置はしてます。

○徳重委員 水産政策課にお尋ねしたいと思い

ます。キャビア日本一産地づくりということで、

大変努力をしていただいていることに感謝をし

ているところでございますが、チョウザメ加工

品の商談会出展が３回。これ、どこでどういう

形での出展になったんでしょうか。そして、そ

の成果を教えてください。

○成原水産政策課長 商談会の名前を申します

と、フードライフ2014、フードエキスポ2014、

オール九州商談会ｉｎ大阪というところでござ

いまして、参加をさせていただきました。

その成果については、それぞれキャビアの販

路拡大や魚肉の販路拡大、それぞれ数字までは

申し上げられませんけれども、成果があったと
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聞いております。

○徳重委員 輸出も前向きになってきたと聞い

ておるわけですが、全国でその商談会に何県ぐ

らいが出てきたんですか。

○成原水産政策課長 ちょっと手元に数字を

持っておりませんので、しばらくお時間をいた

だきたいと思います。

○徳重委員 日本一になるということになりま

すと、現況をもうちょっとふやしていかなきゃ

ならないと。21社で、今度２社ふえたというお

話のようでございますが、どこ辺まで、どれぐ

らい拡大できるか、いけそうな状況なんですか。

○成原水産政策課長 チョウザメの養殖業者の

方々が国内にも増加しております。それから、

海外でも増加をしておりますので、今、直ちに

どれぐらいのところにたどり着けるのかという

お尋ねには、なかなか答えにいくわけですけれ

ども。まず、きっちりした、宮崎県だけが持っ

ている県内の種苗供給体制、それから、高級な

キャビアをつくる技術の体制を生かして、今後

とも産業として拡大できるように努めていきた

いと考えております。

○徳重委員 日本一を目指しているということ

で、大きく内外に発表していることと。キャビ

ア、１キロ50万円っておっしゃったんですかね、

単価も非常に高いわけですから、これが採算ベ

ースに乗るのは非常に厳しいのかなという気も

するし。また、今おっしゃるように、新しくど

んどん産地が出てくるようなことになると、非

常に心配だなという気がするわけで。他県の状

況を総合的に考えて、我が宮崎が今のところ、

規模も量も日本一というか、一番多いんでしょ

うか。ほかの県の状況とあわせてちょっと教え

てください。

○成原水産政策課長 統計が全国的に整備され

ていないので、正確に申し上げることはできな

いんですけれども、私どもが集めている情報で

は、本県が最も大きな養殖尾数を抱えておりま

すし、キャビアの生産も日本一であると考えて

おります。

○渡辺主査 ほかにいかがでしょうか。なけれ

ば進みますが。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 よろしいですか。

それでは、以上をもって、農村計画課、農村

整備課、水産政策課、漁村振興課、畜産振興課、

家畜防疫対策課の審査を終了いたします。

引き続き、総括質疑に入りますが、準備のた

め暫時休憩をいたします。

午後２時24分休憩

午後２時36分再開

○渡辺主査 分科会を再開いたします。

総括質疑に入る前に、午前中の質疑の中で答

弁が残っておりました農産園芸課から、加工用

米等についての御説明があると伺っております

ので、よろしくお願いいたします。

○甲斐農産園芸課長 午前中の分科会で押川委

員から御要望がありました加工用米の試験内容

の概要について御説明させていただきたいと思

います。

まず、１の品種比較試験の概要でありますけ

れども、総合農業試験場におきまして、加工用

米専用品種として育成過程にありました多収性

のみ系358と381の品種比較試験に取り組ました。

み系358は県内に20カ所、み系381については16

カ所での実証になっております。両系統の単収

を比較しますと、み系358が10アール当たり６％

上回り、み系381より多収となったということで、

み系358につきまして、地域ごとの状況について
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２で説明させていただきたいと思います。

早期水稲につきましては、み系358、381とも

育種段階の系統であったために、種子数が不足

しまして、展示圃の設置は２カ所にとどまった

ところです。

早期栽培では、中ほどにありますように、移

植から成熟期までの日数が非常に長くなり、単

収はある程度、577キロと高い収量になりました

けれども、従来の早期水稲より１カ月から１カ

月半ほど遅い収穫となったこともありまして、

栽培期間中の水管理や病害虫の防除、天候等の

影響を受けやすい等のリスクが懸念されたとこ

ろです。

（２）の普通期栽培におきましては、県下18

カ所で実施しておりますが、普通期水稲におき

ましては、26年の１月から５月にかけまして、

石垣島で緊急増殖をかけまして、普通期水稲に

使用する種子を用意しております。この緊急増

殖をしたため、移植の時期は、若干、６月中旬

から７月中旬にずれ込みましたけれども、従来

からすると２週間程度遅くなったところです。

しかしながら、生育は、従来の普通期水稲並み

で、単収10アール当たり562キロで、早期水稲よ

り若干少なかったものの、ほぼ同等の収量を上

げることができたことを踏まえまして、本県で

は、加工用米の多収性専用品種としまして、普

通期水稲でみ系358を有望としたところでござい

ます。

○押川委員 早期水稲の場合、加工米のほうは、

こんなに栽培期間は長くなるんですか。

○甲斐農産園芸課長 早期水稲は、移植から成

熟期までの日数が非常に長くなったこともあり

まして、この期間がかなり長いということもあ

りまして、早期水稲の採用がちょっと見送られ

ております。

○押川委員 早期水稲については、来年度、ど

のような方向でいかれるかお聞きをしておきた

いと思います。

○甲斐農産園芸課長 今のところ、夏の笑みが

非常に多収性もあるということで、まず、夏の

笑みを加工用米の品種として選定してまいりた

いと思っておりますが、国やほかの県の多収性

品種の動向も見きわめながら、今後については

検討してまいりたいと考えております。

○成原水産政策課長 先ほど徳重委員のほうか

ら御質問のありました245ページの商談会の参加

件数でございますが、残念ながら、参加数のデ

ータがございませんで、情報として私どもが確

認できたのが、県単位ではなくて、業者単位で

参加をしていることと、それから、国内の他産

地のキャビアの参加はなかったこと、それから、

海外産のキャビアの参加は数社見られたという

情報でございました。

なお、先ほどの質問にもありましたけれども、

国内でキャビアをつくっている業者が幾らある

かというデータについては、今、確認したとこ

ろ23業者国内に存在していることがわかりまし

た。

○渡辺主査 それでは、各課の質疑、説明が終

わりましたので、総括質疑に移ります。農政水

産部の平成26年度決算全般につきまして、質疑

はございませんでしょうか。

○徳重委員 農産園芸課にお尋ねしたいと思い

ますが、先ほどから出ております加工米。今、

それぞれ作付もされて、順調に流れてるのかな

と思いますし、加工米を県内の業者が使ってほ

しいこともありますが、私は、水田を生かした、

休耕田を生かした飼料米について、もう少し積

極的に取り組むべきじゃないかと思うんです。

と申しますのも、前、本会議で質問したこと
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があるんですが、必要量が２万トンということ

は、500キロとれても4,000ヘクタールぐらいの

必要量です。それが幾らだったかちょっと記憶

にないんですが。加工米はおっしゃるように、

焼酎とかいろんなものに使用されるんですが、

飼料米は、家畜がいる宮崎県で必要量が２万ト

ンとなると、これにもう少し積極的に取り組む

べきではないかと思っていますが、いかがでしょ

うか。

○甲斐農産園芸課長 委員御指摘の飼料用米で

ございますけれども、御指摘のように、畜産農

家さんへの需要調査では約２万トンほどの希望

がある状況でございます。国も、今、飼料用米

の推進を一生懸命やっておりますけれども、県

のほうでも多収性品種の選定とか、低コスト生

産技術の実証なり、実証圃を組んで、飼料米の

推進に当たっておりますし、また、畜産農家さ

んとのマッチングについて進めていきたいと考

えておりまして。今のところ、まだ27年度の推

計でございますけれども、ことしは、26年度が170

ヘクタール程度だったものが、400ヘクタール以

上にふえる見込みでございまして、今後、こう

いった飼料用米につきましては、供給形態につ

きましても、今、全農を通じた供給と経済連を

通じた供給と集荷組合さんを通じた県内の農家

さんへの供給といったような供給も大分固まっ

てまいりましたので、こういったのを生かしな

がら、飼料用米の推進に当たりたいと考えてお

ります。

○徳重委員 今、400ヘクタールを目標に準備し

ているということですが、その10倍、4,000ヘク

タール必要だと考えると、それでも１割です。

もう少しやっぱり積極的な努力をしてほしいな

と。そして、計画的に何年度までにはこうする

んだと、どこに割り当てていくとか、いろいろ

計画を立ててほしいもんだなと。水田が利用で

きないところもたくさんあるわけですよね。そ

こ辺考えたら、もう少し計画的な水田対策を考

えてほしいと要望しておきたいと思います。

○押川委員 畜産振興課にお聞きしますが、全

共２連覇ということで、宮崎牛の販路拡大対策

に取り組まれていらっしゃるわけでありますが、

こういう取り組みをされて、やる前とやられて

からの効果あたりはどのように捉えていらっ

しゃいますか。

○坊薗畜産振興課長 平成24年度の全共長崎で

すけれども、２連覇しまして、今、第９回、第10

回の日本一を旗印にして、いろんなところでＰ

Ｒをいたしております。徐々に知名度も上がっ

てきておりますし、それから、もう一つは、東

京市場に対して生体を毎週１社運んでおりまし

て、26年度588頭ほどいたわけですけれども、や

はり東京の市場で宮崎牛の品質を見ていただい

て、評価いただくことが非常に重要でありまし

て、最近、取引先もふえてきて、そちらの評価

は上がってきていると思ってます。東京で名前

が売れていけば、全国に広がっていくと思って

ますが、ひいては、最終的に価格にも反映でき

ればと。残念ながら、全共２連覇したから価格

が急に上がったということではないんですけれ

ども、徐々に浸透していって、農家の所得向上

につながればと考えてます。

もう一つは輸出なんですけれども、日本チャ

ンピオンというこのブランドは、外国で非常に

受け入れられているようでございまして、やは

りチャンピオン牛として、輸出業者さんも宮崎

牛もぜひ扱いたいという方もいらっしゃいます

ので、そのおかげで輸出量もふえている状況で

ございます。海外でブランドがまた立ち上がれ

ば、国内にも戻ってきて、国内ブランドの評価
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にはつながるんではないかと考えております。

○押川委員 実は、けさ、宮日新聞を見て、皆

さん方もどう思われたかなと思いますけれども、

宮崎牛新定義スタート半年でなかなかブランド

が認知がされていないような状況を、消費者の

方からのアンケートでも読み取れました。

都城の方が鹿児島から子牛を買ってきて、今

枝肉がいいから、それでもやはり出荷したいと。

県内の状況を我々が聞いている範囲内で、県内

の子牛が高いということで、余りにも県内が高

いものですから、県外から買ってこられる肥育

農家の方もたくさんいらっしゃるみたいなんで

す。

だから、県内価格対策をやはりしっかりやる

ことと、ブランド力を高めていくことの整合性

を持たないと。こういう新聞が出てしまうと、

なかなか宮崎牛のブランド化といっても、今言

われたように価格が伴ってこないということで。

そうなってくると、かけ声はそうだけれども、

なかなか実質宮崎牛が、せっかく全共２連覇し

てても、そういうものが価格に反映されない、

じゃあ、一緒であれば、安いところで買ってき

て、そして、やはり宮崎で育てたほうがいいじゃ

ないかという─紙面にも載っていますけれど

も、そのようなことがあると、なかなかどうか

なという感じで新聞を見たところでありますけ

れども。坊薗課長の切り込みをという言葉が載っ

ていますけれども。今後、この定義づけをどの

ように考えて、しっかりした宮崎ブランド牛と

して売っていくかということは、どのように考

えていらっしゃるか、ちょっとお聞きをしてお

きたいと思います。

○坊薗畜産振興課長 宮崎牛の定義については、

もう以前から宮崎牛ということで売ってきたわ

けですけれども、宮崎で肥育をされて、宮崎か

ら出荷すれば宮崎牛ということでこれまでやっ

てきましたが、以前はもうほとんど宮崎産まれ、

宮崎育ちだったわけであります。

ただ、先ほど委員がおっしゃったように、価

格とか頭数の関係で、大規模農家さんたちは県

内だけでは調達ができないということもありま

して、ほかの県から導入されている方々もいらっ

しゃると。そこはもう十分わかっております。

それを踏まえまして、ことし４月から宮崎産

まれ、宮崎育ち、ストーリー性を持って、宮崎

で生まれたものを肥育していくという、そうい

うのを。やはり宮崎は生産県であり、肥育県で

ないとできない話でございますので、松坂とか

神戸は、よそから導入して肥育をして出荷する

ので、やはり地元で産まれたものを、地元で肥

育して出荷していくという取り組みができるの

は、生産県である我が県であろうと思いますの

で、そういうストーリー性を持って、ことしの

４月から宮崎産まれ、宮崎育ちということにさ

せていただいたところです。

価格については、まだ半年なので、認知度と

か、まだまだかもしれませんけれども、これを

しっかり今後につなげて、評価、そして、価格

につなげていければと思っています。

○押川委員 せっかくこういう定義づけをやっ

て、宮崎牛としてのブランドで計画されていらっ

しゃるわけですから、しっかり生産者の方にも

再度認識をしていただくような形での指導と、

せっかくでありますから、努力していただいて、

何とか価格に反映ができるよう、今後いろんな

形で御努力をしていただければありがたいなと

思います。

○渡辺主査 ほかによろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 それでは、以上をもって農政水産
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部を終了いたします。

執行部の皆様、大変長時間にわたりまして、

御苦労さまでした。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後２時52分休憩

午後２時54分再開

○渡辺主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、審査の最

終日に行うこととなっておりますので、あす10

月６日午後１時30分に採決を行いたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 それでは、そのように決定をいた

します。

その他、何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 それでは、本日の分科会を終了い

たします。

午後２時55分散会
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午後１時28分再開

出席委員（７人）

主 査 渡 辺 創

副 主 査 日 髙 陽 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 右 松 隆 央

委 員 太 田 清 海

委 員 有 岡 浩 一

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 森 本 征 明

○渡辺主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、採決の前に各議案につきまして、

賛否も含め御意見をお願いいたします。何かご

ざいましたら。なければ、先に進みたいと思い

ますが。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 よろしいですか。それでは、議案

の採決を行いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 では、お諮りをいたします。議案

第23号についてお諮りいたします。原案どおり

認定することに御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 御異議ありませんので、原案のと

おり認定すべきものと決定をいたしました。

次に、主査報告骨子についてであります。主

査報告の内容として、御要望はありませんでしょ

うか。

暫時休憩をいたします。

午後１時28分休憩

午後１時33分再開

○渡辺主査 分科会を再開いたします。

主査報告につきましては、皆様から賜りまし

た意見を参考にしつつ正副主査に御一任をいた

だくことで御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 それでは、そのようにいたします。

その他、何かありませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時35分再開

○渡辺主査 分科会を再開いたします。

その他、特にないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺主査 以上で分科会を終了いたします。

午後１時35分閉会

平成27年10月６日(火)


